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　ま　え　が　き

　最近の国際的な組織犯罪の動向及び世界的なテロ事案を契機として、従来の海洋法の枠
組みの見直し、再構築の議論が活発に行われており、これが我が国の執行法制を検討する
に際して考慮すべき状況となっている。
　他方、我が国の周辺海域では、不審船事案、銃器・薬物の密輸入、集団密航事案などが
依然後を絶たず、直接又は間接に国民生活を脅かし、我が国船舶等の航行の安全を阻害し
ている。また、特に隣接国との関係では、中間線付近における海底資源探査、海洋調査、
領海内潜没航行潜水艦などの具体的な国際事案が顕在しており、従前からの海賊事案を巡
る諸問題等を含め、我が国として的確に対処すべきことが求められている。
　更に近年においては、国際的に海上テロ発生の蓋然性がより高くなるなど、新たな脅威
を生じているほか、海上におけるテロ事案及びテロ行為に使用される物質・兵器等の輸送
を効果的に防止する一環として、「海上航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条
約」が改正強化されるなど、国際情勢等の著しい変動に相乗して、個々の事案への対応等
についても大きく変化する状況を呈している。
　このため、海上における執行管轄権行使の法的根拠となる海上保安法制についても、こ
れらの事案に一層的確に対処するため、より適切な新たな法制の構築も視野にいれた検討
が必要とされ、平成17年度から3カ年計画で「海洋法の執行と適用をめぐる国際紛争事例
研究」事業を実施した。
　本事業では、国際法、刑事法などの専門家及び海上保安庁関係者から成る海上保安体制
調査研究委員会を設置し、毎年8回（計24回）の委員会を開催して、過去に研究した多く
の論点の中から、最近の諸問題と関連する重要なトピックについて、そのテーマごとに最
新の動向を探り、将来への提言をも含めて研究した。
　本報告書は、その事業の成果としてとりまとめたものである。

　3カ年にわたり、山本委員長をはじめ、本事例研究に精力的に取り組んでいただいた委
員の方々に感謝するとともに、本事業を支えていただいた海上保安庁各位に御礼を申し上
げる次第である。
　なお、本事業は、競艇公益資金による日本財団の助成事業として実施したものであり、
本報告書が、今後の海上における的確な法執行への基礎資料となれば幸甚である。

　　　平成20年3月
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人　海上保安協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　　久 保 田 　　勝
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公海における便宜置籍船への介入措置について

海上保安大学校講師　中　野　勝　哉

ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ

1　はじめに

　公海上の便宜置籍船の行動に関して、何らかのアプローチをする場合、それは大きく分けて、当
該便宜置籍船自体の行為に関する場合、当該便宜置籍船の船内の出来事に関する場合、の二つの場
合が考えられる。
　さらに便宜置籍船への介入措置を考えるとき、その「介入」という言葉についても、なんらか
の執行管轄権の行使という意味から事実上の影響力の行使という意味まで考えることが可能であろ
う。
　本稿においては、「公海における便宜置籍船への介入措置」という課題を検討するのであるが、
少なくとも以上のような事項を念頭に置きつつ、そして、この「介入」は、様々な観点からなされ
ることが理論上考えられるが、ここでは海上における「安全の確保と治安の維持」の観点からなさ
れるものに一応限定して考えることとする。
　以上のような枠組みにおいて、本稿では、日本関係船舶としての便宜置籍船に対し、公海上で日
本国としてどのような介入措置が可能となるのかといった事柄について、主として行政法学の視点
からの検討を試みることとする。

2　便宜置籍船について

　便宜置籍船とは何かについては様々な議論がある1。しかし、本稿の目的は、便宜置籍船とされ
る船舶への介入措置について検討することを課題としているため、ここではひとまずその典型的特
徴に着目し、便宜置籍船を「実際には他国の国民が所有・支配し外国人の船員を配乗した船舶で、
国籍付与の条件のゆるい法律をもつ国に登録された」船舶2として把握し、これを前提として考察
をすすめることとしたい。
　このように考えると、便宜置籍船の旗国は、実際の支配者の存在する国ではなく、国籍付与を受
けた国になるということになる。また、日本の場合、日本船舶として日本国旗を掲揚して航行する
ことができる船舶の要件については、船舶法がこれを定めており、便宜置籍船はその態様から、本
法の要件をみたすことができないことはいうまでもない。
　したがって、本稿においては、ひとまず便宜置籍船を形式的にとらえ、通常の外国船として認
識したうえで、これに関する公海上の介入措置について検討し、その上で、通常の外国船と異なる
便宜置籍船としての特徴の有無、そしてその特徴から介入措置に何らかの影響があるのかどうかと
いった事柄について順次検討していくこととしたい。
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3　公海における船舶に対する管轄権について

　公海においては、船舶は公海自由の原則から、航行の自由を享受する（海洋法に関する国際連合
条約（以下、「国連海洋法条約」と呼ぶ）第８７条）3。
　公海上の船舶は、国際慣習法上は、専らその旗国の管轄権にだけ服することが原則とされ、他の
諸国は、外国船舶の領海外での行為に対して立法管轄権の域外適用をすることはあっても、強制措
置を伴う執行・司法管轄権の行使は、原則として旗国に留保されることとなる（旗国主義）。
　この旗国主義の原則は、公海における秩序維持という国際社会の一般利益からみて有効であるだ
けでなく、各国の国家利益の確保という点からも妥当なものとして、長く是認されてきたとされる4。

4　公海における安全の確保と秩序の維持に関する国家活動について

　海上社会生活は、一般的に、船舶という道具を使用し、船舶を単位として営まれると考えると、
海上における安全の確保と秩序の維持に関する国家活動についても、それが船舶に対してどのよう
に及ぼされるのかについて考えることがまずもって必要となる。
　公海上の船舶に関する安全と秩序の維持の実現は、前述のとおり、基本的には、旗国の自国籍船
舶に対する管轄権の行使によってなされることになる。
　しかし、他方、公海の秩序を確保するため、旗国主義の例外として、旗国以外の国が、海上犯
罪その他の違法行為を行う外国船舶に対して、公海上で監視、確認、検査、臨検捜索または拿捕・
抑留・引致などの強制措置を行い、さらに刑事裁判権を行使する場合もあり、このうち特に強制措
置を伴う権力行為（この意味においては、日本の行政法理論でいうところの行政警察作用と司法警
察作用を含むものであると考えられる）を「公海海上警察権」と称している（なお、軍艦と非商業
的役務に用いられる国の船舶には公海海上警察権は適用されない）。そしてこの公海海上警察権行
使について考えるとき議論の中心は、「関係諸国による国家管轄権の行使を調整しその限界を定め
る」ことになる5。
　ところで、旗国が自国の管轄権を行使する場合、ないしは旗国以外の国がなんらかの公海海上警
察権を行使するといった場合、その活動内容は、各国の国内法によって規律されることとなる。
　つまり、どの国がどの船に自国の管轄権を行使できるかという国際法上の国家の管轄権の問題が
一方で存在し、他方で、管轄権が行使できるとして、次に、実際具体的に国家権力の行使に関し、

「国家権力の主体とその規制を受ける客体」に関する法的規律の問題、すなわち国内法上の問題が
存在することになるのである。
　そこで、本稿では次に、「公海における安全の確保と秩序の維持」に関し、国際法上および日本
の国内法上の考え方を確認しておくこととする。なお、その際、国際法上の概念と国内法上の概念
の相違に留意する必要がある。本稿では、様々な議論があることは認識しつつ、ひとまず「安全の
確保と秩序の維持」に関する国家活動を「警察活動」と表現しておくこととする。

⑴　公海における警察活動に関する国際法上の理論

　公海における警察活動に関しては、前述のとおり、国際法上、原則として、旗国がその管轄権を
行使するというかたちで実施され、例外的に公海海上警察権の行使が許容されるという構造になっ
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ている。外国船ないしは便宜置籍船に対する介入措置を検討する際には、後者、すなわち公海海上
警察権に関する事項に注目する必要がある。
　公海海上警察権については、これをさらに2つの概念に分けて説明される。そのひとつは、「一
般警察」の概念であり、他方は「特別警察」の概念である。

ア　一般公海海上警察について
　公海海上警察における「一般警察」については、次のように説明される。すなわち、「国際
慣習法に基づいて旗国主義の例外を定め、すべての国の軍艦が、公海上の外国私船について対
象となる海域を特定せずに一定の強制措置を行うもの」と。そして、その最も古典的な方式
が、船舶の国旗と国籍を確認するための近接権であり、古くから一般警察の対象とされてきた
犯罪が海賊行為であると説明される。
　近接権の行使は、公海を航行中の外国私船に対してその掲げる国旗が相違ないかどうか、当
該船舶の同一性と国旗を確認するために行われる。この国旗と国籍の確認は、容疑船舶に近づ
いてその外部的な標識の検認又は船内との交信によるものとされ、確認の目的に必要な限度以
上に近接してその航行を不当に妨害してはならないとされる。
　なお、近接権の行使に関し、その対象船舶が国籍を明示することを拒否するといった場合、
どのような措置をとることが可能かということが問題となる。このような場合には、国旗と国
籍の確認については、条約上の要件をみたせば臨検を実施することが可能となっている（国連
海洋法条約第110条）6。
　すなわち、近接権の行使は、さらなる強制措置に関する管轄権の有無の確認について、重要
な意味をもつものと言い得る。

　イ　特別公海海上警察について
　公海海上警察における「特別警察」については、次のように説明される。すなわち、「個別
の条約に基づいて、その締約国相互間でだけ適用され、対象となる海域と活動も特定され」た
ものであると7。
　この特別警察に関する規制の原型をなす条約としては、漁業活動に関する北海漁業ヘーグ条
約、海底電信線の損壊に関する海底電信線パリ条約、などがあげられるとされる。
　たとえば、北海漁業ヘーグ条約では、北海部分に参入する諸国の漁民について、その相互の
紛争を防止し操業活動の規制と監視を行う方式を定め、各締約国は、公海上で容疑船の国籍を
確認するほか、特定の必要がある場合には乗船して、国旗の確認などのため臨検し、港に引致
して抑留する、といった強制措置をとりうることとされている（ただし、刑事裁判権は容疑船
の旗国にあるとされた）8。

⑵　公海における警察活動に関する国内法上の理論

　公海における警察活動を考察する際、日本の国内法の議論においては、その規律する法が公海に
おいても有効であるかどうかの問題（国内法の場所的適用範囲の問題）および実際に活動する行政
機関とその警察活動の規律に関する問題（組織法および作用法上の問題）とがまず認識できる。
　なお、ここでいう「警察活動」には、行政警察活動、司法警察活動を含めて考えられるわけであ
るが、日本の国内法においては、それぞれ別個に検討する必要がある。
　また、「海上警察」という概念をここでいう「行政警察」、「司法警察」の概念とは分けて考える
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べき（さらには国内法及び国際法の区別を超えて構想されるべき）独自の概念であるとして考察す
ることも理論上可能であり、そのような議論の蓄積も存在する9。この議論は、非常に重要なもの
であるが、これを本稿でとりあつかうには少々テーマが大きすぎるため、ここでは割愛し、「海上
警察」概念の探求については今後の課題とさせていただきたい。したがって、本稿では、伝統的概
念を分析の道具として用いて、公海における警察活動の検討を行うこととする。
　ア　行政警察活動について
　　①　国内法の場所的適用範囲について

　行政警察活動に関する国内法の場所的適用範囲については、まず、その活動を規律する行
政法（ここでは法令を念頭において考えておく）がどのような定めをおいているのかが問題
となる。地域を限定して適用を定めている行政法令については、その地域を越えて適用する
ことは原則としてできないと考えられる。他方、そのような地域限定に関する条項をもたな
い法令については、解釈によって解決をはかることになる。国内行政法令の場合、後者が多
数を占めるといえる。
　行政法学の一般的考え方によれば、法令に基づく行政機関の公権力の行使は、国家機関の
場合には、日本国の領域がその場所的適用範囲の限界として理解されることになる。ただし、
たとえば日本人が日本の領域外で行った行為にも日本の法令が適用されることもありうると
される（積極的属人主義）10。しかし、この場合、たとえ日本の法令の効力が及ぶと考えら
れても、そこから直ちに公権力の行使が可能となるとは言い得ず、ここであらためて国際的
規律に関する検討が必要となるものと考えられる。
　ところで、海上における法令の適用に関しては、以上の考え方を基本的には前提としつ
つも、「海」に本質的に存する性質としての国際性の問題と国家の権益保護等に関する領域
外における権力行使の必要が問題となる。これについては、国内制度と国際法との調整とい
う問題になると考えられる。すなわち、日本法においては、「領海及び接続水域に関する法
律」および「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」を定めることにより制度を構築し、
国際法的には国連海洋法条約及び慣習法によって、国際社会との調整をはかるということに
なる。では、公海における権力の行使はどのように考えるべきか。これについては、国際法
上の規律は、上記⑴でみたとおり存在するが、国内法上は明確な規定がない。したがって、
積極的属人主義の考え方を援用しつつ（国際法上の概念でいうと旗国主義ということになろ
う）、国際法によって許される範囲での権力行使ということになるものと考えられる。

　　②　組織法上の問題について
　次に、実際に警察活動を実施する行政機関とその警察活動の規律に関する問題（組織法
および作用法上の問題）についてであるが、前者は、国の行政組織における権限分配の問題
であり、これは各組織関係法令において定められることになる。公海上の警察活動に関して
は、組織法上は理論的には、複数の行政機関がそれぞれその任務・所掌事務に関する範囲で
権限行使の可能性を有することになる。しかし、実際上の問題として、その装備等の点から
いっても、海上における警察活動は海上保安庁法及び関係法令に基づき海上保安官（補）が
その執行の中心的役割を果たすと考えてもよいものと思われる。

　　③　作用法上の問題について
　作用法上の問題としては、国内行政法学においては、伝統的に理論上の「警察作用法」の
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議論が存在する。
　歴史的には、警察作用の概念は、初期においては、国家の作用一切を指すものとして用い
られ、その後、外政・軍政・財政及び司法の作用がこれから分離し、また、さらに命令強制
の権力作用であって、社会の秩序維持という消極目的のために行われるもののみに限定され
るようになる。すなわち警察作用の概念は、内務行政のうち消極目的でありかつ権力作用で
あるものに限定されていくことになるのである。その後、社会国家・福祉国家思想が台頭す
ると、国家が国民の福祉増進という積極目的のために国民に対し命令強制を行うことが多く
なり、このようなものについても警察ということばで呼ぶことが少なくなくなるという状況
になる。このように、歴史上に現れる警察概念は、その意味・内容は、ときとともに変遷し、
一定した意味・内容をもっているとはいえない概念である11。
　今日の行政法学においても、この警察作用に関する議論は様々に展開されるわけである
が12、ここでは、現在でもなお、さまざまな検討に際し一応の基準を提供していると考えら
れる伝統的警察法理論における警察作用について確認しておくこととする。
　行政法学において、理論上、警察作用とは、「公共の安全と秩序を維持するために、一般
統治権に基づき、人民に命令し強制し、その自然の自由を制限する作用」であるとされる。
ここでは、「組織としての警察」とは区別される「理論上の警察」概念が明確に意識されている。
　そして、この理論上の警察概念は、その目的・手段及び権力の基礎の三点において、他の
行政作用から区別さるべき特色を有するとされる。すなわち、警察は、直接に公共の安全と
秩序を維持し、その障害を除去することを目的（警察の目的）とし、権力をもって人民に命
令し強制し、もって、自然の自由を制限する作用（警察の手段）であり、それは、一般統治
権に基づく作用である（警察権の基礎）とするのである13。
　この理論上の警察作用を規律する法は、「国民の基本的人権の尊重確保という要請と、公
共の安全・秩序の維持という要請とを合理的に調整する見地に立って定められるべきもので
ある」とされる。そして、この二つの要請の調整の仕方のなかに、その時代を反映する警察
作用の特色が現れるといえるとされるのである14。
　その調整理論として説明されるのが警察権の限界の理論である。つまり、警察権の発動は、

「法規に基づき、かつその定めに従わなければならないのであるが、警察に関する法規の定
めは、現実には、必ずしも明確かつ一義的なものばかりではなく、抽象的・概括的で、解釈
運用上の幅を残している規定や、多かれ少なかれ警察機関の裁量に委ねているように解され
る規定を設けている例も少なくない。それは、警察は、元来、将来発生することの予想され
る公共の安全と秩序に対する障害を未然に予防し又は既然に鎮圧除去するための作用であっ
て、事前に将来発生する可能性のある多種多様の障害を的確に予見して、その対象を具体的
かつ明確に定めておくことは殆ど不可能であるために、現実具体的に生ずる障害に対し、臨
機に適切な措置を講ずることができるよう、警察権発動の対象、条件、方法、態様等につい
て、概括的・弾力的・裁量的な定めをしておくことも」、警察の目的に照らすと避けがたい
というのである。しかし、その際、ここでいう裁量は、自由裁量として認められたものと解
すべきではなく、そこには、一定の条理上の限界が存在し、これに違反するときは違法とな
ると考えられてきたとされる15。すなわち、警察消極目的の原則、警察責任の原則、警察公
共の原則、警察比例の原則、がそれである。
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　国内行政法学上、警察作用は、以上のような理論を念頭に置いて、議論されることとなる
が、実際の警察活動に関する授権は、各個別の法令によってなされることとなる（例えば、
海上保安庁法、警察官職務執行法、などが典型的なものとして挙げられるが、港則法、感染
症予防法なども理論上の警察法としての性質を含んでいる）。
　いずれにしても、行政警察は、公共の安全と秩序を維持するために、人為的・社会的・自
然的な障害を未然に予防し、既然に鎮圧する活動を行うことが目的であり16、その作用は、
情報の入手から始まり、権力的法律行為、強制措置などといった過程をたどることとなる。
なお特に、権力的措置、強制措置については、法律による行政の原理からいっても法律上に
その作用法上の根拠を要すると考えるべきであろう。

　イ　司法警察作用について
　　①　国内法の場所的適用範囲について

　司法警察作用は、犯罪の捜査・被疑者の逮捕等を目的とする刑事司法権に従属する作用を
いうとされる。このような作用に関係する規律は、刑法と刑事訴訟法ということになる。
　刑法については、その1条から3条の2において、国内犯、すべての者の国外犯、国民の
国外犯、国民以外の者の国外犯、としてその適用範囲が定められている。
　刑事訴訟法については、その適用に関し、①刑事訴訟法の適用範囲は原則として日本領
土内に限定され、外国の承認ないし同意があれば、その部分だけ例外的に適用範囲が拡張す
る、とする説と②刑事訴訟法の適用範囲は原則として全世界に及んでいるが、通常それが外
国主権によって制限されており、外国の承認ないし同意があればその部分だけその制限が後
退する、とする説が存在するとされる17。いずれの説をとるにしても、公海上の外国船舶に
対する活動に関しては、当該外国船の旗国の承認が必要であると考えられる。

　　②　司法警察権の行使主体について
　司法警察権の行使主体としての司法警察職員については、刑事訴訟法189条および190条に
よって、その基本が定められている。なお、公海上における警察活動の中心となるであろう
海上保安官（補）については、海上保安庁法31条において刑事訴訟法上の司法警察職員とし
ての職務を行うことが規定されている。

　　③　作用の手続について
　司法警察作用の手続については、日本の捜査機関が司法警察職員として活動をおこなう場
合、刑事訴訟法の定めに従うこととなる。
　なお、司法警察作用についても、その法的規律については、様々な議論が存するところで
あるが、本稿では、公海上の警察活動につき、行政法学の視点からの考察を目的としている
ため、司法警察に関する検討はここでは割愛することとしたい。

⑶　小　括

　以上確認してきたところをまとめてみると、公海上の外国船舶に対して何らかの警察活動を実
施しようとする場合、国際法の枠組みからいって、慣習法上の近接権の行使による船籍等の確認、
国連海洋法条約上の限定的に列挙された事案（海賊、奴隷取引、無許可放送）および国旗掲揚拒否
など状況に応じた臨検の実施（国連海洋法条約第110条）、海賊行為の取締（国連海洋法条約第105
条）といった活動以外は、他の特別の条約等による国際関係における承認が必要となるといえる。
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　また、国内法の枠組みにおいては、権力的活動を実施しようとする場合は、組織法、作用法上の
根拠が必要となる。その際、当該警察活動の根拠となる法条の解釈については、仮に裁量の余地が
あると解される場合であっても、条理上の限界（警察権の限界）についての配慮が必要となる18。
なお、警察活動といった場合でも、例えば状況に関する聞き取りなどは、権力的におこなわれない
場合もある。このような非権力的事実行為の類の活動については、その活動を行う任務が国内法的
に分配されているかどうかは問題となるが（組織法上の根拠の必要）、作用に関する権限の根拠規
定は特段必要とされないと解される。
　そして、公海上の外国船舶に対する活動については、これまで確認してきたように国際法上の執
行管轄権の行使が認められなければ、国内法上、活動可能であったとしても、その活動は不可能と
解するのが相当であろう。

5　公海上の外国船への「介入」について

　公海上の外国船に対して警察活動的介入が必要となる場合については、その事柄の性質ごとに分
けて考えるのが便宜であろう。これには、大きく分けると、①当該外国船が（一体として）何らか
の違法行為、犯罪行為にかかわる場合、②当該外国船内において何らかの違法行為、犯罪行為に関
する実施、ないしは実施可能性がある場合、の二つが考えられる。
　①の場合については、これまで確認してきたとおり、原則として旗国主義が妥当し、海賊行為
等国連海洋法条約に定められた一定の場合、もしくは特別の国際条約等の存在する場合を除き、近
接権を行使して、船籍等の確認を実施することが可能となる程度の関与となる。これに関し、国内
行政機関としての海上保安庁が対応する場合は、海上保安庁法第2条及び第5条による任務と所掌
事務の範囲において、各種作用法上の根拠を得つつ、国際法上許される範囲内で対応することとな
る。なおこの場合、近接権の行使に関し、その行政警察的側面においては、同法第17条が国内法の
作用法上の根拠を提供するものとなると考えられる。
　②の場合については、基本的には船内問題であり、船外に対する何らかの影響が生じてこない
限り、アプローチは困難であると考えられる。近接権に基づいて国籍確認等は、可能となるかもし
れないが、国籍確認に関する活動だけでは、船内の状況を把握するのは通常困難と言わざるを得な
い。ただし、船内からの介入要請がある場合は別途検討を要する。
　船内から介入要請があったケースとして、「E・B CARRIER 号事件（1989年）」「PESCA MAR
号事件（1996年）」などを挙げることができる。これらはいずれも、船内における事件（暴動等）
に関し、船内からの要請を受けかつ旗国を含め関係国の同意を前提とした介入した事例である19。

6　公海上の便宜置籍船への介入について ―  便宜置籍船の特徴に関する検討

　以上、公海上の外国船への介入に関する検討を実施してきたが、本稿の課題は、便宜置籍船へ
の介入措置に関する検討である。そこで、次に検討すべきは、ここでいう外国船が日本関係船舶た
る「便宜置籍船」であった場合、これまで検討してきた通常の外国船の場合とその状況において何
らかの相違があるのであろうかということである。違いがなければ、通常の外国船と同じ扱いとな
る。ことさら「便宜置籍船」ということを強調してもあまり意味のないことになろう。違いがある
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とすれば、その相違による特徴が介入措置にどのような影響を与えるのかということを検討する必
要が生じる。
　前に「2　便宜置籍船について」でみたとおり、日本関係船舶たる便宜置籍船は形式的には、外
国船であり、これを取り巻く法的枠組みも基本的に外国船と変わるところはないといわざるを得な
い。しかし、通常の外国船とことなる状況もないわけではない。それは、日本関係船舶たる便宜置
籍船の場合、その多くが日本の船社からの何らかの支配を受けていると考えられるところにある。
　この状況の相違は何を意味するであろうか。この状況の違いは、これまでみてきた国際法的、
国内法的枠組みに何らかの変化を生じさせる程のものとは考え難い。しかし、当該便宜置籍船への
事実上のアクセス可能性は、他の通常の外国船に比して高いものと言えるのではなかろうか。つま
り、たとえば、当該便宜置籍船の状況を把握するについて、関係する日本の船社の協力が得られる
などである。これを介入という表現でとらえるかどうかはやや問題であるかもしれないが、外国船
としての地位にある便宜置籍船へなんらかの関与を実現できる可能性をここに求めることができる
ものと思われる。なお、このような、関係船社を通じた便宜置籍船への関与が特に近接権の行使を
超えるような関与となる場合、当該船舶の旗国との関係で国際法的枠組みにおいて何らかの問題を
生ずることになるかもしれない。これについては、別途検討を要するものと思われる。

7　おわりに

　　以上、公海における便宜置籍船に関しどのような介入措置がありうるのか、という事柄につい
て検討してきたわけであるが、この便宜置籍船の存在についても肯定、否定さまざまな議論が存在
する。そういった中で、便宜置籍船のメリットを理解しつつも、そのデメリット（犯罪等発生時の
旗国の関心の希薄性、犯罪発生時わが国が直接その保護が行えないなど）を重視し、これを改善す
べきであるという議論が国内においても存在する。そこでは、外国から用船した船舶に自国国旗を
掲揚させるという運用を行うといった事柄が検討されている。すなわち、チャーターイン制度に関
する議論である。チャーターイン制度においては、外国で登録された船舶を自国民等が裸用船する
場合、一定の条件を付して、自国国旗の掲揚を認めるということが行われる20。このような制度が
導入されると、国際法上の枠組み、特に旗国主義の原則は何らかの変化を来すことになるのであろ
うか。つまり、登録国と旗国の関係は一見シンプルに整理できそうであるが、実際上の影響力、利
害関係等はより複雑になるのではなかろうか。これらについては今後検討していく必要があるもの
と考えている。

［注］
  1　水上千之、船舶の国籍と便宜置籍船、（有信堂、1994年）、142頁以下参照
  2　山本草二、海洋法、（三省堂、1992年）、106頁
  3　山本、前掲「海洋法」、102頁
  4　山本、前掲「海洋法」、225頁－226頁、山本草二、国際刑事法、（三省堂、1991年）、244頁－

245頁
  5　山本、前掲「国際刑事法」、245頁
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文堂、1940年）所収）、175頁以下、田上穣治「警察法（新版）」（法律学全集12－Ⅰ）、（有斐閣、
1983年）、3頁以下、田中二郎、新版行政法　下巻、（弘文堂、1983年）、29頁以下、参照。

 12　この議論については、さしあたり、藤田宙靖「警察行政法学の課題」（『行政法の基礎理論　上
巻』（有斐閣、2005年）所収）、329頁以下参照。

 13　田中、前掲注11、32頁－34頁
 14　田中、前掲注11、39頁－42頁
 15　田中、前掲注11、55頁－56頁
 16　田中、前掲注11、33頁
 17　これらの説については、村上暦造、「海上警察権と国内法の対応」新海洋法制と国内法の対応

第3号、（1988年）、117頁以下の検討を参照。
 18　なお、外国船舶に対する権限行使と日本船舶に対する権限行使につき、その裁量判断に関して、

船舶の所属国の違いということが、要件・効果の判断に差を生じさせるのかどうかという問題も
立てることが可能であると考えられる。これについては、裁量判断の問題ではなく、立法政策の
問題であるかもしれない。いずれにしても、綿密な検討を要する問題であると思われる。

 19　これらの事件の検討に関し、詳しくは、橋本博之、「公海上における武装強盗・海賊類似事例
に対するわが国の対応」海上保安国際紛争事例の研究（平成12年度「周辺諸国との新秩序形成に
関する調査研究」事業報告書）、（2001年）、162頁以下、廣瀬肇、「領海外の外国船内で発生する
危険に対する沿岸国の介入について」海上保安国際紛争事例の研究（平成13年度「周辺諸国との
新秩序形成に関する調査研究」事業報告書）、（2002年）、136頁以下、参照。

 20　これについては、財団法人日本海運振興会、「外国船籍に自国国旗を掲揚させる制度に関する
実態調査報告書」、（2006年）を参照した。



― 10 ―

ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ

公海上の外国船舶に対する干渉行為
－基準と条件－

法政大学教授　森　田　章　夫

ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ

1　はじめに

　本稿は、公海上の *1外国船舶への干渉行為（interference）*2を行う際の実体法・手続法上の
要件－基準と条件－を明らかにするため、一般慣習国際法、条約によって認められた干渉行為を素
材として *3、その内在的構造を探求することとする。
　ここで問題となる外国船舶への干渉行為は、逆の面である旗国側から見ると、公海における旗国
主義の排他性の射程（国連海洋法条約、以下、特に明記のない場合は同条約、第92条1項）*4に
関する問題となる。すなわち、その法益は、「公海の自由」（第87条）であり、特に航行の自由（同
条1項⒜に加えて、「航行の権利」、第90条）が、これを強く支えてきたものと言うことができる。
このため、伝統的な一般慣習国際法上、平時における公海上の干渉行為の対象は、海賊行為のみに
厳格に限定され、それ以上の例外を拡張する試みに対しては、当時の国際社会の強固な抵抗に遭っ
て成功せず *5、安全保障上の例外に関しても、議論はあったものの、その濫用の危惧から *6、
一般化になじまないものとされたのである。しかし、このように極めて強固な基盤を持つと見られ
てきた、公海上の旗国主義についても、下記に見るように、公海条約、国連海洋法条約、さらに近
時の一般条約と、その例外的現象を認める例が相次いで出現している現状がある。以下では、まず、
このような例について概観することとする。
　ここでは、整理の便宜のため、国連海洋法条約で認められている干渉行為の対象事由についてま
ず概観する。最初に、⑴海賊行為は、上記のようにジュネーヴ諸条約以前の（伝統的）一般慣習国
際法において、（「平時」に）唯一認められた例外であり、そのため厳格な限定に服してきた。1958
年ジュネーヴ海洋法条約においては公海条約で定められ *7、ほぼそのまま、国連海洋法条約に引
き継がれている *8。次に、上記のように、ジュネーヴ海洋法条約以後、例外の拡張が徐々に見ら
れたのであるが、まず、公海条約では、以下のような事由による干渉行為が認められた。すなわち、
⑵奴隷の輸送 *9、⑶国旗濫用 *10、である。国連海洋法条約では、加えてさらに、⑷公海上から
の許可を得ていない放送（以下、無許可放送とする）*11、⑸無国籍船 *12、に関しても、新たに規
定が設けられた。
　さらに注目されるのは、近時の一般多数国間諸条約であり、⑴1988年「麻薬及び向精神薬の不正
取引条約」（以下、麻薬新条約とする）*13、⑵2000年「移民密入国防止議定書」*14、⑶2005年「海
洋航行不法行為防止条約」（SUA）改正条約（以下、SUA 改正条約とする）*15、⑷1995年「国連
公海漁業協定」*16、と、公海上の外国船舶に対する干渉行為を、一定の要件の下で認める諸条約
が相次いで採択されたのである。
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　本稿は、これらの規定を素材として、公海上の外国船舶に対する干渉行為の基準と条件を法的に
分析することを試みるものである。このような干渉の基準と条件として、具体的には、⑴実体法上
の、原因行為の性質分類 *17、⑵手続法上の、執り得る措置（態様と程度の特定）、に分けて、そ
れぞれ分析を加える。このように順次説明することが、干渉を行う際の国内法制に関わる国際法上
の特徴と問題点を明らかにする上で重要で、かつ、手続の流れに沿うからである。

2　実体法上の問題

　ここでは、まず、実体法上の問題について説明するにあたり、原因行為の性質分類を行うが、こ
の分類については、作用分類と法益分類が問題となる。

⑴　作用分類

　作用分類は、執行の法的作用に着目した分類である *18。そのため、執り得る措置とも密接に関
連するが、対象としての実体法的側面に着目したものと理解する範囲で、ここに位置付けられる。
　結論からすると、そこでは、国際法から見た場合、「海上犯罪型」と、「非海上犯罪型」の二種類
の作用分化が生じていると言うことができよう。

ア　「海上犯罪型」
　「海上犯罪型」とは、干渉の目的として、海上犯罪の捜査・鎮圧を予定したものである *19。
例えば、海賊（第105条）、無許可放送の取締（第109条）、上記の「近時の条約」のうち、麻薬
新条約（第3、4条）、「移民密入国防止議定書」（第6、7条 )、SUA 改正条約（第6、7条）
が、犯罪化や刑事裁判権を正面から予定しており、これに該当すると考えて良いであろう。

イ　「非海上犯罪型」
　これに対して、「非海上犯罪型」とでも呼ぶべきものもある。これは、干渉の目的として、
海上犯罪の捜査・鎮圧を予定していると見られないものである。例えば、奴隷輸送に関する干
渉行為に関しては、条約は、旗国については、奴隷運送の処罰のための規定を置いているもの
の（第99条）、他国の裁判権を一切認めていない。このことを、ⅰ旗国以外の国にとっても、
本来海上犯罪であるが、（濫用防止のため、旗国以外の他国に）（刑事）裁判管轄権を条約上認
めていないと見るか *20、それとも、ⅱ取締は本来旗国が責任を負うべきものであり、その意
味から、行政的な事前の取締体制や事後的な旗国通報に主眼があり、旗国以外の（刑事）裁判
管轄権を意図的に否定したと見るか *21、に関しては、少なくとも条約文言からは明確ではな
い。その意味では、本問題について、どのような国内法体制をとるかに関しても裁量があると
言うこともできるかもしれない。
　他方で、「国連公海漁業協定」に関しては、旗国の義務や遵守及び執行規定について、制裁
の内容を刑罰に特定して対応しているわけではない（第18、19条）。そのため、海上犯罪の枠
組で考えることは、より一層困難であると言うことができよう。さらに、本条約に関しては、
船舶による条約違反該当行為については、旗国による刑事罰ではなく、行政的な取締・処分

（例えば、許可の取り消しや行政罰）でも足りることが多いであろうという、より一層積極的
な理由を見出すことができよう。その意味では、本協定は履行確保型ないしは秩序維持型と積
極的に位置付けることもできるであろう。
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⑵　取締法益の分類

　次に、国際法上の取締法益に関して、ここでは、沿岸国ないし特定国の法益（具体的には、例え
ば客観的属地主義や保護主義等）といった自国法益か、国際共同体の法益（普遍主義）かといった
分類が問題となる。これらは、干渉国との国際法上の「連関」の存否及び内容を示すものであり、
狭義の構成要件に加えて、国際法上の実体的要件をなす。

ア　自国法益
　自国法益に基づく連関が認められる場合でも、国際法上は、さらに、その要件が細かく特定
されている。
　まず、前述した、国連海洋法条約上認められた干渉行為に関しては、国旗濫用は、旗国法益

（旗国主義）に基づくものである。
　これに対して、無許可放送に関しては、臨検、拿捕、刑事裁判権が特定利害関係国に限定さ
れており、伝統的な基準に照らして説明するならば、旗国主義、属人主義、客観的属地主義、
保護主義等によるものであり、それらの要件を充足しなければならない。

イ　「国際共同体法益」
　干渉行為が、上記の自国法益に還元できない場合にまで認められるため、「国際共同体法
益」（community interest）によると見ざるを得ないものがある（この場合も、個別具体的場
合に、自国法益が存在することは妨げられず、その方が実態的には、通常の事態とも言える）。
条約上、その適格（standing）を限定せず、いかなる国にも干渉行為を認めるものが典型であ
り（普遍主義）、海賊、奴隷輸送の取締、近時の諸条約がこれに該当する。

ウ　取締法益の問題点
　ここでは、二つの点についてのみ、言及しておこう。
ア　無国籍船

　国際社会において、麻薬取引 *22、密入国、密漁、大量破壊兵器輸送等をめぐって、無国
籍船への対応が近時大きな問題となっている *23。国籍のない船舶は、各国が船籍の確認を
通常は入港の条件としていることもあり、また、保護を頼みとする国もなくなるというこ
とから、従来は極めて希な現象であったと言えよう。しかし、上記のような事態につき、無
国籍であることを積極的に利用する船舶が出現したことにより、問題が顕在化したものであ
る。ここでは、特に執行面に関して、その主要な問題点を取り上げるものとする。
　まず、前述の通り、国連海洋法条約が、無国籍船舶を臨検対象と規定したのが、一般条約
での規制の嚆矢である。本規定の立法趣旨は、起草過程からは不明確であるが、合理的な理
由付けを考えるとすれば、以下のようなものであろう。すなわち、無国籍は、どの国も当該
船舶の行為に法的な責任を負わないこととなり、国際社会が望まない法的真空状況である。
そのため、船舶に国籍を付与する義務を負わせるものではないにせよ、公海上での干渉の可
能性は船主に国籍をとらせることを奨励するであろう。すなわち、無国籍船に対して臨検を
認め、奨励することは、無国籍船現象が広範に広まることを妨げるであろう、というもので
ある *24。
　近時の一般条約では、まず、「国連公海漁業協定」において、「公海上の漁船が国籍を有し
ていないことを疑うに足りる合理的な根拠がある場合には、いずれの国も、当該漁船に乗船
し、及びこれを検査（inspect）することができる。証拠が十分である場合には、当該国は国
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際法に従って適当な措置をとることができる。」（第21条17項）、と規定した。次に、「移民密
入国防止議定書」では、「締約国は、船舶が、海路により移民を密入国させており、かつ、
国籍のない船舶又は国籍のない船舶とみなすことができる船舶と疑うに足りる合理的な理由
を有する場合には、当該船舶に乗船し、及びこれを捜索することができる。」とした上で、

「当該締約国は、疑いを裏付ける証拠が発見された場合には、関連する国内法及び国際法に
従って適当な措置をとる。」（第8条7項）、と規定した。
　これらにおいては、無国籍船に対する干渉行為は、上記の通り、いずれの国にも認められ
ており、条約上は、「国際共同体法益」を反映した普遍主義に基づくものと言える。しかし、
これには、二つの点が指摘し得る。一つには、国内法上は、普遍主義ではなく、自国法益に
従って干渉措置をとり得るということである。このことは、国際法上は、各国の裁量に委ね
られた点であり、法的問題を惹起しないであろう。もう一つは、「適当な措置」の具体的な
内容が何であるかというものであるが、これは執り得る措置の問題であるため、後に述べる
こととする。

イ　近時の条約
　次に、近時の条約における、干渉行為については、干渉行為許可要請権の背後に存在する
刑事裁判権の基準が多岐であるため、それらをその都度特定する必要があるという問題であ
る。
　この点、まず、麻薬新条約では、裁判権について詳細に規定されており（第4条）*25、さ
らに、「この条約は、締約国が自国の国内法に従って設定した刑事裁判権の行使を排除する
ものではない。」（同条3項）としており、広範な裁判権の行使の可能性が認められている。
次に、「移民密入国防止議定書」では、犯罪化を規定しているものの（第6条）*26、他の条
約のように、特定の裁判権を強制しておらず、その意味で、締約国に広い裁量が認められ
ているものと考えられる。また、その上で、「この議定書のいかなる規定も、締約国が自国
の国内法により犯罪を構成する行為を行った者に対して措置をとることを妨げるものではな
い。」としており、同様に、裁判権が広範に行使される可能性も認められている。さらに、
SUA 改正条約も、1988年条約において既に、裁判権について詳細に規定されているが（第
6条）*27、ここでもまた、「この条約は、国内法に従って行使される刑事裁判権を排除する
ものではない。」（同条5項）として、裁判権が広範に行使される可能性が認められている。
　このように、これら諸条約においては、裁判権が広範に行使される可能性を認められてい
るため、旗国との関係で裁判権の内容が問題とされることはない。義務として課されている
部分以上に、国内法上、どのような裁判権規定を整備しておくかは、各国の政策判断に委ね
られていると考えられる。

3　手続法上の問題－執り得る措置－

  上記の実体的要件を満たした場合にも、手続法として、干渉行為の国際法上の要件を満たす必要
がある。そこで、次に、手続法的側面として、執行の直接の内容を構成する、執り得る措置につい
て述べることとする。
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⑴　執り得る措置の態様と程度の特定

　国連海洋法条約や近時の諸条約における干渉行為を時系列で見た場合、以下のような流れとなろ
う。これらは、後に行けば行くほど、干渉行為の程度が高くなるものである。
　国連海洋法条約においては、その流れは、臨検（visit）、拿捕（逮捕）（seizure（arrest））*28、

（刑事）裁判権の行使、となる。それらが、どの範囲まで認められるかは、各原因行為に対応して
どのような干渉行為が認められているかによる。前述の通り、臨検が認められているのが、⒜海賊
行為、⒝奴隷取引、⒞無許可放送、⒟無国籍、⒠国旗濫用、である（第110条）。さらに、拿捕（逮
捕）（seizure（arrest））、（刑事）裁判権の行使まで認められているのが、海賊行為、無許可放送で
ある *29。
　近時の諸条約において特徴的なのは、干渉行為の「許可（容認）」（authorization）の要請権と許
可手続、乗船・捜索、一定の要件を満たせば、さらに、船舶・乗船者・積荷に対して（狭義の）

「適当な措置をとる」等、との流れとなり、その具体的内容は、旗国の同意やその他の要件に応じ
て特定されることとなる。条約により、細部には相違があるが、麻薬新条約 *30、「移民密入国防
止議定書」*31、SUA 改正条約 *32、「国連公海漁業協定」*33、がこの例に該当すると考えられる。

⑵　執り得る措置に関する問題点

　執り得る措置に関する問題点は多々存在し、これらは国内法整備の問題点として現れるが、特に
重要と考えられる点に限定して、以下で説明する。

ア　旗国による指定
　近時の諸条約の場合、上記のように、旗国が、干渉国の執り得る措置やその限界を指定する
制度を採用する傾向がある。例としては、麻薬新条約（第17条4項）、「移民密入国防止議定書」（第
8条2、5項）、SUA 改正条約（第8条の2 5-8項）、「国連公海漁業協定」（第21条6、7項）、
である。
　最も重要な点としては、国内法上の担保について、特に日本法を念頭に考えるとき、これら
の規定は大きな困難を抱えるシステムと言えるかもしれないことである。すなわち、これらは
本来十全に行える権限を想定した場合、海上保安官の執行権限や場合によっては検察官の訴追
権限を制限する可能性があり、しかも、それが旗国の対応という、アド・ホックな外在的事項
によることになるからである *34。しかし、従前は不可能であったことが、沿岸国利益や国際
共同体利益の擁護のために可能となったものとして、むしろ肯定的に位置づけられるべきもの
であろう。

イ　無国籍船問題
　無国籍船問題に関して、条約上、一般慣習国際法上、干渉条件として問題となるものを、以
下説明する。
ア　条約上の干渉行為の内容

　まず、何よりも、注目されるのは、近時採択された上記の一般条約のいくつかにおいて、
無国籍船舶の取扱いが明示に規定されていることである。その嚆矢となったのが、上記のよ
うに、国連海洋法条約であり、そこでは無国籍船舶が臨検対象となることが規定された（第
110条1項⒟）。
　さらに、「移民密入国防止議定書」では、「締約国は、船舶が、海路により移民を密入国
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させており、かつ、国籍のない船舶又は国籍のない船舶とみなすことができる船舶と疑うに
足りる合理的な理由を有する場合には、当該船舶に乗船し、及びこれを捜索することができ
る。」とした上で、「当該締約国は、疑いを裏付ける証拠が発見された場合には、関連する国
内法及び国際法に従って適当な措置（appropriate mesures）をとる。（下線筆者）」、と規定
した（第8条7項）。また、「国連公海漁業協定」では、「公海上の漁船が国籍を有していな
いことを疑うに足りる合理的な根拠がある場合には、いずれの国も、当該漁船に乗船し、及
びこれを検査（inspect）することができる。証拠が十分である場合には、当該国は国際法
に従って適当な措置（such action as may be appropriate）をとることができる。（下線筆
者）」（第21条17項）と規定したのである。
　ここで最も問題となるのは、「適当な措置」が何を意味するかである。これに関して、無
国籍船の船長の国籍国に通報し、当該国籍国に対処を求めることとする解釈もあり、我が国
もそのような解釈をとっている可能性がある *35。しかし、船長の国籍国に委ねるとする解
釈の妥当性に関しては、各国国内法体制がそのような事態に対応できるよう整備されている
かどうかということが問題とならざるを得ないであろう。例えば、わが国の船員法、船員法
施行規則第1条からしても、外国船舶の日本人船長に対して、船員法に基づく管理・監督を
行い得る体制をとっているわけではない。このような点からすると、むしろ、それ以上の、
乗船国の国内法の執行を考えている国も、少なからず存在するかもしれない。例えば、麻薬
新条約17条4項の解釈として、条約ではこのような措置さえ明示されていないにもかかわら
ず、英国は、無国籍船への執行が許容されているものとして取り扱っている *36。他方、こ
れに対して、「国連公海漁業協定」の起草経緯においては、改訂協定草案第15項が、証拠次
第では国際法及び国内法に従って「proceeding を開始できる」としていたところを、日本
代表が、拿捕、起訴、処分まで含み国連海洋法条約を超えるおそれがあること、及び国内法
によっては一方的な取締に通じるおそれがあることからこれを問題視したため、修正された
という *37。そのため、上記の規定に落ち着いたものであり、この経緯を重視すれば、それ
らの措置は否定的に捉えられるが、文言上は、依然、様々な可能性が読み込めるまま、存在
していると言うことができよう。

イ　一般国際法上の措置
　上記のような条約締約国間でない場合、一般慣習国際法上、執り得る措置が問題となる。
まず、無国籍船は「海賊船舶」ではないとされる *38。しかし、条約に規定されていない、
それ以上の効果は、不明確な部分が多い。まず、「事実上」、「外交保護権」*39を行使する
国がないことは、指摘し得る *40。この点、無国籍船舶は、旗国の「外交保護権」の保護を
受け得ない船舶であることを示した有名な事例が、Naim Molvan v. Attorney General for 
Palestine である *41。そこでは、Oppenheim の体系書を引用しながら *42、「公海秩序の利
益のため、一国の旗の下で航海するものでない船舶はいかなる保護をも享有しない、なぜな
ら公海上の航行の自由は一国の旗の下で航海する船舶についてのみのための自由だからであ
る」、としたのである *43。
　それ以上の措置に関しては、国際法上、明記がなく、「事実上」*44、他国が措置をとる可能
性があるにとどまるものであろう。また、そのような措置の内容に関しても争いがある。学
説上は、国際法上、無国籍自体を違法とすることはできないこと等が議論されていた *45。
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このように、無国籍船舶といえども、これに対する規制が他国の法的非難を浴びないという
意味では、国際社会が一致して非難しうるような実体的な規制理由が重要となろう *46。
　また、船舶と乗組員の取扱いについて、船舶所有者と乗組員の国籍国が「外交保護権」を
有するかどうかに関しても、議論が有り得るであろう *47。例えば、Wimbledon 号事件 *48
においては、旗国がイギリスであったのに対し、フランスは、自国海運会社の用船であるこ
とを理由として、利害関係国として出訴している。ここで、常設国際司法裁判所は、伊、日
を加えた4カ国の原告適格に関して、「裁判所は、訴訟手続を開始する書面において明示さ
れたような請求が受理しうるものであることは疑いを入れないと考える。本件においては、
4原告国のおのおのが、これらを旗国とする艦隊及び商船を保有している以上、キール運
河に関わる諸規定の実施に明白な利害関係を持っていることに注目すれば十分である。した
がって、当該4カ国は、損害を受けた金銭的利益を証明するまでもなく、第386条に予定さ
れている地位にある」*49として、これを肯定し、最終的には、ドイツの義務違反を認定す
るとともに、フランスに対する賠償義務を認定して賠償額を算定した。ここで特に関連する
点は、訴訟提起以前の外交ルートにおいても、用船者の国籍国フランスが第380条 *50に基
づく請求を行っていることである *51。さらに、時期的には遡るが、同様の状況下で、デンマー
クを旗国とする船舶が運河の航行を阻止された事件では、デンマークと積み荷の所有者の国
籍国フランスが第380条に基づく請求を行っている、という *52。
　また、時期的にはさらに遡るが、Virginius 号事件（1873年）においては *53、後に否定さ
れたものの当初米国籍が主張され、所有者が米国民であったことから、米国との間で補償協
定が締結され、イギリスも自国民の逮捕・処刑問題を理由として *54、介入しているのであ
る。さらに、法的に一貫しているかどうかについては、より詳細に今後検討する必要がある
が、船舶の所有者が米国人であることを根拠として、「外交保護権」を主張する米国の実行
が数多くあることにも注目する必要がある *55。
　しかし、いずれにせよ法理論上注意すべき点は、船舶所有者と乗組員の国籍国が「外交保
護権」を主張するためには、これらの国に対する国際法違反が論証されなければならないこ
とであろう。すなわち、言い換えれば、「旗国主義」の最大の効果である排他性を法的根拠
とした主張をこれらの国が行うことは、困難だと考えられることである。なぜならば、これ
らの国にとっては、排他性は旗国の権利の反射的利益に過ぎず、法的権利とは言い難いから
である。
　他方で、一般条約においても、「法的権利」の反映とまで言えるかどうかは明らかでない
ものの、それら関係国の利害に一定の配慮が示されている例があり、注目しておく必要があ
る。例えば、麻薬新条約は、「海上における人命、船舶及び積荷の安全を危うくし又は旗国
その他の関係国の商取引上及び法律上の利益を害することのないよう妥当な考慮を払う。」

（第17条5項）ことを規定している。SUA 改正条約は、より一層詳細に、「海上における人
命の安全を脅かさない必要について適切な考慮を払うこと」、「乗船者が、基本的な人間の尊
厳を尊重した方法で、かつ国際人権法を含む適用可能な国際法の規定に従って取り扱われる
ことを確保すること」、「船舶及び積荷の安全について適切な考慮を払うこと」、「この条約に
従って抑留され又は他の措置若しくは手続きがとられている場合には、公正な取扱い（当該
者がその領域内に所在する国の法令及び国際人権法を含む適用可能な国際法の規定に基づく
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すべての権利及び保障の享受を含む）を保障される」等々の規定を置いている（第8条の
2 10項）。逆に言えば、これらの規定を遵守する限りにおいて、それらの利害関係国に対す
る対抗力は確保されるとも言えるかもしれない。

結びに代えて

　公海における外国船舶への干渉問題について、日本は、従来、消極的であったと言うことができ
よう。これは、「公海自由の原則」により、旗国側として極めて大きな恩恵を受けてきた日本の政
策判断としては、理解しうる点も大きい。しかし、今日、国際社会は、そのような「公海自由の原
則」による旗国の利益を十分尊重しつつも、沿岸国や国際社会の利益も同様に擁護するため、これ
ら関係の諸利益を慎重に衡量した上で、一定の干渉行為を認める方向に向かいつつある。
　上記のような国際法の展開は、このような趣旨に照らすと、干渉行為についての外在的制約との
み考えずに、⑴権利行使のための条件、あるいは、⑵国際協力の手段として、積極的に捉えるべき
部分も大きいであろう。このような点を踏まえ、さらに、日本が広範な沿岸海域を有する沿岸国で
もあることや、日本国憲法の国際協調主義の精神からも、近時の一般条約を含む関連の国際法体制
を内在的に十全に理解した上で、柔軟な国内法体制の整備を検討することがわが国の課題として要
請されていると言えよう *56。このような体制整備の一助として、本稿が役立てばと願う次第であ
る。

　本稿は、日本学術振興会科学研究費基盤研究 C「海上犯罪に対する国際法上の対応の機能分化」
（18530036[2006-2007］）の研究成果の一部を含むものである。

［注］

*1　ここでは、トータルに公海上で執られる措置に限定し、継続追跡権は、沿岸海域の法益保護の
延長であり、本稿の対象とはしない。

*2　干渉行為の用語を用いたのは、法的性質に応じた機能分化を論じる前に、一旦、法的に中立な
用語を用いて、全体像を認識するためである。ここでは、近接権（right of approach）以上の、
外国船舶の航行の物理的な阻害行為を指すものとして用い、いわゆる「平時」に限定すれば、執
行管轄権に該当するものである。このような例として、国連海洋法条約第110条（臨検の権利）
は、「条約上の権限に基づいて行われる干渉行為によるものを除くほか」、と規定する。このよう
に、公海上での物理的干渉行為を問題とするため、立法管轄権の問題である入港国管轄も、ここ
では述べない。

*3　なお、「戦時」においては、交戦行為や中立国船舶の商船の捕獲も広範に認められていたもの
の、現在では、国連憲章体制の下、このような「平時」・「戦時」の二元体制が崩れたため、法
関係も複雑なものとなっている。本稿では、紙幅と時間の制約から、伝統的な呼称では「平時」
に対応した部分の検討にのみとどまり、戦時に対応する安全保障部分は、今後の検討課題とした
い。一言だけすれば、後述の SUA 改正条約は、例えば、国際テロ犯と国家が関係を持つ場合、
安全保障との関係がまさに問題となりうるものであり、今後、引き続き、慎重な検討を要する。
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*4　旗国の「排他的管轄権」（exclusive jurisdiction）」を定める。これを旗国以外の国から見れば、
干渉しない義務を定めていることとなる。

*5　山本草二「海上犯罪の規制に関する条約方式の原型」『海洋法の歴史と展望―小田滋先生還暦
記念』（有斐閣、1986年）245-287頁、薬師寺公夫「公海海上犯罪取締りの史的展開―公海海上警
察権としての臨検の権利を中心に―」栗林忠男・杉原高嶺編『海洋法の歴史的展開』（有信堂高
文社、2004年）195-247頁。

*6　国際法委員会、海洋法条文第46条 Commentary 参照、YBILC, 1956, vol. II, p. 284.
*7　協力義務（第14条）、定義（第15条）、臨検 （第22条）、拿捕、刑事裁判権（第19条）。
*8　協力義務（第100条）、臨検（第110条1項⒜）、拿捕、刑事裁判権（第105条）。
*9　公海条約では、旗国による実効的な措置を執る義務（第13条）、臨検（第22条 )、国連海洋法条

約では、旗国による実効的な措置を執る義務（第99条）、臨検（第110条1項 (b））。
*10  公海条約では、臨検（第22条）、国連海洋法条約では、臨検（第110条1項⒠）。
*11  臨検（第110条1項⒞）、拿捕、刑事裁判権（第109条）。
*12  臨検（第110条1項⒟）。
*13  従来の麻薬関係諸条約の改訂に加えて、海上不正取引防止の協力義務、援助要請権、干渉許可

要請権と許可の付与手続が規定されている（第17条）。後述。
*14　国際組織犯罪防止条約（国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約）は、国際的な組織

犯罪に効果的に対処することを目的とし、各国の法制度を整備し、法執行活動を強化するととも
に、国際的な組織犯罪の捜査や訴追における国際協力を促進することを規定したもので、2000年
11月15日に国連総会で採択された。本条約は、この条約を補足する3議定書の一つで、移民を密
入国させることを防止、鎮圧するために国際的な法的枠組を構築することを目的としたものであ
る。移民を密入国させることやそれを可能にする目的で不正な旅行証明書等の製造等を犯罪とす
ることを義務付けた上で、出入国管理に関する措置、対象移民の送還等について規定している。
海洋法上問題となるのは、海路で移民を密入国させることを防止するための協力規定であり、干
渉許可要請権と許可の付与手続が規定されている（第8条）。後述。条約全般に関しては、

　http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/soshiki/boshi.html,
　http://www.mofa.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty162_2.html（last visited at 6 Feb 2008）参照。
*15  「海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約」（海洋航行不法行為防止条約）は、

船舶の不法奪取、破壊等の海洋航行の安全に対する不法な行為の犯人又は容疑者が刑事手続を免
れることのないよう、締約国に対し、裁判権を設定すること及びこのような行為を引渡犯罪とす
ることを義務付けた上で、犯人又は容疑者を関係国に引き渡すか、訴追のため事件を自国の当局
に付託するかのいずれかを行うことを義務付けるものである。現行条約は1992年3月に発効し、
日本は1998年4月に同条約に加入、同年7月に日本について発効した。2005年の改正議定書は、9. 
11同時多発テロに触発され、新たに船舶そのものを使用した不法行為および固定プラットフォー
ムを起点とした不法行為等並びに大量破壊兵器等およびその関連物質の輸送行為等を犯罪化の対
象とし、それらの不法行為を防止・抑止するために、円滑な乗船等のための規定を置いた。本条
約に関しては、

　http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/17/dga_1014.html（last visited at 6 Feb 2008）．
　以下では、この改正議定書により改正された条約について述べることとする。なお、同様の



― 19 ―

構造を持つ、プラットフォーム議定書については、船舶の問題でないため、ここでの対象としな
い。海洋法上、特に注目されるのは、本条約でも、「干渉」許可要請権と許可の付与手続を規定
した点である（第8条の2）。後述。

*16 正式名称は、「分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源（ストラドリング魚類資
源）及び高度回遊性魚類資源の保存及び管理に関する1982年12月10日の海洋法に関する国際連合
条約の規定の実施のための協定」であり、排他的経済水域の内外に分布する魚類資源及び高度回
遊性魚類資源の保存及び持続可能な利用を確保することを目的として、公海における両魚類資源
の保存及び管理のための一般原則等について定める協定である。2001年12月11日発効、2007年9
月6日日本について発効。本条約に関しては、

　http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty164_12_gai.html（last visited at 6 Feb 
2008）．
　本条約は、「保存管理措置の遵守を確保」するため、「乗船」と「検査」を認めた（第21条）。
2000年中西部太平洋高度回遊性魚種保存管理条約第26条2項も参照。

*17  実体法上の問題としては、対象行為の特定と（構成）要件該当性も重要な問題であるが、これ
らは個別の構成要件に関する国際法の解釈・適用問題であり、本稿では、紙幅の制限上、立ち入
らないこととする。

*18  海洋法全体から見ると、警察作用か防衛・軍事作用かという、別の作用分類も極めて重要な問
題であるが、冒頭に述べたように、本稿の性質や時間と紙幅の関係上、伝統的な意味で平時に対
応した部分である、警察作用の対象に限定して分析を進めるものとする。

*19 国によって位置付けが異なりうる困難な問題として、「国家安全保障」（national security）問
題があり、国家間関係のみならず、叛徒・テロ行為への対応も、これを含む場合がある。どのよ
うな措置がとれるかには問題があるが、純粋に私的団体に関しては、作用分類としては警察作用
であると、第一次的には考えるべきであろう。ただし、叛徒の場合は、その規模によって、国家
間関係ないしそれと同様の軍事作用に切り替わるかどうか、切り替わる場合は、何時かについて
は、歴史的にも、理論的にも、極めて困難な問題である（例えば、反乱団体の承認問題）。

*20  この場合は、旗国の同意があれば、裁判管轄権も行使すべきだという議論につながろう。例え
ば、奴隷取引に関して普遍的管轄権を認める見解は、このような考え方に親和的であろう。The 
American Law Institute, Restatement of the Law, Third, The Foreign Relations Law of the 
United States,（American Law Institute, 1987）, §404, 522 参照。

*21 奴隷輸送問題に関する国際法上の分析としては、干渉行為一般の歴史的分析を行っている、上
記山本、薬師寺論文以外に、歴史的検討を中心とした、杉原高嶺「奴隷輸送の防止と条約制度の
史的展開―公海上の臨検制度を中心として―」『新海洋法制と国内法の対応　第3号』（日本海
洋協会、1988年）21-35頁が詳細である。このような趣旨とも見えるものとして、「海賊行為に対
する国家の裁判権には普遍主義が認められるのに、奴隷輸送ではその基盤はない」、とする。同
上、32頁。

*22 特に、この問題に関して先陣を切った米国判例の歴史的展開に関しては、山本草二「海上犯罪
に対する米国の管轄権の拡大―麻薬取引に関する最近の判例を中心に―」『船舶の通航権をめぐ
る海事紛争と新海洋法秩序　第2号』（日本海洋協会、1982年）125-140頁、同『国際刑事法』

（三省堂、1991年）321-330頁、広部和也「米国における海洋管轄権の拡大―密輸の取締りをめ
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ぐって」山本草二・杉原高嶺編『海洋法の歴史と展望―小田滋先生還暦記念』（有斐閣、1986
年）141-179頁、落合誠一「公海上の無国籍船に対する刑事管轄権̶アメリカの1980年「公海上
のマリファナに関する法律」についての判例の展開」『新海洋法制と国内法の対応　第3号』（日
本海洋協会、1988年）141-155頁、古賀衛「公海制度と船舶の地位」林・山手・香西編『海洋法
の新秩序』（東信堂、1993年）208頁、同「米国の麻薬取締にみる公海制度の発展」『法学新報』
第102巻3・4号（1995年）31-53頁、岡田泉「公海における麻薬および向精神薬の不法取引の取
締」『海洋法関係国内法制の比較研究　第1号』（日本海洋協会、1995年）90-93頁、特に無国籍船
に着目したものとして、水上千之「公海における無国籍船の取締り－アメリカの麻薬取締りに
関する判例を中心に－」『法学研究（明治学院大学）』第79号（2006年）1-36頁。特に、米国実務
家による、無国籍船条項が初めて挿入された1980年法改正とその背後の問題意識については、
Anderson, A. W., “Jurisdiction over Stateless Vessels on the High Seas”, Journal of Maritime 
Law and Commerce, Vol. 13（1982）， pp. 323-342.

*23　本問題の概観としては、中島明里「公海上の無国籍船への国家管轄権行使の可能性―麻薬取引、密入
国、密漁、大量破壊兵器輸送をめぐって―」『大学院研究年報（中央大学）』第34号（2005年）
293-304頁。

*24 McDorman, T. L.,“Stateless Fishing Vessels, International Law and the U.N. High Seas 
Fisheries Conference”,  Journal of Maritime Law and Commerce, Vol. 25, No. 4 （1994）， p. 539.

*25  「１　締約国は、
⒜　次の場合において前条1の規定に従って自国が定める犯罪についての自国の裁判権を設定

するため、必要な措置をとる。
ⅰ　犯罪が自国の領域内で行われる場合
ⅱ　犯罪が、その行われる時に自国の法律により登録され若しくは自国の旗を掲げることを

認められていた船舶又は当該時に自国の法律により登録されていた航空機内で行われる場
合

⒝　次の場合において前条1の規定に従って自国が定める犯罪についての自国の裁判権を設定
するため、必要な措置をとることができる。
ⅰ　犯罪が自国の国民又は自国の領域内に常居所を有する者によって行われる場合
ⅱ　犯罪が、自国が第17条の規定に従って適当な措置をとることについて許可を得た船舶で

行われる場合。ただし、その裁判権の行使は、同条の４及び９の規定に基づく協定又は取
極に従って行う。

ⅲ　犯罪が前条1⒞ⅳの規定に従って定められる犯罪である場合において、当該犯罪を、同
条1の規定に従って定められる犯罪を自国の領域内において行うために、自国の領域外に
おいて行うとき。

　　2　締約国は、更に、
⒜　容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、自国が他の締約国に対して次のいずれかの事由に

より当該容疑者の引渡しを行わない場合においては、前条１の規定に従って自国が定める犯
罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。
ⅰ　犯罪が、自国の領域内で行われ、又はその行われた時に自国の法律により登録され若し

くは自国の旗を掲げることを認められていた船舶若しくは当該時に自国の法律により登録
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されていた航空機内で行われたこと。
ⅱ　犯罪が自国の国民によって行われたこと。

⒝　容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、自国が他の締約国に対して当該容疑者の引渡しを
行わない場合においては、前条１の規定に従って自国が定める犯罪についての自国の裁判権
を設定するため、必要な措置をとることができる。」。

*26 「1　締約国は、故意に行われた行為であって金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接
に得ることを目的とする次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。

⒜　移民を密入国させること。
⒝　移民を密入国させることを可能にする目的で、

ⅰ　不正な旅行証明書又は身分証明書を製造すること。
ⅱ　不正な旅行証明書又は身分証明書を入手し、提供し、又は所持すること。
⒞⒝に規定する手段その他の不法な手段により、自国民又は自国の永住者でない者が、適法

に滞在するために必要な条件に適合することなく自国に滞在することを可能にすること。
2　締約国は、更に、次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。

⒜　自国の法制の基本的な概念に従うことを条件として、1の規定に従って定められる犯罪
の未遂

⒝　1⒜、⒝ⅰ、又は⒞の規定に従って定められる犯罪に加担する行為及び自国の法制の基
本的な概念に従うことを条件として1⒝ⅱの規定に従って定められる犯罪に加担する行為

⒞ 1の規定に従って定められる犯罪を行わせるために他の者を組織し、又は他の者に指示
する行為」。

*27 「１　締約国は、次の場合において第３条に定める犯罪についての自国の裁判権を設定するた
め、必要な措置をとる。

⒜　犯罪が、当該犯罪の時に自国を旗国とする船舶に対し又はその船舶内で行われる場合
⒝　犯罪が自国の領域（領海を含む。）内で行われる場合
⒞　犯罪が自国の国民によって行われる場合

2　締約国は、次の場合において第3条に定める犯罪についての自国の裁判権を設定すること
ができる。
⒜　犯罪が自国内に常居所を有する無国籍者によって行われる場合
⒝　犯罪の過程において自国の国民が逮捕され、脅迫され、傷害を受け又は殺害される場合
⒞　犯罪が、何らかの行為を行うこと又は行わないことを自国に対して強要する目的で行わ

れる場合
3　2に定める裁判権を設定した締約国は、その旨を国際海事機関事務局長（以下「事務局長」

という。）に通報する。当該締約国は、その後に当該裁判権を廃止した場合には、その旨を
事務局長に通報する。

4　締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ、自国が1又は2の規定に従って裁判権
を設定したいずれの締約国に対しても当該容疑者の引渡しを行わない場合において第3条に
定める犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置をとる。」。

*28　本問題に関しては、小寺彰「拿捕―領海外における外国船舶の拿捕―」『平成15年度　各国に
おける海上保安法制の比較研究』（海上保安協会、2004年）46-55頁、同「外国船舶拿捕の法的位
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置付け」『各国における海上保安法制の比較研究』（海上保安協会、2005年）48-54頁。
*29　明文上の規定はないが、国旗濫用についても、自国籍と判明した場合には、これらは当然に認

められるであろうが、他方で、自国籍と判明して以後は、国際法上の問題ではないとも言え、明
文規定が置かれていない点は理解しうる。

*30　関連部分は、以下の通りである。「・・・
3　締約国は、国際法に基づく航行の自由を行使する船舶であって他の締約国の旗を掲げ又は

登録標識を表示するものが不正取引に関与していると疑うに足りる合理的な理由を有する場
合には、その旨を旗国に通報し及び登録の確認を要請することができるものとし、これが確
認されたときは、当該船舶について適当な措置をとることの許可を旗国に要請することがで
きる。

4　旗国は、3の要請を行った締約国に対し、3の規定、これらの締約国の間において効力を
有する条約又は当該締約国間の別段の合意がされた協定若しくは取極に従い、特に、次のこ
とについて許可を与えることができる。
⒜　当該船舶に乗船すること。
⒝　当該船舶を捜索すること。
⒞　不正取引にかかわっていることの証拠が発見された場合には、当該船舶並びにその乗船

者及び積荷について適当な措置をとること。」（第17条）。
*31  関連部分は、以下の通りである。「・・・

2　締約国は、国際法に基づく航行の自由を行使する船舶であって他の締約国の旗を掲げ、又
は登録標識を表示するものが海路により移民を密入国させることに関与していると疑うに足
りる合理的な理由を有する場合には、その旨を旗国に通報し、及び登録の確認を要請するこ
とができるものとし、これが確認されたときは、当該船舶について適当な措置をとることの
許可を旗国に要請することができる。旗国は、その要請を行った国に対し、特に、次のこと
について許可を与えることができる。
⒜　当該船舶に乗船すること。
⒝　当該船舶を捜索すること。
⒞　当該船舶が海路により移民を密入国させることに関与していることの証拠が発見された
場合には、旗国の許可により、当該船舶並びにその乗船者及び積荷について適当な措置をと
ること。
・・・

５　旗国は、前条の規定に反することなく、2に規定する許可に自国と要請を行った国との間
において合意される条件（責任に関する条件及びとられる効果的な措置の範囲に関する条件
を含む。）を付することができる。締約国は、人の生命に対する急迫した危険を排除するた
めに必要な措置又は関連する二国間若しくは多国間の協定に基づく措置を除くほか、旗国の
明示の許可なしに追加の措置をとってはならない。」（第8条）。

*32　関連部分は、以下の通りである ( 筆者試訳 )。「5　締約国 ( 要請国 ) の法執行機関又は他の権
限を有する公務員が、いかなる国の領海からも外側にある場所において、もう一方の締約国（「一
義国」（‘the first Party’））の旗を掲げ又は標識を表示する船舶に遭遇し、要請国に当該船舶又
は当該船舶の乗船者が第3条、第3条の2、第3条の3又は第3条の4に規定する犯罪の実行に
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関与したことがあり、関与し、又は関与しようとしていると疑うに足りる合理的な理由があり、
かつ、要請国が乗船を希望する場合には、

⒜　要請国は、1又は2の規定に従い、一義国が国籍に係る主張を確認するよう求めなけれ
ばならず、かつ、

⒝　国籍が確認された場合には、要請国は一義国（以下「旗国」という。）に対し、乗船を
行い及び当該船舶に係る適当な措置をとるための許可を求めなければならない。当該措置
には、第3条、第3条の2、第3条の3又は第3条の4に規定する犯罪が行われ又は行わ
れようとしているかについて決定するために行う、当該船舶、貨物及び乗員に係る停止、
乗船、捜索並びに乗員に対する質問を含む。

⒞　旗国は、以下のいずれかの行動をとらなければならない。
ⅰ　7の規定に従って課すことができる条件に従い、要請国に対し、乗船及び5⒝に規定

する適当な措置をとるための許可を与えること。
ⅱ　自らの法執行機関又は権限ある職員による乗船及び捜索を実施すること。
ⅲ　7の規定に従って課すことができる条件に従い、要請国とともに乗船及び捜索を実施

すること。
ⅳ　乗船及び捜索に係る許可を拒否すること。

⒟　批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託する際、若しくはした後、締約国は、事務局
長に対し、当該締約国の旗を掲げる船舶又は当該締約国の登録証を掲示する船舶について、
国籍確認要請の受領を確認したときから4時間以内に第一義国からの回答がない場合にお
いては、要請国は、当該船舶の国籍証書を確認及び調査し、並びに、第3条、第3条の2、
第3条の3又は第3条の4に規定する犯罪が行われ又は行われようとしているかについて
決定するために、当該船舶、貨物及び乗員に係る停止、乗船及び捜索を行い、並びに乗員
に対して質問することの許可が与えられることを通知することができる。

⒠　批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託する際、若しくはした後、締約国は、事務局
長に対し、当該締約国の旗を掲げる船舶又は当該締約国の登録証を掲示する船舶について、
要請国は、当該船舶の国籍証書を確認及び調査し、並びに、第3条、第3条の2、第3条
の3又は第3条の4に規定する犯罪が行われ又は行われようとしているかについて決定す
るために、当該船舶、貨物及び乗員に係る停止、乗船及び捜索を行い、並びに乗員に対し
て質問することの許可が与えられることを通知することができる。

6　この規定に従って行われた乗船の結果、第3条、第3条の2、第3条の3又は第3条の4
に規定する犯罪の証拠が発見された場合には、旗国は、要請国に対し、旗国からの措置に関
する指示を受けるまでは船舶、貨物及び乗船者を抑留する許可を与えることができる。要請
国は、旗国に対し、この規定に従って行われた乗船、捜索及び抑留の結果を迅速に通知しな
ければならない。・・・

7　旗国は、本条約の他の規定に反することなく、第3項及び第4項における許可について、
要請国からの追加的な情報の取得を含め、とられる措置の責任に関する条件及びとられる効
果的な措置の範囲に関する条件を付すことができる。人の生命に対する急迫した危険を排除
するために必要な場合又は関係する二国間又は多国間の協定に基づく措置を除くほか、旗国
の明示の許可なしに追加の措置をとることはできない。
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8　本条の規定に基づく乗船に対しては、旗国は、抑留された船舶、貨物その他の物品及び乗
船者に対して、没収、罰金、逮捕及び起訴を含む裁判権を行使する権利を有する。しかし、
旗国は、憲法及び法律に従って、第6条に従って裁判権を有する他国による裁判権の行使に
同意することができる。
・・・」（第8条の2）。

*33　関連部分は、以下の通りである。「1　小地域的又は地域的な漁業管理のための機関又は枠組
みの対象水域である公海において、当該機関の加盟国又は当該枠組みの参加国である締約国は、
当該機関又は枠組みが定めたストラドリング魚類資源及び高度回遊性魚類資源についての保存管
理措置の遵守を確保するため、2の規定に従い、正当に権限を与えた自国の検査官により、この
協定の他の締約国（当該機関の加盟国又は当該枠組みの参加国であるか否かを問わない。）を旗
国とする漁船に乗船し、及びこれを検査することができる。

　・・・
6　旗国は、5に規定する通報に対し、その受領から三作業日以内又は2の規定に従って定め

られた手続に定める期間内に回答するものとし、次のいずれかのことを行う。
⒜　5に規定する漁船について調査し、及び証拠により正当化される場合には取締りを行う

ことにより第19条に基づく義務を遅滞なく履行すること。この場合において、旗国は、調
査の結果及び行った取締りについて検査国に速やかに通報する。

⒝　検査国が調査することを許可すること。
7　旗国が検査国に対して違反の容疑を調査することを許可する場合には、当該検査国は、当

該旗国に対し調査結果を遅滞なく通報する。旗国は、証拠により正当化される場合には、5
に規定する漁船について取締りを行うことにより義務を履行する。これに代えて、旗国は、
検査国に対し、当該漁船に関して旗国が明示する取締りであってこの協定に基づく旗国の権
利及び義務に反しないものをとることを許可することができる。」（第21条）。　

*34　この点、利害関係国との条約や、改正 SUA 条約においては一方的宣言の通告制度（第8条の
2　5項⒟⒠）により、緩和されることもある。

*35　「国連公海漁業協定」について、野村一郎・香川謙二『ストラドリング魚類資源及び高度回遊
性魚類資源に関する国連協定の解説』（水産新潮社、1997年）126頁。ちなみに、国連海洋法条約
での臨検の結果について、このような考え方を示すものとして、小田滋『注解国連海洋法条約　
上巻』（有斐閣、1985年）、303頁、林司宣「公海上の船舶に対する旗国以外の国による取締り
― 一九九五年越境分布資源協定による新展開―」『早稲田法学』第75巻2号（2000年）112頁、
同『現代海洋法の生成と課題』（信山社、2008年）235頁。

*36　英国法は、S.19⑴ of the Criminal Justice （International Co-operation）Act 1990, 1990 U.K. 
Statutes, ch5. 米国法は、本条約にかかわらず、一般的に定めるが、Maritime Drug Law 
Enforcement Act, 46 U.S.C. app. §1903⒞⑴ . 両法に関しては、岡田、前掲論文、90-93頁、
McDorman, op. cit., p. 536. 

*37  野村・香川、前掲書、126頁、林、前掲論文、130頁、同、前掲書、254頁。
　なお、船舶の拿捕、乗組員の逮捕権限や、そこまで到らないが、乗船と検査を認めている地域条

約の例は、林、前掲論文、115頁、同、前掲書、239-240頁。
*38　国際法委員会、海洋法条文第41条コメンタリー、YBILC, 1956, vol. II, p. 283. このことは、両
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者を同視する学説を否定したものである。この問題に関しては、飯田忠雄『海賊行為の法律的研
究』（海上保安研究会、1967年）117-118頁。

*39　概念問題として、「外交（的）保護権」の用語の妥当性が問題となる。今日、「外交保護権」
の用語は、実体法上の義務として、領域ないし排他的管轄権下での外国人の保護義務を前提と
して、国内救済完了と国籍（継続）の両原則を「受理可能性」（admissibility）要件として内包
するものを一般的に指すことが多い。そのため、特に国内救済完了の原則がそもそも適用となら
ないであろうような、例えば、被請求国の領域外での武力紛争法（jus in bello）や海洋法におい
て、外国による国際法違反により自国民が被った損害に対して請求を行う権利と手続を、法概念
としていかに表現するかが問題となる。なお、国内救済の原則の適用の可否をめぐって争われた
Saiga 号事件では、その適用が否定された。そこでの理由付けは、国内救済完了の原則が適用さ
れるためには、⑴外国人に対して付与される待遇（treatment）に関する国際義務違反の場合で
あり、国家の直接の権利侵害に適用されないとし、また、もし直接の権利侵害でないとしても、
⑵被害を受けた者と違法行為国間に管轄権の連関（jurisdictional connection）を必要とし、前提
となるべき関税法の適用が条約に反するためにそのような連関は存在しない、というものであっ
た。The M/V “Saiga ”（No. 2）Case, Judgement of 1 July 1999, ITLOS Reports 1999, Vol. 3, 
pp. 43-47, paras. 89-102, esp. 97-102.　国際法委員会、外交的保護条文案第15条（国内救済規則
の例外）も参照。A/CN. 4/L. 684.

*40　Broadcasting Offences Act 1967, as amended in 1990. この法案審議中に、明文上は無国籍船
舶について言及がなかったが、無国籍船舶に対しても公海上での（違法）放送を行うものに対し
ては適用があることを示し、「無国籍船舶はもちろん、公海上いかなる政府の外交的保護も受け
ない」、とした答弁がなされた。HL Debs., vol. 522, col. 1203-5, reprinted in “U.K. Materials on 
International Law”, BYIL, vol. 61（1990）， pp. 581-583, esp. 583.

*41　1948 A.C. 351. 本判決を肯定的に引用するものとして、O'Connell, D. P., The International 
Law of the Sea, Vol. II,（Oxford, 1984），p. 755. 

*42  Oppenheim, L. F. L., International Law: A Treatise, Vol. 1: Peace by H. Lauterpacht, 6th ed. 
（1947），p. 546; 8th ed. では、p. 595. 

*43　この判旨自体は、論理的には不十分である。なぜなら、「公海の航行の自由」は享有できない
にせよ、何故、「いかなる保護も享有」できないかの説明となっていないからである。

*44　「権利」とは言えないが、「義務違反 ( 違法 )」でもなく、「事実」領域にとどまるものである。
国際法における「権利」、「義務」、「自由（事実）」に関しては、拙稿「国家管轄権と国際紛争解
決－紛争要因と対応方法の分類に基づく解決方式の機能分化－」『山本草二先生古稀記念　国家
管轄権―国際法と国内法―』（勁草書房、1997年）516-517頁。

*45　Meyers, H., The Nationality of Ships, （Martinus Nijhoff, 1967）， pp. 317-318; McDorman, op. 
cit., p. 554. 

*46　立法管轄権の域外適用問題が、国内法ないし国内政策という実体的規制の牴触問題を要因と
していることにつき、拙稿 ｢ 国家管轄権と国際紛争解決―紛争要因と対応方法の分類に基づく解
決方式の機能分化―」『国家管轄権―国際法と国内法―　山本草二先生古稀記念』（勁草書房、
1998）513-539頁。

*47　肯定説として、McDorman, op. cit., p. 540; Caron, D. D., “Ships: Nationality and Status”, in 
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Bernhardt, R. ed., Encyclopedia of Public International Law, Vol. 4（2000），p. 404. 乗船者の国
籍国について、Churchill, R. R. and Lowe, A. V., The Law of the Sea, 3rd ed. （1999），Manchester
 U. P., p. 214. 

　　このような点を考えると、無国籍船舶を自国籍船舶ないしは自国領域のように扱うことができ
るとする米国判例（前述）の積極的な実益は、外国からのこのような「外交的保護」を認めない
という点にあるのかもしれない。

*48　Wimbledon 号は、ポーランドのダンチッヒの海軍基地を仕向け地として、武器、弾薬を積載
していたため、ドイツは、自らの中立義務を根拠として、1921年3月21日、同船のキール運河通
航を阻止した。1923年1月16日、仏、英、伊、日の４カ国は、ドイツの措置を違法として、常設
国際司法裁判所に提訴した。PCIJ Series A, Case No. 1, p. 3.

*49  Ibid., p. 20.
*50　出訴権の根拠となる条約第380条は、航行の自由に関する規定である。“The Kiel Canal and 

its approaches shall be maintained free and open to the vessels of commerce and of war of all 
nations at peace with Germany on terms of entire equality.”

*51  Hutchinson, D. N., “Solidarity and Breaches of Multilateral Treaties”, BYIL, Vol. 59（1988）, p. 
181、兼原敦子「国家責任法における『一般利益』概念適用の限界」『国際法外交雑誌』94巻4号

（1995年）23頁。
*52  Hutchinson, op.cit., p. 181、兼原、前掲論文、22-23頁。
*53  スペインが、当時スペイン領であったキューバの叛徒に向けて武器及び兵員を輸送中の米国籍

船 Virginius 号を公海上で拿捕し、キューバの港に引致し、海賊の罪名で処罰した事件である。
本件に関しては、Moore, J. B., A Digest of International Law, Vol. 2（1906）， pp. 895-903、田岡
良一『国際法上の自衛権 補訂版』（勁草書房、1981年）51-61頁。

*54　イギリスは、公海上の拿捕及び乗船者の抑留については、差し迫った損害を予期して行われた
自衛の行為であると認めた。

*55　O’Connell, op. cit., p. 756; Watts, A.D. , “The Protection of Merchant Ships” BYIL, Vol. 33 
（1957）， pp. 64-65. ただし、既に登録されている船舶に対して、自国民の所有を根拠とした国籍
や権限の主張を否定する趣旨の記述として、The American Law Institute, op. cit., pp. 17-18.

*56  なお、同時に重要な問題として、追跡権以外の公海海上警察の国内法が十全に整備されている
かどうかについては、公務執行妨害罪等の域外適用規定が十分かどうか等も含めて、様々な議論
がある。特に域外適用問題については、罪刑法定主義の観点から、明文上規定された追跡権や日
本船舶上以外は、困難が伴うとも考えられる。本問題に関しては、田中利幸「追跡権行使と海上
保安官の職務執行に対する妨害」『新海洋法の展開と海上保安　第1号』（海上保安協会、1997年）
1-18頁。その他に、海上保安庁法に基づいた、いわゆる「行政警察権」規定が、公海上での適用
として十分かどうかも、さらに検討を要すべき緊要の課題と言えよう。海上での執行に関する法
的問題に関しては、同「海の手続法」『松尾浩也先生古稀祝賀論文集　下巻』（有斐閣、1998年）
699-729頁。
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海上テロリズム行為の未然防止措置

専修大学教授　森　川　幸　一

ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ

1　はじめに

⑴　海上テロリズム行為の脅威

　2001年9月の米国同時多発テロ事件と前後して、2000年10月にイエメンのアデン港で発生した米
駆逐艦コール（Cole）への自爆攻撃、2002年10月に同じくイエメン沖で起きたフランス石油タン
カー・ランブール号（Limburg）への爆薬を積んだ小型船舶によるテロ攻撃事件などを通じて、海
上における「テロリズム行為」（以下、単に「テロ行為」ともいう。）の脅威への国際的関心が高
まっている。こうした海上テロ行為の脅威は、軍艦や軍事施設への船舶を用いた自爆攻撃、港湾
内または航行中の商船に対する攻撃などが考えられる。商船には、ランブール号のような石油タ
ンカーのみならず、化学薬品、液化天然ガス、再処理核物質を輸送する船舶、大型クルーズ船や
フェリーなどが含まれ、また、テロリストが商船を乗っ取って、海上の石油・ガスプラットフォー
ムへ突入する場合なども想定される。加えて、商船やコンテナを用いたテロリストや大量破壊兵器

（WMD）の輸送にも国際的な関心が向けられている⑴。海上で起こりうるこうした様々な形態のテ
ロ行為がもたらす経済的・人的損害や海洋環境に与える影響は甚大なものになることが予想される
ことから、海上におけるテロ行為の未然防止のための措置が求められている。もっとも、そこでい
う「テロ行為」として、厳密にはどのような行為を対象として想定するか、そうした行為の「未然
防止」をどのような範囲で考えるかは、必ずしも自明であるわけではない。

⑵　「テロ行為」の定義

　まず、「テロ行為」の定義⑵に関しては、1996年以来、国連総会のアド・ホック委員会で審議
されている「国際テロリズム包括条約案（Draft Comprehensive Convention on International 
Terrorism）」が、テロリズムと民族解放闘争との関係を調整できずに難航しているように、現在
のところ、「テロ行為」に関する国際的に広く合意された包括的定義は存在しない⑶。
　そのため、一方では、ハイジャックや爆弾テロなど、いわゆる「テロ行為」と考えられる犯罪
の個々の行為類型に着目して、個別の条約で犯罪行為を特定し、国際的に処罰しうる体制を整える
ことが目指されてきた。もっとも、最近のテロ関係条約では、テロ行為と他の合法的な行為とを区
別してテロ行為を特定するために、「当該行為の目的が、その性質上又は状況上、住民を威嚇し又
は何らかの行為を行うこと若しくは行わないことを政府若しくは国際機関に対して強要する場合」

（「テロ資金供与防止条約」2条1項⒝）といった、行為の目的に即した定義が導入されたり、ま
た、条約で犯罪とされた行為を国内法上厳重に処罰する義務との関係で、「特に一般大衆又は人若
しくは特定の人の集団に恐怖の状態を引き起こすことを意図し又は計画して行われる犯罪行為」
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が、政治的、哲学的、思想的、人種的、民族的、宗教的等の考慮によっては正当化されないとする
（「爆弾テロ防止条約」5条、「核テロ防止条約」6条）など、一般的なテロ行為の定義につながる
ような文言が挿入されるようになっている点は注目される。
　他方で、こうした国際刑事法的観点からの「テロ行為」の定義の問題とは別に、2001年9月の米
国同時多発テロ事件を契機として、大規模テロ攻撃を「国際の平和と安全に対する脅威」とみな
し、単に国内法上の犯罪行為としてではなく、国際安全保障上の問題として捉える傾向も顕著に
なってきている⑷。「テロ行為」を国内法上の犯罪行為と見るか、それとも国際安全保障上の「武
力攻撃」と見るかでは、それへの対処の方策や法的根拠にも自ずと違いが出てくることになり、い
かなる性質の「テロ行為」をその対象に含めるかを予め限定することは難しい。

⑶　「未然防止」の射程

　次に、「未然防止」に関しては、従来のテロ関係条約の多くが主たる目的としてきた、既に遂行
されたテロ犯罪行為を事後的に処罰するための措置を除外するとしても、一方で、現に遂行されよ
うとしているテロ行為を直前に防止するための措置から、他方で、宗教和解、貧困の撲滅、南北格
差の是正といったテロ行為が発生しやすいとされる土壌を抜本的に改善するための取組みまで、そ
の幅は極めて広く、「未然防止」の概念を法的に厳密に定義することは極めて困難である。ちなみ
に日本では、2004年12月に内閣の国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部がまとめた「テロの未然
防止に関する行動計画」⑸が、包括的なテロ行為の未然防止策を定めているが、それによると、第
1に、国際テロ組織アル・カーイダなど、テロリストとされる人の属性に着目して、その入国規制、
活動規制、資金規正を行うこと、第2に大量破壊兵器や爆発物など、テロ目的に使用される手段に
着目して、その管理強化を行うこと、第3に、国の重要施設、原子力施設、空港、港湾など、テロ
リストに攻撃されやすい対象に着目して、その保安対策を行うことなどが示されている。しかし、
そこで想定されているテロ行為の発生へと結びつく原因行為の蓋然性の幅は千差万別であるように
思われ、「未然防止」の概念を予め特定して、考察の対象を限定することも難しい。

⑷　本稿の目的

　以上のことから、本稿では、予め「テロ行為」および「未然防止」の概念を厳密に定義するこ
となく、一般にそれと関係するとされる措置について、特に海上保安警察の任務と係る「海上テ
ロリズム行為の未然防止措置」について考察することにする。そうしたものとして、本稿では、主
に、2002年に改正された「海上における人命の安全ための条約（International Convention for the 
Safety of Life at Sea）」（以下、「SOLAS 条約」という。）の付属書を取り上げ、同付属書に導入さ
れた海上テロ行為の未然防止のための措置の内容や特徴、同付属書の改正に基づき制定された日本
の国内法の内容や特徴を検討した後、その一般国際法との関係について考察を行う。次に、同付属
書に規定された措置の枠組みを超えて、沿岸国がとりうる措置の可能性につき、2005年に改正され
た「海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約（Convention for the Suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of the Maritime Navigation）」（以下、「SUA 条約」という。）、
国連安全保障理事会決議、自衛権に関する議論にも若干の言及を行うことにする。
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２　SOLAS条約付属書の改正

⑴　SOLAS条約付属書改正（2002）の概要

　SOLAS 条約は、1912年に起きたタイタニック号事件を契機に1914年に締結された条約で、一定
トン数以上の船舶に船体構造、救命設備、無線設備など、海上における人命の安全（safety）を確
保するために必要な船舶の技術的要件を定めた条約である。現行の1974年条約は、その後の技術革
新等を反映させた6回の改正を経て今日に至っている。条約本文と付属書とからなり、条約本文
は、条約と付属書との関係や、発効要件、改正手続き等の手続き的な事項を定め、実体規定は付属
書で定められている⑹。
　2001年9月の米国同時多発テロ事件を受けて、国際海事機関（IMO）は、海事分野でのテロ対
策の強化を図る必要に迫られ、2002年12月13日、SOLAS 条約締約国会議で、同条約付属書の改正
が採択され、2004年7月1日に発効した⑺。
　改正の眼目は、「海上の安全（safety）を高めるための特別措置」を定めていた付属書 XI 章を XI
章の1とし、新たに「海上の保安（security）を高めるための特別措置」と題された XI 章の2を新
設して遵守すべき具体的規則（regulations）を定め、併せて当該規則を適用するための細則である「船
舶および港湾の国際保安コード（International Ship and Port Facility Security Code）」（以下、「ISPS
コード」という。）を導入した点である。具体的には、①船舶自動識別装置（AIS）の早期導入、
②船舶識別番号の表示、③旗国、船名、船籍港等の履歴記録の備え付け、④船舶保安計画・港湾施
設保安計画の策定、⑤テロ等により船舶が危険な状況にあることを沿岸国に通報する警報装置の導
入、⑥保安職員の配置、⑦寄港国による監督措置などが義務付けられることとなった⑻。

⑵　XI 章の2および ISPSコードによる規制の特徴

　XI 章の2および ISPS コードによる規制の特徴は、テロ行為の発生へと結びつく具体的な行為
を直接規制するのではなく、船舶や港湾の保安（security）を確保するために、リスク管理（risk 
management）の手法を導入した点にある⑼。いかなる保安措置が適切かを決定するためのリスク
の評価は、それぞれの事案ごとに異なる。ISPS コードの目的は、リスク評価のための標準化され
た枠組みを提供することを通じて、政府が、リスクのレベルに対応した適切な保安措置をとること
を可能にしようとするものである。リスク評価の前提となる「保安事件（security incident）」は、
船舶、港湾施設、船舶と港湾との接触（ship/port interface）、船舶対船舶の活動の保安（security）
を脅かすあらゆる疑わしい行為（suspicious act）または状況（circumstance）と定義され（CHAPTER 
XI-2, Regulation 1-13）、そうした「保安事件」が企図されるか、または生じうるリスクの程度を
示すものとして「保安指標（security level）」が用いられる（Regulation 1-14）。
　ISPS コードによると、「保安指標」は次の3段階に区別される。

①　「保安指標1」̶ 船舶や港湾施設が通常通り機能している「通常（normal）」の状態で、最
低限の保安措置が常時とられるべき段階

②　「保安指標2」̶「保安事件」のリスクが高まっている「高度（heightened）」の状態で、状
態の継続中、適切な追加措置がとられるべき段階

③　「保安指標3」 ̶ 「保安事件」のリスクが蓋然的（probable）または差し迫っている（imminent）
「極度（exceptional）」の状態で、状態の継続中、更なる特別の措置がとられるべき段階
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　締約国は、一般的・特定的な脅威情報を考慮して、それぞれの場合に適用可能な「保安指標」
を定めることを義務付けられている。例えば、締約国は、自国の領海内で活動しているか、領海に
入ることを通報してきた船舶に対して、「保安指標情報」を提供しなければならない（Regulation 
7-1）。また、攻撃のリスクが認められる場合には、関係締約国は、関係船舶および関係当局に対
して、現在の「保安指標」を提供するとともに、船舶が自らを攻撃から守るためにとるべき保
安措置や、沿岸国が適当なものとしてとることを決定した保安措置を助言することになっている

（Regulation 7-3）。

⑶　寄港国による監督措置

　寄港国がとりうる措置については、①寄港中の船舶の場合と、②寄港の意図を有する船舶の場合
とを区別して、それぞれについてとりうる措置を規定した上で、③追加的規定を設けている。
　国際航海に従事する船舶は、予め締約国の当局から、XI 章の2および ISPS コードに定められ
た船舶警報通報装置の設置、船舶指標対応措置の実施、船舶保安統括者・船舶保安管理者の選任、
船舶保安記録簿の備え付け等の条件を満たしていることを証明する「船舶保安証書（International 
Ship Security Certificate）」の交付を受けなければならない。
　他の締約国の港に寄港中の船舶の場合、当該船舶は、当該締約国が適切に任命した係官の監督

（control）に服するが、そうした監督は、有効な「船舶保安証書」等が船内にあるかを検証するこ
とに限られ、当該船舶が XI 章の2および ISPS コードが定める要件を遵守していないと信じる明
白な理由がない限り、有効なものとして扱われる（Regulation 9-1-1）。明白な理由がある場合や、
求めに応じて有効な「船舶保安証書」等が提示されない場合には、①船舶の検査、②出港の延期、
③舶の抑留、④港内での移動を含む活動の制限、⑤船舶の港からの退去の措置をとることができる

（Regulation 9-1-2, 3）。
　次に、他の締約国の港に入港しようとする船舶の場合、当該締約国の係官は、当該船舶に対し
て、「船舶保安証書」を保持していることやその発行当局の名称、船舶の保安指標等の必要な情報
の提供を求めることができる（Regulation 9-2-1）。そうした情報を受け取った後、係官が、当該
船舶が XI 章の2および ISPS コードが定める要件を遵守していないと信じる明白な理由がある場合
には、係官は、当該船舶との間で、また当該船舶と当局との間で、不遵守を是正するための交信

（communication）ができるように試みなければならない。そうした交信によっても不遵守が是正
できない場合、または係官が、不遵守を信じる他の明白な理由がある場合には、①不遵守の是正の
要求（requirement）、②締約国の領海または内水の指定された場所への移動の要求、③当該船舶
が入港しようとしている締約国の領海にある場合の船舶検査、④入港拒否の措置をとることができ
る（Regulation 9-2-4, 5）。
　こうした寄港中の船舶の場合と、寄港の意図を有する船舶の場合にとりうる措置のうち、後者に
関する入港拒否と、前者に関する港からの退去措置については、係官が、当該船舶が、人または船
舶もしくはその他の財産の保安（security）または安全（safety）に対して差し迫った脅威を与え
ており、かつ、そうした脅威を除去するために他に適切な手段がないと信じる明白な理由があると
きのみにとることができるとされる（Regulation 9-3-3）。
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3　日本の国内法上の措置

⑴　国際航海船舶等保安法の概要

　2002年の SOLAS 条約付属書の改正を受けて、2004年4月、日本でも新たに「国際航海船舶及び
国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」（平成16年4月14日法律第31号）（以下、「国際航海船
舶等保安法」という。）⑽が制定され、同法を実施するための、「国際航海船舶及び国際港湾施設の
保安の確保等に関する法律施行規則」（平成16年4月23日国土交通省令第59号）（以下、「国際航海
船舶等保安法施行規則」という。）⑾も併せて制定された。
　国際航海船舶等保安法は、総則（第1章）、国際航海船舶の保安の確保（第2章）、国際港湾施設
の保安の確保（第3章）、国際航海船舶の入港に係る規制（第4章）、雑則（第5章）、罰則（第6章）
の6章で構成される計65か条からなる法律で、国際航海船舶および国際港湾施設の所有者等が講じ
るべき保安の確保のために必要な措置、国際航海船舶に対する日本の港への入港に係る規制措置等
を定めている。
　同法にいう「国際航海船舶」とは、一国の港と他国の港との間の航海を行う国際航行に従事する
船舶で、①日本船舶のうち旅客船または総トン数500トン以上の旅客船以外の船舶（漁船を除く）、
②日本船舶以外の船舶のうち、日本の港（東京湾、伊勢湾および瀬戸内海その他の国土交通省令
で定める海域である「特定海域」を含む）にあり、または日本の港に入港（特定海域への入域を含
む）しようとする船舶であって、旅客船または総トン数が500トン以上の旅客船以外の船舶（漁船
を除く）とされる（法2条1項）。
　また、同法で対象とされる「危害行為」とは、船舶または港湾施設を損壊する行為、船舶また
は港湾施設に不法に爆発物を持ち込む行為、その他の船舶または港湾施設に対して行われる行為で
あって、船舶または港湾施設の保安の確保に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあるもの
として国土交通省令で定めるものをいうとされる（法2条5項）。国際航海船舶等保安法施行規則
は、「危害行為」を、①船舶または港湾施設を損壊する行為、②船舶または港湾施設に不法に武器
または爆発物その他の危険物を持ち込む行為、③正当な理由なく船舶または港湾施設に立ち入る行
為、④船舶の運航を不法に支配する行為、と具体的に定めている（施行規則4条）。
　外国から日本の港に入港しようとする国際航海船舶の船長は、日本船舶、外国船舶の別なく、船
舶の名称、国籍、船籍港、入港しようとする日本の港および入港予定時刻などの船舶保安情報を、
24時間前までに、入港する港を管轄する海上保安官署に通報しなくてはならない（法44条、施行規
則74、75条）。
　海上保安庁は、通報を受けた船舶保安情報の内容を確認し、通報された船舶保安情報のみによっ
ては国際航海船舶の保安の確保のために必要な措置が適確に講じられているかどうか不明なときに
は、国際航海船舶に係る危害行為に起因して国際航海船舶または日本の港にある他の国際航海船舶
もしくは国際港湾施設に対して生ずるおそれがある危険を防止するために、①船長に対して必要な
情報の提供を求めること、②船舶の航行を停止させて、必要な措置が適確に講じられていないため
危険が生ずるおそれがあるかどうかについて、海上保安官が立入検査を行うこと、③乗組員その他
の関係者に質問させることができる（法45条1項）。船長が、追加情報の提供や立入検査を拒否し
たときは、日本の港への入港禁止または日本の港からの退去を求めることができる（法45条3項）。
　また、船舶保安情報の内容、立入検査の結果その他の事情から合理的に判断して、国際航海船舶
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に係る危害行為に起因して国際航海船舶または日本の港にある他の国際航海船舶もしくは国際港湾
施設に対して急迫した危険が生ずるおそれがあり、当該危険を防止するため他に適当な手段がない
と認めるときは、①日本の港への入港を禁止しまたは日本の港から退去させること、②航行を停止
させまたは指定する場所へ移動させること、③乗組員、旅客その他の者を下船させ、または積荷を
陸揚げさせもしくは一時保管すること、④他船または陸地との交通を制限しまたは禁止すること、
などの措置をとることができる（法45条4項）⑿。

⑵　海上保安庁法との関係

　海上保安庁法は、海上における法令の励行、犯罪の予防および鎮圧などを含む海上の安全および
治安の確保のため、海上保安官が、その職務を行うため必要がある際に、船長に対して、法令によ
り定められた書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港または出発地、
目的港または目的地、積荷の性質または積荷の有無、その他船舶、積荷および航海に関し重要と認
める事項を確かめるために、船舶の進行を停止させて立入検査をし、または乗組員および旅客に対
しその職務を行うために必要な質問をすることができる旨、定めている（海上保安庁法17条）。また、
海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合や、その他、人の生命・身体に危険が及
び、または財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときには、船舶の航行停止や
出発の差止め、航路の変更や船舶の指定場所への移動などの措置をとることができることになって
いる（同法18条）。
　こうした海上保安庁法に基づく措置と、国際航海船舶等保安法に基づく措置との関係が問題とな
る。この点につき政府は、前者が、一般的に海上保安官が不審な船舶を発見した場合を想定してい
るのに対して、後者は、外国から日本の港に入港しようとする船舶を網羅的に審査し、危険な船舶
が日本の港に入港することを防止する仕組みを設けた点、より具体的には、入港船舶による事前入
港通報制度を新たに設けて保安措置を適確に講じていないために危険を生じさせるおそれがないか
を確認するための立入検査権限を認めた点、また、危険のおそれが認められるなど一定の場合には、
船舶に対する入港禁止等の強制措置をとることができるとされた点などに違いがあると説明してい
る⒀。

⑶　SOLAS条約非締約国船舶との関係

　国際航海船舶等保安法に基づく措置は、一定の要件を満たす国際航海船舶である外国船舶につい
て、当該外国船舶が SOLAS 条約の締約国を旗国とする船舶であるか、非締約国を旗国とする船舶
であるかに係らず適用される。非締約国の船舶に対しても同法が適用できるとされる根拠につき、
政府は、1974年の SOLAS 条約作成時に、非締約国ができるだけ早期に同条約に加入することを促
進するため、非締約国の船舶についても同条約を適用することが決定され、そのことは条約1条の
締約国の一般的義務の中に規定されている。非締約国の船舶を法律の適用対象外とすると規制の実
効性が減じられる事態を招くことになるので、法律を非締約国の船舶に対しても例外なく適用する
という日本の方針は、条約の趣旨にも沿ったものになっている、と説明している⒁。
　SOLAS 条約は、1条1項で、「締約政府は、この条約およびこの条約と不可分の一体をなす付
属書の規定を実施することを約束する」とし、また同条2項は、「締約政府は、人命の安全の観点
から、船舶がその意図される役務に適合することを確保するために、この条約を十分かつ完全に実
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施するために必要なあらゆる法令、命令、規則を公布し、また、その他のあらゆる措置をとること
を約束する」と定めている。しかし他方で、3条は、「この条約は、その政府が締約政府である国
の旗を掲げる権利を有する船舶に適用する」としている。締約国政府が、SOLAS 条約およびその
付属書で定められた義務を、それぞれの国内法を通じて実施する際に、SOLAS 条約およびその付
属書に定められた国際基準に合意していない非締約国の船舶に対しても、国際基準を遵守すること
を強制し、そのために必要な執行措置をとりうるとすれば、その国際法上の根拠はどこに求められ
るのであろうか⒂。以下、SOLAS 条約およびその付属書で認められた寄港国がとりうる措置に限
定して、その一般国際法との関係を考察する。

4　寄港国がとりうる措置と一般国際法との関係

⑴　内　水

　一般国際法上、港その他の内水に立ち寄った外国商船に対しては、沿岸国がその主権を及ぼし、
国内法令を執行することができる。他方で、旗国も船長や現地駐在の領事を通じて自国法令の執行
を図かろうとし、特に船員同士の規律に係る船内犯罪については、それが港の安全や平穏など沿岸
国法益を害するおそれがない限り、沿岸国は、旗国当局に措置を委ねるとされる⒃。
　SOLAS 条約に基づいて、港に寄港中の船舶に対して沿岸国がとる措置が、一般国際法を修正す
るものであるかが問題となるが、同条約に基づき沿岸国当局が行使できる監督権限は、有効な「船
舶保安証書」等が船内にあるかを検証することに限られていること（Regulation 9-1-1）、船舶検
査等の執行措置をとりうるのは、当該船舶が条約の定める要件を遵守していないと信じる明白な理
由があるか、求めに応じて有効な「船舶保安証書」等を提示しない場合に厳格に制限されているこ
と（Regulation 9-1-2, 3）などから、そのような行為が港の安全や平穏を害するおそれがある行為
に該当するとすれば、一般国際法上認められた措置の範囲内に止まるとも考えられる。他方で、単
なる「船舶保安証書」の不提示が、あらゆる場合に港の安全や平穏を害するおそれがある行為とみ
なしうるかは議論の余地があるともいえる。
　次に、入港の権利との関係で、寄港の意図を有する船舶に対する入港拒否の措置が問題となりう
る。一般国際法上、海難等による避難のような場合を除けば、入港の権利の存在を支持する例はほ
とんどないとされ、各国は、その重要利益を保護する必要上、港を閉鎖することもでき、不合理ま
たは差別的な扱いにならない限りは、入港に関する各種の条件を付すことができるとされる（ICJ

「ニカラグア軍事活動事件（本案）」判決）⒄。
　SOLAS 条約は、入港拒否の措置を、当該船舶が、人または船舶もしくはその他の財産の保安

（security）または安全（safety）に対して差し迫った脅威を与えており、かつ、そうした脅威を除
去するために他に適切な手段がないと信じる明白な理由がある場合に、特に厳しく限定しており

（Regulation 9-3-3）、これは一般国際法で認められた措置の範囲内であると考えられる。

⑵　領　海

　SOLAS 条約は、寄港の意図を有する船舶に対してとりうる措置を、沿岸国の領海内に止めてい
るわけでは必ずしもない。そのことは、「船舶への脅威」に関する Regulation 7が、沿岸国が、自
国の領海内で活動している船舶のみならず、領海に入ることを

4 4 4 4 4 4 4 4

通報してきた船舶に対しても、「保



― 34 ―

安指標情報」を提供することを義務付け、また、攻撃のリスクが認められる場合には、沿岸国とし
て適当と決定した保安措置をとる場合があることを規定していること、「監督および遵守措置」に
関する Regulation9の中で、他の締約国の港に入港しようとする船舶に対する措置のうち、特に ｢
船舶検査 ｣ に限っては、「当該船舶が入港しようとしている締約国の領海にある場合」という付加
的条件を課している（Regulation 9-2-5-3）ことなどからも窺い知れる。
　領海内にある船舶に対する船舶検査の措置に関しては、無害通航権との関係が問題となりうる。
国連海洋法条約21条は、沿岸国が外国船舶の無害通航の方法・基準・条件に関して法令を制定でき
る権限を認めるとともに、その事項と範囲を特定している。そのうちここに関係する事項として
は、「航行の安全（safety）」（同条1項⒜）や「航行援助施設及び他の施設の保護」（同項⒝）が挙
げられる。SOLAS 条約付属書 XI 章の2が保護法益とする船舶や港湾の保安（security）と、国連
海洋法条約にいう「航行の安全（safety）」とがどのような関係にあるのかは、議論になりうる点
だと思われるが、仮にそこで列挙された事項に当たらないとしても、外国船舶に対して無害通航
権を否定したり、差別的な待遇を行わないなどの沿岸国の義務を定める24条の規定に反しない限り
は、立法管轄権の行使が認められるとすれば⒅、SOLAS 条約上の規制もその範囲内にあると考え
ることもできる。
　旗国の同意を得ない船舶検査に関しては、沿岸国がとりうる執行管轄権の範囲との関係も問題と
なりうる。SOLAS 条約上、他国の港に入港しようとする船舶に対して、寄港国の係官は、「船舶保
安証書」の保持の有無、その発行当局の名称、船舶の保安指標等の必要な情報の提供を求めること
ができ（Regulation 9-2-1）、そうした情報を受け取った後、係官が、当該船舶が付属書 XI 章の2
および ISPS コードが定める要件を遵守していないと信じる明白な理由がある場合で、不遵守を是
正するための交信（communication）によっても不遵守が是正できない場合、または係官が、不遵
守を信じる他の明白な理由がある場合には、領海内に限り船舶検査を行うことができる（Regulation 
9-2-4, 5）。一般国際法上、入港を前提とした船舶に対しては、港の安全や平穏を害するおそれがあ
る場合には執行管轄権の行使が認められるとしても、SOLAS 条約の要件を満たした措置が、あら
ゆる場合に一般国際法上の執行管轄権行使の条件を満たしうるといえるかについては、議論の余地
もあり、そこでの措置は、むしろ SOLAS 条約によって正当化されていると考えることもできる。

⑶　公　海（排他的経済水域を含む）

　SOLAS 条約付属書 XI 章の2に定められている措置が、必ずしも寄港国の内水や領海内にある
船舶に対するものに限られないことについては、前述した通りであるが、寄港の意図を有する船舶
に対してとりうる措置のうち、不遵守の是正や締約国の領海または内水の指定された場所への移動
に関しては、要求（requirement）にとどまることから（Regulation 9-2-4, 5）、一般国際法との関
係でも特に問題はないように思われる。
　逆に、領海外にある船舶に対して、旗国の同意を得ない船舶検査が可能かという点については、

「監督および遵守措置」に関する Regulation9を見る限り、否定的な結論が導かれるものと考え
られる。しかし、「船舶の安全および保安のための船長の裁量権」を規定した Regulation8を根拠
に、例えば、船長が、テロリストの容疑者や大量破壊兵器が彼の船舶上にあるとの情報を得たよう
な場合、緊急性があり、その船舶の安全および保安のために必要だと判断すれば、旗国の同意を待
たずに、沿岸当局による乗船や船舶検査に同意を与えることができるとの主張がある⒆。こうした
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解釈の直接的な根拠とされている Regulation 8-2は、「船長の専門的判断において、その船舶に適
用される安全（safety）と保安（security）のための要請の間に、航行中に不一致が生じた場合に
は、船長は、船舶の安全を維持するために必要な要請を実施しなければならない。その場合、船長
は、一時的な保安措置を実施することができ、また、当局および必要な場合には入港中または入港
の意図を有する港の締約政府に、直ちに通報しなければならない。・・・そのような事態が認めら
れる場合、当局は、かかる不一致を解決し、再発の可能性を最小化することを確保しなければなら
ない」と規定している。この規定から、当該船舶が仮に領海外にある場合であっても、旗国の同意
を待たずに、船長の専門的判断で沿岸国当局による立入検査が可能であるとの解釈がどの程度説得
力を有するかは議論のあるところであろう。しかし、仮にそれが認められるとすれば、旗国管轄権
を原則とする一般国際法の状況を一部修正し、沿岸国管轄権の拡大をもたらすことになろう。もっ
とも、その場合、SOLAS 条約の締約国の船舶との関係では、条約に基づく権限を主張できること
は明らかであるが、非締約国の船舶に対して有効に対抗できるための国際法上の根拠については、
国際海事機関（IMO）に国際立法権限が与えられたことを意味するのかなどの点も含めて⒇、今後
より立ち入った検討が必要である。

5　公海上での船舶検査措置に関するその他の根拠の可能性

⑴　改正SUA条約

　2005年の改正 SUA 条約21は、同条約によって従来から犯罪行為とされていた航行の安全を害す
る犯罪に加えて、「その性質上又は状況上、住民を威嚇し又は何らかの行為を行うこと若しくは行
わないことを政府若しくは国際機関に対して強要する目的で行われる」一定のテロ行為や、大量破
壊兵器・テロリストの輸送を、新たに同条約上の犯罪行為として規制することとなった（3条の2、
3）。
　テロ犯罪行為の事後的処罰それ自体は、「海上テロリズム行為の未然防止措置」という本稿のテー
マと直接関係するものではないが、締約国に対して条約に規定する不法な行為を防止し、抑止する
ための協力義務を課し、そのための具体的な措置の内容や手続きを定めている（8条の2）という
意味で、改正 SUA 条約は本稿のテーマと無関係ではないと考えられる。特に、締約国（要請国）
の法執行機関が、領海外において、他の締約国（一義国）を旗国とする船舶に遭遇し、要請国が、
当該船舶またはその乗船者が条約で規定する犯罪の実行に関与したことがあり、または関与しよう
としていると疑うに足りる合理的な根拠を有し、かつ、要請国が乗船を希望する場合に、要請国か
ら一義国に対して乗船等の授権を求めるための手続きを詳細に定めている（8条の2、5項）点は
注目される。
　同条約においても、要請国は旗国の明示的な同意なしに乗船等を行うことができない旨が明記さ
れており（8条の2、5項⒞）、伝統的な旗国主義の原則はここでも堅持されている。とはいえ、
締約国が自国の旗を掲げる船舶について、国籍確認要請の受領から4時間以内に第一義国からの回
答がない場合に、要請国が乗船等を行うことを授権する通知を予め行っておくための手続き（8条
の2、5項⒟）を定めるなど、要請国が一義国から授権を受けることを容易にする仕組みを提供し
ている点で、伝統的な旗国主義の問題を克服するための工夫が施されているといえよう。
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⑵　国連安全保障理事会決議

　国連安全保障理事会（以下、「安保理」という。）は、これまで、国連憲章7章に基づき、特定
の国または地域の状況が、「平和に対する脅威」等にあたることを認定した上で、対象国に対して
禁輸措置を課す決議を採択し、当該禁輸措置の実効性を確保するための措置を加盟国に授権する決
議を採択してきた。具体的には、対南ローデシア決議221（1966）、対イラク決議665（1990）、対新
ユーゴ決議787（1992）、対ハイチ決議875（1993）がそれにあたる。これらの決議に基づき、公海上
の外国船舶に対する停船検査やそれを強制するための威嚇射撃、強制乗船（takedown）といった
干渉行為（interference）が実際に行われた22。
　もっとも、これらの決議は、それに先立つ経済制裁措置の実施を確保することを目的とし、経済
制裁措置は、その対象となる国（またはそれに準じる実体）に一定の要求を強制するもので、海上
における犯罪行為や違法行為の取締りを目的とする活動とは区別されるべきものである。これに対
して、最近では、国連憲章7章に基づき、個別具体的な事態との関係ではなく、より一般的な文脈
の下で特定の行為を「平和に対する脅威」と認定し、加盟国に具体的な措置をとることを義務付け
る新しいタイプの決議が見られるようになった。そうしたものとして、①安保理決議1373（2001）、
②安保理決議1540（2004）が挙げられる。
　前者は、2001年9月の米国に対するテロ攻撃に言及しながらも、あらゆる国際テロリズム行為を

「平和に対する脅威」と認定し、テロリストへの資金供与の防止等を加盟国に義務付けるものであ
る。国連憲章7章の下で、すべての国が「テロ行為に関与する団体又は者に対して、能動的であれ
受動的であれ、テロリスト集団のメンバーの採用の抑止、及びテロリストへの武器の供与の廃絶を
含む、いかなる形態の支援を行うことも慎むこと」を決定する2項⒜号の規定を根拠に、テロリス
トの輸送やテロリストへの武器の輸送を行っている疑いのある船舶に対する公海上での強制措置を
基礎付けようとする見解もみられる23。しかし、禁輸措置を課す決議とは別に、その実効性を確保
するための措置を授権してきたこれまでの安保理の慣行からすると、この決議自体に公海上の船舶
に対する強制措置の授権を読み込むことには疑問が残る。
  後者は、「核兵器、化学兵器及び生物兵器、並びにその運搬手段の拡散が国際の平和と安全に対
する脅威を構成する」との認定を行い、国連憲章7章の下で、「すべての国が、核兵器化学兵器又
は生物兵器、及びそれらの運搬手段の開発、取得、製造、所持、輸送、移転又は使用を企てる非
国家主体に対して、いかなる形態の支援を提供することも慎まなければならないことを決定する」

（1項）等を定めたもので、米国が推進する大量破壊兵器の拡散防止構想（PSI ＝ Proliferation 
Security Initiative）を具体化したものである。もっとも、米国が提出した決議案では、すべての
国に対して大量破壊兵器等を輸送している疑いのある船舶に対する措置を明示的に授権する規定が
含まれていたが、中国の反対で削除された経緯があり24、こうした採択の経緯から見て、この決議
も、公海上の船舶に対する強制措置の授権を意味するものと解することは難しい。

⑶　自衛権

　こうした旗国主義の限界を乗り越えるために、米国での議論で、公海上での旗国の同意を得ない
船舶検査等の強制措置を正当化するために持ち出される究極の根拠は、自衛権である。例えば、イ
ンド洋での海上阻止活動（MIO ＝ Maritime Interception/Interdiction Operations）に関し、米国
政府の公式見解は必ずしも明らかではないとはいえ、論者の中には、それを自衛権で説明しようと
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するものがいる25。米国は、国際人道法、具体的には1949年のジュネーブ諸条約の適用関係を決定
するに際して、2001年9月の米国同時多発テロ事件後のアフガニスタンでの武力紛争を、①タリバー
ン支配下のアフガニスタンとの紛争、②国際テロ組織アル・カーイダとの紛争、の二つの武力紛争
の並存状態と捉える法的構成を採っている26。アフガン新政権の樹立によって、①は終了したとし
ても、②はなお継続していると考えられている。例えば、2006年5月に拷問禁止委員会で米国代表

（国務省法律顧問）は、「法的なレベルで、米国は、アル・カーイダ、その構成員及び支援者との間
で武力紛争に従事してきたし、また従事し続けている」27と述べている。
　テロリストとの間になお武力紛争が継続中であるとすると、アフガニスタンのテロリストへの
武器・弾薬等の輸出や、アフガニスタンからのテロリストの脱出や資金源になる麻薬の密輸などを
阻止することは、自衛権の行使として正当化されるというものである。米国のように直接武力攻撃
を受けたわけではない第三国も、2001年9月の米国同時多発テロ事件に関して、安全保障理事会決
議1368（2001）が個別的・集団的自衛権を承認している（recognize）以上、集団的自衛権の行使
として、海上阻止活動に従事できると主張される28。もっとも、集団的自衛権の行使は日本国憲法
で禁じられているとする現在の政府解釈を前提とする限り、日本が直接テロ攻撃の犠牲国にならな
い限り、米国で主張されているような自衛権を根拠に MIO の活動自体に参加することは、日本に
とっては難しいと考えられる。

6　むすび

　海上テロ行為の脅威が高まる中、その未然防止のためにいかなる措置が可能であるか、本稿で
は、SOLAS 条約の改正付属書の分析を中心に、改正 SUA 条約や国連安保理決議、さらには自衛
権に基づく措置について検討を行ってきた。米国を中心に主張されているテロリストとの闘いを武
力紛争と捉え、公海上での海上阻止活動を自衛権によって正当化する構成が、国際法上、今後どの
程度諸国に受け入れられるかについては、現状ではなお慎重な見極めが必要であると思われる。ま
た、一般法定立型の安保理決議に基づく強制措置の可能性についても、現在のところ国際的に広範
な支持が得られているとまではいえないように思われる。改正 SUA 条約に関しては、旗国主義を
緩和するための様々な工夫が見られるとはいえ、なお、旗国主義の原則自体は堅持されているとい
える。
　そうした中にあって、SOLAS 条約の改正付属書に導入されているリスク管理アプローチは、海
上テロ行為の未然防止という問題を法学的に考えていくためのひとつの方向性を示唆しているよう
にも思われる。一方で、テロ行為の脅威が高まる中、テロリストの移動やその活動に寄与する資金・
貨物の移動を事前に阻止することが、海上テロ行為の未然防止にとってますます重要性を増してい
ることは事実である。他方で、海上交通の自由を不当に制限することによって生じる経済的損失も
計り知れないものがある。いまだ十分な検討を尽くしていない段階で安易に結論を導き出すことは
できないが、SOLAS 条約の改正付属書に導入されたリスク管理アプローチは、両者の要請を効率
的に調整するメカニズムとしての機能を発揮しうる可能性を示しているのではないかというのが、
現段階での筆者の感想である。
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特定船舶の入港禁止措置
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1　特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法および内閣告示

　特定船舶の入港の禁止は、これまで、議員立法による平成16年6月18日制定の平成16年法律第
125号特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法（以下「特別措置法」という）に基づき、平成18
年内閣告示3号、平成18年内閣告示4号、平成19年内閣告示1号、平成19年内閣告示4号の4つの
内閣告示に示された閣議決定によって実施されている。
　特別措置法は、特定船舶の入港禁止について基本的枠組みを定めたものであり、4つの内閣告示
のうち、平成18年内閣告示3号は、特別措置法の定める入港禁止の実施決定と、入港禁止の理由、
特定の外国、特定船舶、入港禁止の期間の具体的内容とを定めたものである。また平成18年内閣告
示4号は、入港禁止の理由、特定船舶、入港禁止の期間について内閣告示3号を変更したものである。
平成19年のふたつの内閣告示は、内容に実質的な変更はなく、期間を延長したものである。
　まず特別措置法は、第1条で立法趣旨を、第2条で特定船舶の定義を、第3条で入港禁止の実施
に関して閣議による決定方法と決定すべき項目を、第4条でその告示を、第5条で告示から20日以
内の国会の承認を、第6条で船長に対する入港禁止義務・入港中の出港義務を、第7条で入港禁止
の終了を、第8条で禁止にあたっての国際約束の誠実な履行を、第9条で第6条違反の罰則を定め
ている1。第1条の定める立法目的は、我が国の平和及び安全の維持という包括的抽象的なもので
あるが、第3条で、入港禁止を実施するのは、我が国の平和及び安全の維持に「特に必要があると
認める」理由の生じたときに限定し、その理由を明示することによって具体化することが想定され
ている。第3条で規定されている閣議で決定し告示する事項としては、上述の「入港禁止の理由」
のほか、「特定の外国」「特定の船舶」「入港禁止の期間」などが定められている。第6条違反の第
9条の刑罰は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金である。
　最初の実施告示である平成18年7月5日内閣告示3号は、特別措置法第3条2項で要求された事
項につき、第1の事項である入港禁止理由として、関係各国の警告を無視した北朝鮮からのテポド
ン２を含めた弾道ミサイル又は何らかの飛翔体の複数回にわたる発射が、我が国の安全保障や国際
社会の平和と安定、大量破壊兵器の不拡散、船舶・航空機の航行の安全の観点から問題であるとと
もに、日朝平壌宣言、六者会合の共同声明と相容れないものであることから、我が国の平和及び安
全を維持するために特に必要があることを挙げ、第2の事項である特定の外国として北朝鮮を指定
し、第3の事項である特定船舶として万景峰92号（北朝鮮船籍船舶、貨客船）を指定し、第4の事
項である入港禁止期間を告示の日から6ヶ月とすることを示した2。
　実施内容を変更した第2の告示である平成18年10月13日内閣告示第4号は、10月9日の北朝鮮に
よる核実験実施の表明を受けて、第1の入港禁止理由として、核実験の実施が核兵器不拡散条約
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（NPT）体制に対する重大な挑戦であり、日朝平壌宣言及び六者会合の共同声明のみならず、国際
連合安全保障理事会決議第1695号及び同年10月7日の国際連合安全保障理事会議長声明にも違反す
ることを加え、第3の特定船舶を、北朝鮮船籍のすべての船舶に拡張し、第4の入港禁止期間を、
平成19年4月13日までとした3。
　平成19年のふたつの内閣告示は、第4の入港禁止期間に関して、それぞれ6ヶ月期間を延長した
ため、平成20年4月13日まで入港禁止が続いている。
　その実施にあっては、対象が外国船舶であることから、国際法上の問題と国内法上の問題のふた
つが発生する。
　そこで以下、特別措置法の問題あるいは立法当時意識された問題として国際法上の適合性の問題
と、閣議決定・告示によって現実に生じる国内法上の問題として刑罰規定適用と入港阻止の執行と
いう問題について、検討する。

2　特別措置法立法上の問題：国際法適合性

⑴　船舶の入港禁止の例と根拠

　特別措置法は、船舶の入港禁止を定めるものであるが、その法律以外にわが国でも入港禁止に関
する立法例がなかったわけではない。第1の類型は、港湾での事故などによって阻害される安全や
環境の確保のため一定の装備・航行能力の水準を満たさない船舶、サブスタンダード船に対する規
制である。港湾法に基づき都道府県港湾施設管理条例による港湾施設の使用拒否がなされる4。第
2の類型は、テロその他の行為によって侵害される治安・保安上の安全の確保のために、SOLAS
条約（海上人命安全条約）の改正を受けて国内法化された「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安
の確保等に関する法律（以下「国際船舶・港湾保安法」という）に示されるものである。そこでは、
国際航海船舶等の船長に対し、入港24時間前までに海上保安庁長官に、船名、船籍国、保安措置の
実施状況、過去の寄港地等の船舶保安情報の通告義務を課し、その違反があった場合、または提供
された情報から船舶・港湾施設に急迫した危険が生じるおそれがあり他に適当な手段がないと判断
された場合には、入港を禁止することができるとされている。
　上記第1の類型は、事故による安全や環境に対する侵害の防止、第2の類型はテロ行為による保
安・治安上の安全に対する侵害の防止をそれぞれ目的とするものであるが、どちらの場合も対象と
なる船舶から直接具体的な危険・侵害が生じるものである。その意味で、目的の内容と当該船舶の
入港禁止との関係は直接的であり、入港禁止によってはじめてその目的が達成されるということが
できる。と同時にそれは、入港の一般的な目的である通商と切り離して、入港自体を制限すること
に意味を有する。そして、第2の類型では、国際法のもとで国内法が形成されている。

⑵　特別措置法の入港禁止の性格

　⑴で述べた第1、第2の類型の入港禁止と比較し、特別措置法の入港禁止は、どのような性格を
もつものであるか、その関係で特別措置法が国際法上適切なものであるかが、問題となる。
　第1、第2の類型の入港禁止の目的が船舶の入港によっていわば直接に侵害されあるいは危険
にさらされる港湾の保安・治安上の安全の維持にあり、一定の条約の枠内での措置であったのに
対し、特別措置法に示された目的は、近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみた「我が
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国の平和及び安全の維持」という、広範で抽象的なもので、船舶の入港禁止との関係は漠然とした
ものであり、実施は国内法固有の判断に基づくものである。そのため、上記第1、第2の類型のよ
うに、法目的と手段である入港禁止とを直接的に関係づけて、入港自体の制限と理解しようとする
と、入港する船舶が商船であることから、わが国の平和および安全について、想定しうるいくつか
の内容のうち、核実験、ミサイル発射といった国土侵犯の危険ではなく、拉致という国民の自由に
対する重大な侵害、違法薬物の輸入という公衆の健康に対する侵害・危険、不法入国という出入国
管理の侵害、あるいはその援助として捉えた上で、特定の船舶がその侵害のために用いられたとい
う場合にはじめて、特定の船舶の入港禁止が合理的関連をもつことになる。つまり、目的の内容を
そのようなものと捉えると、規制の対象とすべき船舶の範囲が限定され、法の適用範囲、具体的に
は告示の「特定の船舶」の範囲は限定されることとなる。
　しかしながら、「平和および安全」を掲げながら、国土侵犯の危険を除いて国民の自由・健康な
どに限定した理解にとどまるのは不自然である。また、特別措置法第2条2項は、特定の船舶の定
義に、2号で特定の外国の港に寄港した船舶を加えている。これは、寄港によって当該船舶から生
じる侵害・危険が高まるためとの理解も不可能ではないが、当該国との通商を制限する趣旨と理解
するのが素直である。
　立法の背景として、北朝鮮船籍の万景峰92号による、輸出規制品の密輸、外為法違反の大量現金
の持ち出し、日本で活動する北朝鮮工作員との情報交換、北朝鮮工作船への支援といった疑惑があ
り、その入港を阻止することが必要であるとの判断が一部にあったとしても、同種の行為は他の船
舶による場合もあり、また北朝鮮との外交上の問題はそれにとどまらず、拉致や、ミサイル発射の
可能性、核実験といった国家安全保障上の問題も存在していたから、入港禁止を船舶から生じる侵
害・危険との関係で理解する必要は必ずしもない。
　そうすると、入港禁止は、入港する船舶それ自体による法益侵害・危険に対する直接的な手段と
してよりはむしろ、外交問題の解決手法として、対話とともに必要な経済的外交的圧力手段として
把握されることが必要であろう。そのように考えることは、法第2条が船舶の特定以前に対象国の
特定を規定していることから、またそのように考えたとしても、船舶の特定は第3条に定められた
要件である「特に必要な場合」における合理的な限度での手段であることを担保するための要件と
判断できることから、適切な解釈であると理解される。
　
⑶　通商航海条約体制との関係

　⑵で述べたように入港禁止を経済制裁として理解し、貨物の積込み・積下しや旅客の乗降を含む
通商の禁止を意味するものと考えると、しかし、通商航海条約の体制との関係を整理する必要が生
じる。それは、外国船舶に自国の港への入港を認めるかどうかは、2国間の通商航海条約の規定し
てきたところであるという理由ばかりでなく、特別措置法が通商の禁止そのものを目的としている
からである。この点については、3つの問題を考える必要があると思われる。
　第1は、入港禁止の対象として、想定される特定の外国を北朝鮮と限定して考えた場合の問題で
ある。第2は、そのような限定をしたとしても、第2条2項2号によって入港禁止の対象が当該特
定国以外に及び、その国との人・物の流通に関する制限が生じることの問題である。第3は、現実
には、閣議決定・告示がなされて入港禁止が実際に実施される段階では特定の外国が第1の国と一
致したとしても、それ以前においては、特別措置法自体は、当初から特定国を名指しせず、他の外
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国に対しても同様の事情と必要が生じた場合には、適用が可能な規定ぶりが採られていることの問
題である。
　これらの問題の前提となる通商をめぐる国際法は、2国間の通商航海条約の集積と、それと関係
する多国間条約である1923年の海港の国際制度に関する条約および規程（以下「海港制度規程」と
いう）である。
　
⑷　特定の外国を限定して想定した場合の問題

　第1の問題については、特別措置法の対象が北朝鮮に限られるのであれば、北朝鮮は、わが国と
の通商航海条約の相手国とはなっておらず、海港制度規程の当事国ともなっていないから、特別措
置法は通商条約体制の枠外にある別個の問題であり、ここでの問題は生じないとして理解すること
は可能である。しかし、通商航海条約体制が、多数の2国間の通商条約の集積の結果、もし国際慣
習法化されていれば、条約当事国でない場合でも同様の問題が生じる。
　国際慣習法化については、船舶の航行利益の尊重と自由貿易の増進利益に関する国家実行の集積
の実態から、それを肯定し、平時には船舶は外国の港への入港の権利を有するとする見解もあり、
Aramco 判決5の傍論などに述べられている。
　しかし、多数説あるいは一般的な理解はむしろ、国際慣習法化については否定的である6。即
ち、外国船舶の入出港は、人の出入国管理と同様、無制限に認められるわけでも、自国船舶と同様
の待遇を有するわけでもなく、内水主権を基礎とした裁量を前提に、濫用の場合を除いて、相手国
と相互に自国への入港を認めあっているのが、通商に関する2国間条約の体制であると理解されて
いる。通商航海条約は当事国相互の間で、第3国の商船とその乗組員、旅客および積荷に与えられ
る待遇より不利でない待遇を与えあう内容を基本とし、海港制度規程も当事国相互間で均等待遇を
保障したものと理解されている。したがって、内水主権の濫用に当たる場合と条約による制限を除
けば、入港に関する判断は入港国の自由に委ねられている。そして、海港制度規程は第16条で、当
事国の安全または緊切なる利益に影響する事変の場合にやむを得ず採る措置については、限られた
期間、例外的に、海港制度規程の定めに従わなくてもよい旨を規定している。
　したがって、多数説による限り第1の問題は、特別な考慮を必要としない7。仮に、少数説を前
提としても、海港制度規定第16条の適用があると理解できれば問題は全くない。しかし、第16条に
関する解釈の点は、⑴で述べた、入港から直接侵害・危険が発生する場合が想定されていると理
解する余地が残る可能性はあるが、被害国から加害国への限定した措置であり第3国に及ばなけれ
ば、肯定される範囲は広げられよう。ぎりぎりの場合には、船舶を一定の範囲で特定することによ
り問題を回避する必要があるが、それで足る。

⑸　特定の外国に寄港した第3国船舶の問題

　第2の問題は、入港禁止が通商に関する国際法上問題を生じない特定の外国に対する経済制裁で
あるとしても、入港禁止の対象に法第2条2項2号が定める「入港禁止期間に特定の外国の港に寄
港した船舶」が含まれ、特定の外国以外の通商航海条約体制下にある国に効力が及びうることであ
る8。
　この問題に関しては、入港禁止そのものを目的とするものであれば違法であるが、経済制裁とし
ての目的を有するものであるから、第3国船が特定の外国からの旅客または貨物の輸送に従事する
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ものであるにもかかわらず、その第3国船の入港を阻止できないとすれば、特定の外国との交通・
通商禁止という本来の経済制裁たる効果を損なうことになることを理由に、違法性が阻却される余
地があるとする見解が示されている9。入港それ自体では関連性の否定される第3国船の特定外国
との関連を入港目的である交易によって確保しつつ、反射的効果として生じる第3国の海運利益の
阻害を本来の目的である経済制裁の効果と比較した上で、経済制裁の目的と効果に優位性を認めて
違法性阻却に結びつけようとするものと理解される。
　傾聴すべき見解であるが、特定の外国を経由地とする当該第3国とわが国との間の交易の可能性
が残っているとすれば、第3国の海運利益の阻害という面でより阻害性の少ない他の手段との関係
で、なお疑問が残る。外国為替および外国貿易法（以下「外為法」という）・関税法によって、特
定の外国からの貨物の輸出入、積下し・積込みを禁止し、第3国船の入港自体は禁止しない方法が
選択肢として考えられ、現に併用されているからである。対象国である「特定の外国」に限定した
対応が可能であれば、それが必要である。そのためには、貨物の輸出入に関しては外国為替管理に
より、乗客・乗員に関しては出入国管理によって、特定の外国に限定して第3国の貨物・人に及ば
ないように行なわれるのが適切である。
　この判断に参考となるのは、アメリカ合衆国の Cuban Democracy Act 10 である。これは、キュー
バの民主主義への以降と経済の回復を目的として、キューバに寄港したすべての外国船舶に対する
6ヶ月間のアメリカ合衆国への入港禁止を含んだ、経済制裁措置を定めるものであるが、多くの第
3国から国際法上批判の多いものである。

⑹　通商航海条約体制下にある外国を含む一般的規定としての問題

　第3の、特別措置法が通商航海条約体制下にある国を対象としうることの問題は、現実的な問
題としては、閣議決定・告示がなされて入港禁止が実際に実施される段階で問題となるが、当該国
が入港禁止に値するほどの脅威をわが国の平和と安全の維持に与え、そうした選択を特にする必要
がある事態であれば、通商条約の互恵の前提が崩れている事態であるといえ、通商の利益と国の平
和と安全の利益との比較衡量において通商の前提となっている国の平和と安全の利益が優越すると
の法的判断は容易であり、また、海港制度規程第16条の趣旨からも国際法的にも問題は解消されよ
う。
　そうだとすれば、実施の枠組みを定める特別措置法が通商航海条約体制下にある国を対象とする
可能性を含む規定ぶりを採っていたとしても、問題はない。
　この点について参考としうるのは、アメリカ合衆国の Magnuson Act 11 である。これは、現在
または差し迫った平和・安全の危機に対処する目的で、すべての外国船舶にアメリカ合衆国領海内
での停泊を規制するものであり、直接強制もなされる。

3　閣議決定・告示による実施に係る問題

⑴　告示の示した選択と問題の処理

　特別措置法に基づいて、入港禁止の実施についてなされた最初の閣議決定の告示である平成18年
7月5日内閣告示3号は、特定の外国として北朝鮮を指定した。そのことによって、2の⑹の問題
は生じることなく、また⑷の問題についても、特定の船舶を万景峰92号に限定することによって、
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問題の少しでも生じる余地を残さなかった。その限定によって更には、特別措置法第2条2項2号
の北朝鮮に寄港した第3国の船舶を含めないことにより、⑸の問題も生じさせなかった。
　最初の告示を変更した第2の告示である平成18年10月13日内閣告示第4号は、⑷の問題に関し
て、限定をはずし、北朝鮮船籍のすべての船舶に拡張したが、⑷で述べたところから、国際法上対
抗できるものと考えられ、事実各国から特段の異議は示されていない。それは、被害国としてのわ
が国の平和と安全を根拠としているだけでなく、国際社会および東アジアの平和と安全をも根拠に
し、国連安保理決議1695をも背景とする国際協力という側面により補強されているためでもあるか
もしれない。しかしいずれにせよ、⑷につき問題は生じない。また、⑸の問題についても、第3国
の船舶を含めていないため、問題を生じさせていない。これは、⑸で述べたところから、適切な選
択と評価される。

⑵　刑罰規定適用上の問題

　入港措置の枠組みを定めた特別措置法の制定時とは異なり、実施を定めた内閣告示が出される時
点では、刑罰規定適用の現実的適用の可能性が生じる。最初の内閣告示第3号当時では、対象は万
景峰92号にとどまるが、第2の内閣告示第4号以降は、すべての北朝鮮籍船舶に拡張されたため、
それだけその現実的可能性と蓋然性は高まった。
　問題は、第9条違反が、第1にどの時点で、第2にどの場所で成立するかということである。第
1は、特別措置法は未遂罪規定を特に置いていないが、未遂犯の処罰は可能かということであり、
第2は、特別措置法は国外犯の規定を特に置いていないが、国外犯の処罰は可能かということであ
る。
　第1の点は、本来立法上解決すべきで容易に解決できるものであるから、規定の置かれていない
以上、不処罰とすべきものである。しかし判例は、行政規制の担保法として刑罰規定が置かれてい
る場合に、鳥獣保護法違反に関してではあるが、禁止命令義務違反としての犯罪は禁止命令違反に
より成立するから禁止命令違反の状態である未遂犯の処罰を法は含む趣旨であり、また未遂犯を処
罰しなければ法の実効性は著しく低下するから未遂犯の処罰は立法趣旨に含まれている、といった
理解をおそらく背景にして、明文規定のない未遂犯処罰を認めている12。それを前提とすると、禁
止命令違反の法構造は基本的に共通であり、また、現実に入港するまで犯罪の成立を前提とした刑
事手続が開始できないのは現実的でなく法の実効性を保てないとも考えられるから、同様に、明文
のない未遂犯処罰を認めるという結論に行き着くことが予想される。しかし、このような結論を採
るとすれば、立法の精度を高める方向を阻害する悪しき傾向と評価すべきであろう13。
　第2の点については、明文のない国外犯の処罰を判例は容易には認めていない。旗国主義、属人
主義 14 といった国外犯処罰の原理の適用可能な範囲で認めるにとどまっている。したがって、こ
こでの問題では、外国船籍の外国人による犯罪が想定されるから、国外犯処罰は否定されよう。
　すると、入港禁止の対象となっている船舶が領海内に入り入港の意図がうかがわれる状況が生じ
れば、刑事手続を執行することができ、もちろん内水において然りであるが、それ以外では、領海
外を含めてこの法律を根拠とした刑事手続の執行はできない。

⑶　入港の強制的阻止の問題

　内閣告示により入港禁止が実施されると、その確保のために用意される刑事手続以外の実力によ
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る強制的排除についても問題になる。
　まず、領海内において⑵で述べた刑事手続が可能な状況であれば、海上保安庁法18条2項を適用
し、領海外および接続水域外へ退去させることができると考えられる。ただ、この行政上の執行措
置と刑事手続との両方が可能な場合、退去、排除といった手段を執ることで足りるかどうかは、政
策判断も絡むが、おそらく疑問である。
　問題となるのは、領海外となる接続水域 15 である。接続水域は、領土・領海における通関、財
政、出入国管理、衛生上の法令違反の防止のために必要な措置を執ることを認められた海域である
が、入港はその目的から上記4項目のいずれかと関わりうることから、それを根拠とする限り、入
港の意図・外観があれば、領海内入域の阻止および接続水域からの排除を実施することは認められ
よう。接続水域の法的性格、特に4項目に関する執行管轄権のみが認められた海域であるか立法管
轄権も認められる海域であるかをめぐる、小田・フィッツモリス論争に関して、執行管轄権のみを
認める立場に立ったとしても、排除は可能だからである。
　また、排除に対して執行の妨害があれば 16、その刑罰規定を適用することも必要となり、解釈上
も可能であろう。そうでなければ、執行が実効的に担保されないからである。その意味で、この刑
罰規定は執行管轄権に付随した権能と整理することができる。しかし、それは、上記4項目に限っ
ても立法管轄を否定したのに、関連はしているがそれ以外の事項である刑罰権について立法管轄を
認めてしまうという側面をもつ可能性を内包することになる。
　執行を更に実効的にするために接続水域での妨害による刑罰規定違反を根拠に継続追跡を認め、
また更にはその追跡に対する妨害についても刑罰規定を適用することになると、上記の側面は一層
明らかとなる。
　わが国の領海および接続水域に関する法律（以下「領海・接続水域法」という）の接続水域に関
する規定 17 は、執行管轄権のみを認める立場からも説明が可能なように工夫されたが、上述の側
面などを考えると、立法管轄権をめぐる学説・条約規定とどう調和させ、どのような解釈を組み立
て採用していくか 18 は、なお深化の可能性がある。
　立法管轄権を否定しようとする見解がイギリスなど接続水域制度を採用しなかった国の立場を
背景とするのに対して、接続水域制度を採用することに踏み切ったわが国の立場としては、立法管
轄権の行使に関するアメリカ 19 などの国家実行が一定の限度で集積し、また、かの論争以降、麻
薬や集団密航に関する犯罪取締りの国際的協力の進展によって、国際法上もわが国の国内法からみ
ても接続水域を越える海域にまで立法管轄が及び、結果として接続水域にも立法管轄が及んでいる
状況の下で、どのような理論構成により、どのような立場を進展させていくのが適切かは、国家実
行が法を形成するという実践的側面をもつ国際法のもとでは、常に検討を続けることが必要であろ
う。
　以上の議論の前提として北朝鮮船籍であることの確認が必要であるが、それは近接だけではな
く、必要に応じて臨検も行なわれる可能性が認められる 20し、第3国偽装が判明したとき船籍不明
であれば無国籍船として処理する余地も生じる。その場合、接続水域に立法管轄権が及んでいれ
ば、領海内と同様の処理が可能となることも留意されるべきであろう。
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［注］
  1 　 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法
（平成十六年六月十八日法律第百二十五号）
（趣旨） 
第一条　この法律は、近年における我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安

全を維持するため、特定船舶の入港を禁止する措置について定めるものとする。 
（定義） 
第二条 　この法律において「外国」とは、本邦以外の地域をいう。 
2　この法律において「特定船舶」とは、次に掲げる船舶のうち次条第一項の閣議決定で定める

ものをいう。
一　次条第一項の閣議決定で定める特定の外国（以下「特定の外国」という。）の国籍を有す

る船舶 
二　次条第一項の閣議決定で定める入港が禁止される期間（以下「入港禁止の期間」という。）

のうち当該閣議決定で定める日以後の期間に特定の外国の港に寄港した船舶（前号に掲げる
ものを除く。）

三　前二号に掲げるもののほか、特定の外国と前二号の関係に類する特定の関係を有する船舶
（入港禁止の決定）
第三条　我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、閣議において、期

間を定めて、特定船舶について、本邦の港への入港を禁止することを決定することができる。
2　前項の閣議決定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 

一　入港禁止の理由 
二　特定の外国 
三　特定船舶 
四　入港禁止の期間 
五　前条第二項第二号の船舶を特定船舶とする場合にあっては、同号に規定する日 
六　第六条第一項の規定により特定船舶を出港させなければならない期日 
七　その他入港禁止の実施に関し必要な事項 

3　第一項の閣議決定後、前項各号に掲げる事項の変更（当該閣議決定に基づく入港禁止の一部
の実施の終了を内容とする変更を除く。）の必要が生じたときは、閣議において、当該閣議決
定の変更を決定することができる。 

（告示）
第四条　内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項の閣議決定があったときは、直ちに、その内容

を告示しなければならない。 
（国会の承認） 
第五条　政府は、前条の規定による告示があったときは、当該告示の日から二十日以内に国会に

付議して、第三条第一項又は第三項の閣議決定に基づく入港禁止の実施につき国会の承認を求
めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、そ
の後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。 

2　政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該議決に係る入港
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禁止の実施を終了させなければならない。この場合においては、内閣総理大臣は、直ちに、そ
の旨を告示しなければならない。 

（入港禁止の実施） 
第六条　第三条第一項又は第三項の閣議決定があったときは、当該閣議決定で定める特定船舶の

船長（船長がその職務を行うことができない場合においては、船長に代わってその職務を行う
者。以下同じ。）は、当該特定船舶に係る入港禁止の期間において、当該特定船舶を本邦の港
に入港させてはならず、また、当該入港禁止の期間が開始された際現に当該閣議決定で定める
特定船舶が本邦の港に入港している場合においては、当該特定船舶の船長は、当該閣議決定で
定める期日までに、当該特定船舶を本邦の港から出港させなければならない。ただし、遭難又
は人道上の配慮をする必要があることその他のやむを得ない特別の事情がある場合は、この限
りでない。 

2　前項の特別の事情は、閣議において、決定する。この場合においては、内閣総理大臣は、直
ちに、その内容を告示しなければならない。 

（入港禁止の終了） 
第七条　第三条第一項又は第三項の閣議決定後、当該閣議決定に基づく入港禁止の全部若しくは

一部を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が当該閣議決定に基づく入港禁止の全
部若しくは一部の実施を終了すべきことを議決したときは、速やかに、閣議において、当該入
港禁止の全部又は一部の実施を終了することを決定しなければならない。この場合においては、
内閣総理大臣は、直ちに、その旨を告示しなければならない。 

（国際約束の誠実な履行） 
第八条　この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を

妨げることがないよう留意しなければならない。 
（罰則）
第九条　第六条第一項の規定に違反した船長は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に

処し、又はこれを併科する。 
　　　　附　則 

1　この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 
2　国は、この法律の施行の状況、我が国を取り巻く国際情勢等にかんがみ、必要があると認め

るときはこの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含め必要な措置を講
ずるものとする。 

  2　特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置について
　　平成十八年七月五日内閣告示第三号 

北朝鮮による今回の弾道ミサイル又は飛翔体の発射を受け、特定船舶の入港の禁止に関する特別
措置法（平成十六年法律第百二十五号。以下「法」という。）第三条第一項に基づき、次のとお
り、同条第二項の事項を定める。
一　入港禁止の理由

　平成十八年七月五日未明より複数回にわたり、北朝鮮から、テポドン2を含めた弾道ミサイ
ル又は何らかの飛翔体が発射されたものと考えられる。今回、我が国を含む関係各国による事
前の警告にもかかわらず発射を強行したことは、我が国の安全保障や国際社会の平和と安定、
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さらには大量破壊兵器の不拡散という観点から重大な問題であり、船舶・航空機の航行の安全
に関する国際法上問題であると同時に、日朝平壌宣言にあるミサイル発射モラトリアムにも違
反する。また、六者会合の共同声明とも相容れない。今回の事案を始めとする我が国を取り巻
く国際情勢にかんがみ、我が国の平和及び安全を維持するため特に必要があると認め、法第三
条第一項に基づき、三に掲げる特定船舶の本邦の港への入港を禁止することとする。

二　特定の外国
北朝鮮

三　特定船舶
万景峰92号（北朝鮮船籍船舶、貨客船）

四　入港禁止の期間
法第四条の告示の日（以下「告示日」という。）から六箇月間

五　法第二条第二項第二号の船舶を特定船舶とする場合にあっては、同号に規定する日
なし

六　法第六条第一項の規定により特定船舶を出港させなければならない期日
告示日において本邦の港に入港している場合にあっては、告示日

七　その他入港禁止の実施に関し必要な事項
ただし、必要な人道上の配慮を行う。

  3　特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定
の変更について

　　平成十八年十月十三日内閣告示第四号 
　平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻
く国際情勢にかんがみ、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法（平成十六年法律第百二十五
号。以下「法」という。）第三条第三項に基づき、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に
基づく特定船舶の入港禁止措置について」（平成十八年七月五日閣議決定）の一部を次のとおり
変更する。

「一　入港禁止の理由」中、「平成十八年七月五日未明より複数回にわたり、北朝鮮から、テポ
ドン2を含めた弾道ミサイル又は何らかの飛翔体が発射されたものと考えられる。今回、我が国
を含む関係各国による事前の警告にもかかわらず発射を強行したことは、我が国の安全保障や国
際社会の平和と安定、さらには大量破壊兵器の不拡散という観点から重大な問題であり、船舶・
航空機の航行の安全に関する国際法上問題であると同時に、日朝平壌宣言にあるミサイル発射モ
ラトリアムにも違反する。また、六者会合の共同声明とも相容れない。」を「平成十八年十月九
日、北朝鮮により核実験を実施した旨の発表がなされた。北朝鮮が同年七月五日に弾道ミサイル
を発射したことに加え、今般核実験を実施したとしていることは、我が国のみならず、東アジア
及び国際社会の平和と安全に対する重大な脅威である。これは核兵器不拡散条約（NPT）体制
に対する重大な挑戦であり、また、日朝平壌宣言及び六者会合の共同声明のみならず、国際連合
安全保障理事会決議第一六九五号及び同年十月七日の国際連合安全保障理事会議長声明にも違反
するものである。」に改める。

「三　特定船舶」を次のように改める。
　北朝鮮船籍のすべての船舶
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「四　入港禁止の期間」を次のように改める。
　平成十八年十月十四日から平成十九年四月十三日までの間。ただし、万景峰92号（北朝鮮船籍
船 舶、貨客船）については、平成十八年十月十三日から平成十九年四月十三日までの間。

「六　法第六条第一項の規定により特定船舶を出港させなければならない期日」を次のように改
める。
平成十八年十月十四日

「七　その他入港禁止の実施に関し必要な事項」を次のように改める。
なお、必要な人道上の配慮を行うとともに、法令の執行に支障を及ぼさないようにする。

  4　新潟県、茨城県、東京都などで条例が制定されている。
  5　Saudi-Arabia v. Aramco, 27 ILR 117 at 212（1958）．
  6　山本草二『海洋法』（1992年、三省堂）111頁、Lowe,“The Right of Entry into Maritime Ports 

in International Law”17San Diego L.R.597。
  7　第159回国会衆議院国土交通委員会会議録第25号6頁に示された日本政府見解も同様である。
  8　経済制裁の第三国への影響に関する議論として、中谷和弘「経済制裁と国際公益̶第三国との

関係を中心として」山本草二先生還暦記念『国際法と国内法̶国際公益の展開』（1991年、勁草書房）
550頁以下。

  9　村上暦造「外国船舶の入港制限と入港禁止措置」ジュリスト1279号63頁以下。
 10　22USC §6002以下参照
 11　50USC §191以下参照
 12　最決昭和54年7月31日刑集33巻5号494頁。
 13　行政刑事判例と立法・行政との関係については、田中利幸「行政と刑事制裁」現代行政法体系

263頁以下参照。
  14　最判昭和46年4月22日刑集25巻3号451頁。
 15　ここでの問題を含め、接続水域に関する議論・各国の実行例については、村上暦造『領海警備

の法構造』131頁以下（2005年）が、現在のわが国における整理の到達点である。
 16　Cf. Fitzmaurice,“Some Results of the Geneva Conference on the Law of the Sea”8ICLQ73 

at 116.
 17　（接続水域）第四条　我が国が国連海洋法条約第三十三条1に定めるところにより我が国の領

域における通関、財政、出入国管理及び衛生に関する法令に違反する行為の防止及び処罰のため
に必要な措置を執る水域として、接続水域を設ける。 
　（接続水域における我が国の法令の適用）第五条　前条第一項に規定する措置に係る接続水域
における我が国の公務員の職務の執行（当該職務の執行に関して接続水域から行われる国連海洋
法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る職務の執行を含む。）及びこれを妨げる行為
については、我が国の法令を適用する。

 18　Ex. O’Connell, The International Law of the Sea, vol.2, p.1060（1984）．
 19　119USC1401, 19USC1581, 14USC89参照。
 20　Brown, The International Law of the Sea, vol.1, p134（1994）．
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安全水域と執行措置

東京大学教授　奥　脇　直　也

ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ

はじめに

　2007年4月27日、海洋基本法（平成19年法律33号）とともに、「海洋構築物等に係る安全水域等
の設定に関する法律」（平成19年法律34号、以下海洋構築物安全水域法）が採択され、両者とも同
年7月20日に施行された。1  海洋構築物安全水域法は、海洋基本法19条が、排他的経済水域の開発
を促進するために、とくに排他的経済水域等における我が国の主権的権利を侵害する行為の防止そ
の他の排他的経済水域等の開発等の推進のために必要な措置を講ずるものとしていることと対応し
ているが、海洋構築物安全水域法が海洋基本法に関わる他の法整備に先行して策定することが急が
れたのは、東シナ海における中国のガス田開発に対抗して鉱区開発を進める必要上、それが不可欠
であったという事情があるようである。そこでここでは、もっぱら排他的経済水域および大陸棚上
の海洋構築物周辺に設定される安全水域における海上執行措置の内容と国際法、条約およびわが国
法令上の根拠について検討する。

1　海洋法条約と国内法

⑴　安全水域における沿岸国法令の適用

　海洋法条約は、安全水域において沿岸国は「安全を確保するための適当な措置」を取ることがで
きると規定し（UNCLOS §60④）、また安全水域からの追跡権の行使を認めている（同§111②）。
沿岸国が安全水域においてとる「適当な措置」は、航行船舶の安全、人工島・施設・構築物の安全
を確保するための措置とされている。他方、追跡権は「安全水域に適用される沿岸国法令の違反」
がある場合に行使できるものとされている2が、いかなる法令が安全水域に適用されるかについて
は、明文の規定はない。これに対して沿岸国は排他的経済水域および大陸棚上における人工島・施
設・構築物（以下、構築物とする）の建設・運用・利用の許可及び規制の排他的権利をもち（§60①）、
また構築物に対して「通関上、財政上、保健上、安全上および出入国管理上の法令に関する管轄権
を含む」排他的管轄権をもつ（§60②）と規定されている。構築物にはその用途に応じて沿岸国の
各種法令が広く適用されるはずであるから、とくに5つの部類の法令を特定して適用法令が明示さ
れているのは、海洋構築物が領域とは異なるものの、あるいはそこには人が常駐し、あるいは外部
から船舶を通じて外国人を含む人の出入りや物品が搬入されることが想定されるからであり、領域
への人や物の出入りについて規定する沿岸国法令の適用を含めることが合理的であるからである。
　いずれにしても海洋構築物周辺の安全水域において、沿岸国がいかなる法令を適用できるかにつ
いての規定はないから、構築物及び船舶の安全を確保するために取り得る「適当な措置」に、沿岸
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国法令を執行するための措置が含まれるとしても、その法令が海洋構築物に適用される法令と同じ
であるわけではない。海洋構築物に適用のある法令として、とくにそれら法令を含むとして特記さ
れている5つの部類の法令の内、関税、財政、保健上および出入国管理上の法令は、接続水域にお
いて沿岸国がその違反の処罰および防止のためにとりうる措置に関する規定を想起させる3が、そ
こから安全水域を接続水域類似の水域と当然にいえるわけでもない。ただ接続水域と異なり、5つ
目の部類の法令として「安全上の法令」（safety law and regulations）という海洋構築物に特有の
ものがつけ加えられている。そこでいう ｢ 安全上の法令 ｣ と言うのは、国際法上当然に沿岸国法令
の適用が可能な構築物そのものの安全性に関する法令〈たとえば建築基準、構造設計基準や危険物
貯蔵基準などに関する沿岸国法令〉ではなく、他の4つの部類の法令同様、外からの危険あるいは
危険に対処するために必要な範囲で適用されるものである。それゆえ安全水域において構築物の安
全を確保するための必要な措置には、それら法令の違反を「防止するための措置」が含まれること
となろう。この措置は、もし安全水域を接続水域と類比できるとすれば、沿岸国法令違反の実行着
手がない予備段階あるいは未遂段階における規制措置ということになるから、司法権の行使を前提
とした執行措置というよりは、警察権の行使あるいは警察的な即時強制に類似した排除措置に近い
ものということになる。ところが先に述べたように、安全水域からの追跡権行使に関する規定は、
安全水域に適用される法令への違反があった場合に行使できると規定しており、海洋法条約は安全
水域に適用される別途の法令があること、つまり安全水域に固有の保護法益があることを前提にし
ているようにみえる。
　海洋法条約の安全水域に関する規定が想定するのは、外からの海洋構築物への危険を排除する必
要が生じる場合である。領海内に設置される人工島・構築物などについては、領海において無害通
航権を行使する外国船舶に沿岸国法令遵守義務が課せられ、また沿岸国には無害でない通航を防止
するための保護権（§25）が与えられており、これらの規定を通じて、海洋構築物への外部からの
危険に対応することが一応は可能である。これに対して、排他的経済水域あるいは大陸棚上の構築
物の場合、海域の経済的利用に関わるもの以外については、沿岸国の管轄権は一般には外国船舶に
及ばず、その周辺海域は海域の性質としては依然として公海に準じた扱いとなる。海洋構築物周辺
海域に安全水域が設定された場合、その安全水域には、国際法によって許容されている範囲内で、
沿岸国が外国船舶に対して規制措置をとることが出来るにとどまるわけであるが、問題はその範囲
である。海洋法条約は海洋構築物についてはその安全を確保する必要から安全水域の設定が認め、
必要な措置をとることを認めているが、同時にその範囲を500ｍという狭い範囲に限定している。
構築物の安全確保の実効化という点からは、この範囲は狭すぎるため、起草過程では2000ｍ～3000
ｍの提案もあった。しかし安全水域における規制措置が公海における通航の自由を部分的に排除す
るものであることから、その範囲は限定された。通航船舶の安全および利便性の確保を優先したた
めであり、IMO の勧告あるいは国際基準によって承認される場合には500ｍを越えて設定できると
される反面、安全水域は国際航行に不可欠な認められた航路帯の妨げとなる海域に設定してはなら
ないとされている。ただそこで前提されているのは、通常の通航船舶による接近の禁止であり、そ
れは通航船舶の安全にも配慮する措置である。すなわち海洋構築物を意図的に破壊しあるいは攻撃
しようとして接近する船舶はそもそも想定されておらず、またそうした船舶の場合には500ｍとい
う制限は意味を持たないであろう。
　そうした起草の経緯を踏まえてみた場合、問題は安全水域には、安全水域への立ち入り禁止の規
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制に違反して海洋構築物への抽象的危険を発生させる行為あるいはその結果海洋構築物に危害を具
体的に生じさせた行為を処罰する法令が適用されうることは問題がないとしても、安全水域が500
ｍという極めて狭い範囲に限定して認められたという点から見れば、安全水域そのものを海洋構築
物と一体的に捉え、安全水域をいわば海洋構築物の港湾付属の水域として内水に類似したものとし
て捉え、構築物の安全を確保するために必要な限度で、沿岸国法令が広く適用可能であると考える
こともできる。もちろん海洋構築物がそれ自体の領海をもつわけでもなく、また接続水域を設定で
きるわけでもない。しかし排他的経済水域上の海洋構築物の安全を確保するためには、単に立入禁
止の規制に違反して入域しようとする船舶を強制的に排除して違反を防止するだけでなく、海洋構
築物の安全確保や密輸・密航を目的として構築物に近寄る外国船舶が安全水域に違法に立ち入った
場合には、その時点でこれを海洋構築物に適用される沿岸国法令の既遂があったものとして、処罰
のためにこれを逮捕し、累犯の防止を図ることが合理的とも言える。とくに排他的経済水域は沿岸
国から遠く、沿岸国官憲の取り締まりが十分に及ばない可能性があるため単に排除することができ
るというだけでは法令の実効を確保することが困難であり、またその範囲が500m と限られている
ことからしても、公海自由への影響も限定的である。その意味で、安全水域を内水類似の海域と捉
えることにも合理性がある。とくに安全水域が外国船舶の航行との関係では公海と同一であるに関
わらず、たとえ500m という狭い範囲ではあれ、公海上の一部を準恒久的に排他的に使用すること
が認められるとすれば、それは通常の危険水域4とは異なる特殊な水域概念であるともいえる。
　このように構築物の周辺に安全水域が設定された場合5、安全水域の法的な性質をどのようなも
のと捉え、それに応じていずれの沿岸国法令を適用するかが問題となってくるので、予め法令の適
用関係を明らかにし、執行措置の限度を特定しておく必要がある。わが国の排他的経済水域法6は、

「人工島、施設、構築物の設置、建設、運用および利用」についてわが国の法令（罰則を含む）を
適用するとしており（第3条1項1号）、また第3条1項が掲げる事項に関するわが国公務員の職
務の執行（追跡権行使の場合を含む）およびその執行を妨げる行為についても、わが国の法令を適
用するものとしている（同4項）。さらに海洋構築物については、これを「国内に在るものとみなし
て」わが国の法令を適用すると規定する（同2項）。ただし、これら法令の適用に関しては、「それ
ら法令が適用される水域が我が国の領海外であることその他当該水域における特別の事情を考慮し
て合理的に必要と認められる範囲内において」、法令の適用関係の整理または調整のために必要な
事項を政令で定めることができるとし（同3項）、さらに「条約に別段の定めがあるときは、その定
めるところによる」（同4条）としている。つまりわが国の排他的経済水域上の構築物についてはこ
れを「国内」とみなして沿岸国法令の包括的な適用を確保しているが、安全水域についてもこれを

「国内」とみなしていわば領海あるいは内水類似のものとして扱っているのか、それとも安全水域
も領海外の海域であることから、法令の適用関係の調整が必要であるとしているのか不明である。
先に述べたように、海洋法条約には、安全水域に適用される沿岸国法令が何であるかについては何
らの明文の規定もないから、「安全水域に適用される法令」が何であるかは不明のままである。

⑵　安全水域における執行措置

　これに対して海洋構築物安全水域法は、船舶および構築物の安全を確保するために安全水域への
入域禁止に違反した場合の罰則を定めており、それが安全水域に適用される法令を意図しているこ
とは疑いがない。7  同法はまた、「国際約束の誠実な履行」をも掲げている（第6条）が、この法
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令に違反して入域した外国船舶を安全水域から追跡する権利を行使することも可能である。ところ
で海洋法条約は「安全水域に適用される法令」への違反を処罰するための追跡権の行使を認め、か
つ沿岸国に構築物の安全を確保するために適当な措置をとることを認めているから、沿岸国海洋構
築物安全水域法の禁止への違反に限らず、海洋構築物に適用される法令の実効を確保するために合
理的に必要と認められる範囲であれば、沿岸国法令を安全水域にも適用し、同法令に基づく措置を
とることもできるかという問題が生じる。もしこれが公定される場合には、その範囲内で措置がと
られる場合には、安全水域を海洋構築物と一体とみなして安全水域内に到達した段階で、構築物に
適用される法への違反があったものとして扱い、その処罰のための管轄権を行使することになる。
他方、海洋構築物に適用される法令によっては、安全水域内でとられる措置は、法令への違反を防
止するための措置にとどまるということもありうる。つまり安全水域に関しては、①もっぱら安全
水域に適用される法令、②海洋構築物に適用される法令が安全水域にも適用される場合、③沿岸国
の法令はもっぱら海洋構築物に適用されるが、沿岸国がその違反を防止するために安全水域内で何
らかの適用な措置をとりうる場合、の三つの場合が考えられるように思われる。ただ排他的経済水
域上の構築物の周辺海域は排他的経済水域であるから、それに応じて法令の執行あるいは違反の防
止について取り得る措置は、各々の場合毎で異なってくる。たとえば①、②については追跡権が生
じるが、③については追跡権は生じないであろう。8

　海洋構築物安全水域法は、安全水域における執行措置の具体については海上保安庁法の規定に
委ねているが、海洋構築物周辺の海域は、安全水域が設定されていない場合には、当該海域は排他
的経済水域に他ならないから、そこでは排他的経済水域における執行措置として認められている範
囲で、海上保安庁法17条の立ち入り検査や質問、18条の強制措置と20条①の武器使用の規定の適用
が考えられるにとどまる。海上保安庁法18条は、①「海上における犯罪が正に行われようとしてい
る」場合、あるいは「天災事変・海難・工作物損壊・危険物爆発などの「危険な事態」がある場合
で、人命、財産への重大な損害が及ぶ恐れ」があり、かつ「急を要する」場合にとりうる措置（停
船命令、航路変更命令、行先指定、乗組員の下船もしくはその禁止の命令、積荷の陸揚もしくは
その禁止の命令、他船または陸地との交通の制限、危険行為の制止措置などを含む）や、②「船舶
の外観・航海の態様、乗組員の異常な挙動、その他周囲の事情から、海上における犯罪が行われる
ことが明らかであると合理的に認められる場合、または海上における公共の秩序が著しく乱される
と合理的に認められる場合であって、他に適当な手段がない場合」において取りうる措置（停船命
令、航路変更命令、行先指定などに限定）を定めている。しかしこれら措置に関する規定の排他的
経済水域への適用の根拠は天然資源の探査開発などに関する沿岸国の主権的権利である。したがっ
て構築物の使途が何であれ、その周辺の安全水域において当然にそれら措置をとりうるというこ
とにはならない。それは何が安全水域における犯罪であるかによって定まり、それゆえいずれの沿
岸国法令が安全水域に適用され執行されるかに依存することとなる。もちろん外国船舶は安全水域
内で漁業を行うなど、わが国の主権的権利を侵害する場合には、安全水域に適用される法令とは別
に、わが国排他的経済水域について適用される法令の執行が行われうることはいうまでもない。
　海上保安庁法の武器使用の規定についても、警察官職務執行法第7条の規定による場合（20条①）
以外の場合（20条②）に関する規定は、適用される余地がない。領海において無害でない航行を行っ
ている外国船舶であれば、停船命令に繰り返し応じず、職務執行に抵抗しまたは逃亡しようとし、
その船舶の外観、航海の態様、船員の異常な挙動、その他周囲の事情及び関連する情報から合理的
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に判断して20条②が列挙するすべての条件に該当する事態において、当該船舶の進行を停止させる
ために他に手段がないと信じるに足りる相当な理由がある場合に、その事態に応じて合理的に必要
と判断される場合に、海上保安庁法は武器使用を認めている。この規定に基づいて武器使用をする
ために満たされるべき条件は極めて厳格に限定されており、「無害でない航行をわが国の内水また
は領海において現に行っていると認められること」（20条②1号）、それに加えて、その船の航行を
放置すれば繰り返し行われる蓋然性があること、当該航行がわが国領域内（海洋構築物を含む）に
おいて重大凶悪犯罪を行う準備のために行われているという疑いを払拭できないこと、立入検査に
よって知りうるべき情報に基づいて適確な措置を尽くさなければ将来における重大凶悪犯罪を未然
に防止できないこと（20条②2号～4号）と規定されている。つまり安全水域においてこの規定に
基づいて海上保安庁船艇に武器使用を認めるためには、安全水域を領海もしくは内水類似の水域と
みなさなければならないことになる。海洋法条約上は先に述べたように、安全水域の法的性質をど
う捉えるかは明確ではなく、そのように「みなす」余地はないでもないが、わが国法令の解釈とし
て、このような「みなし」ができるかという問題である。
　いずれにしても、安全水域における執行措置については、その前提となる安全水域への沿岸国法
令の適用関係を個々の場合において慎重に見極める必要がある。

2　外国船舶の行為態様と執行措置

⑴　海洋構築物の諸形態

　海洋構築物には用途、規模、形態に応じて様々なものがあるが、安全水域を設定する必要が
生じるのは、一般には、恒久的あるいは長期にわたって海域に固定される構築物である。人工島

（artificial islands）や洋上原子力発電・風力発電施設及びそれに付帯する海底電線あるいは海底資
源掘削のためのオイル・リグ（油井）や油貯蔵施設およびパイプライン等の付帯構築物などの固定
構築物（installation）、漁獲施設や洋上桟橋などの浮体構築物、あるいは大規模掘削船（FPSO）の
ような移動式ではあるが海底掘削時には海底に固定される構築物等がある。それらの構築物の中に
は、数百人規模で人員が居住する大規模なものもある。9 それら構築物の安全の確保は、火災・爆
発などに伴う構築物上の人員の生命に対する重大な損失の発生を防止し、油や有害物質の流出によ
る大規模海洋汚染の危険を除去し、構築物そのものの損害発生を防止するために、極めて重要であ
る。他方、海洋構築物の大規模であればあるほど、その運用は長期にわたり、労働者や技術者ある
いは管理者の勤務交替、危険化学物資を含む資材の搬出入、生活物資・食料品の調達、レクリエー
ション・休息などの福利厚生などに関して、多くの船舶や航空機の発着が必要となる。構築物に
よっては、直接に外国から人・物が導入されるようになる。人工島が建設されるようになれば、そ
の位置によっては、そこでの出入国の管理、税関検査、検疫などを実施しないと、構築物上に居住
する人にとってはもちろん、沿岸国の国民の安全・安心にも直結した問題が生じかねない。かつて
接続水域の制度が定着していく過程では、沿岸住民の安全や国家の公共秩序の確保にとって、領海
ですら沿岸国法令の実効確保という点では不十分とされたわけであるが、海洋構築物についても同
様の問題が生じうるのであり、そのためには500m の安全水域は狭すぎるということにいずれなろ
う。海洋法条約も IMO による安全水域の拡張の余地を残している。
　排他的経済水域上の海洋構築物そのものの安全に対する外部からの危険は、主として船舶および
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航空機によってもたらされる。安全水域においてとりうる執行措置について検討する際には、構築
物の用途やその性質とこれに接近する外国船舶および航空機の航行・運航の態様とを相関させて、
危険性の程度を判断しておく必要がある。その点を、次の6つの場合を分けて検討してみる。第1は、
安全水域への立ち入りを許可されていない外国船舶が海洋構築物周辺を単に通航する場合である。
第2は、緊急入域船舶、運転の自由を喪失した船舶など、通常の通航を目的とする船舶が台風から
避難するためなど船舶の安全を確保するために安全水域に入る場合、あるいは荒天の影響や故障な
どにより運航のコントロールを失って安全水域に接近する場合である。第3は、安全水域への入域
を許可された外国船舶である。これらには構築物上で稼働する人員の勤務交替や旅客の輸送に従事
する船舶、機材・資料や食料品その他の生活物資の搬出入に従事する船舶、開発によって算出され
た海底資源を搬出する船舶などが含まれる。第4は、入域を許可されていない外国船舶が、海洋構
築物上で稼働する人員に物品を販売したり、役務を提供したりするために、周辺海域を徘徊する場
合である。これには嗜好品その他の日用品の販売、休養・宿泊の提供、余暇の提供などを目的とす
る船舶が含まれよう。第5は、不審外国船舶やテロ船舶など、構築物の破壊や業務の妨害を意図し
て接近する船舶である。第6は、海洋構築物に接近する航空機である。人工島のような規模の大き
な構築物の場合には、低潮時隆起や環礁の上に離発着用の滑走路を敷設する場合も既にみられるが、
通常の海底掘削用の構築物の場合は、多くはヘリポートを使っての離発着が問題となる。なおテロ
攻撃の場合には、航空機の種類を問わないであろう。

⑵　外国船舶の航行態様と執行措置

ア　通常の航行を目的とする船舶
　UNCLOS 上、安全水域は原則として周辺500m の狭い範囲に限られているが、このことは、
それが外部からの人工島・施設・構築物への意図的で準備・装備された破壊活動（テロ攻撃）
を想定して、それら意図的な損壊行為・業務妨害行為から構築物及びその運用を保護するこ
とを目的として想定されたものではないことを推測させる。UNCLOS の安全水域に関する規
定、とくにそれを500m の範囲に限った規定は、外国船舶の航行利益を重視するものである。
安全水域はまた国際航行に不可欠な認められた航路帯の使用の妨げとなるような場所に設定す
ることを禁止している（第60条7項）。それゆえ安全水域において船舶の航行、海洋構築物の
安全の双方を確保するための「適当な措置」（60条4項）についても、措置をとることができ
る範囲は、原則として、安全水域周辺の海域には及ばず、もっぱら安全水域の中で措置をとる
ことを認めたものと解釈すべきであるように思われる。安全水域の周辺海域は、外国船舶の航
行との関係では公海と同じであるから、一般の公海において外国船舶に対してとりうるごく限
定された措置を除けば、10 沿岸国が安全水域における管轄権を拡張して適用することを認める
ことは、外国船舶の航行利益を損なうことになる。
　航行外国船舶が誤って安全水域の中に立ち入るおそれがある場合には、通常の場合、接近船
舶に対しては警告を発し、停船あるいは航路変更を要請することができるに止まるであろう。
それゆえ予めそれら船舶に対して安全水域が設定されていることを水路広報などを通じて適当
に通報し（第60条5項）、また現場においては構築物の所在が容易に認識できるような設備を
施すとともに、海洋構築物上には警告灯を設置したり、警告を発したりすることができるよう
な装置・設備が設置されていることが必要となる。また構築物上の人命の安全を確保するため
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の緊急計画には、避難用の舟艇についての規格も定めておく必要があろう。荒天や通信機の故
障などで警告が届かず、航行が継続される場合には、その船舶が安全水域に到達する場合にそ
の航行を強制的に停止させ安全水域への進入を排除する必要が生じるかも知れないが、そうし
た場合に備えて防護ネットなど船舶の進行を物理的に止める装置も準備しておく必要がある。
ただし進入船舶が大型船舶である場合には500m では停止させることが不可能と思われ、海洋
構築物の規模やその業務の危険性の度合いなどに応じて、500m を越える安全水域を IMO の
勧告を得て設定するなどの配慮が必要になると思われる。

イ　緊急入域船舶、運転の自由を失った船舶
　しかしながら、何らかの事故の場合に船体の保全を目的として安全水域に入域しようとする
船舶が構築物に接近する場合、あるいは故障して運航のコントロールを失った外国船舶が接近
する場合には、安全水域の外側において何らかの排除措置をとることにより、構築物への危険
を事前に防止する必要が生じる場合も想定される。とくに洋上原子力発電など海洋構築物上で
行われる業務が危険性を内在させるような性質のものである場合、衝突が生じた場合には海洋
構築物上の人員の生命への重大な危険が生じたり、海洋環境に甚大な損害が生じたりするおそ
れがある場合など、衝突の結果として回復不能な損害が生じるおそれがある場合には、安全水
域に到達する前の段階で、事前に船舶の進行を物理的に変更または停止させることが、船舶と
海洋構築物の双方の安全にとって不可欠な場合も生じうる。通常こうした事態が生じた場合に
は、船舶の船長の依頼を受けて、何らかの海難救助措置が取られることとなるものと思われる
が、船長の要請あるいは旗国からの救助要請などがない場合に、なお沿岸国が一方的に何らか
の排除措置をとれるかという問題が生じる。領海に設置された構築物の場合には、沿岸国の保
護権（第25条）を行使して、安全水域の周辺領海において適当な措置をとることができるが、
排他的経済水域上の構築物についてはこうした規定はない。しかし、保護の必要性は類似であ
り、安全水域を構築物と一体のものとして内水類似の海域とみるのであれば、その外側は公海
ではあるものの、なお船舶および構築物の安全を理由に、何らかの措置をとる可能性を完全に
排除するものであるといえるかには疑問がある。領海の場合には沿岸が近く沿岸の公共秩序に
重大な危険が生じるに対して、排他的経済水域上の構築物のような沿岸から遠い地点において
は領海における沿岸国の保護権類似のものは不要であると考えるか、それとも沿岸から遠い海
域においてはかえって構築物の側に裁量を広く認めて保護の裁量を拡大する必要があると考え
るかは、公海に準ずる航行の自由とのバランスをどうとるかの問題となる。もちろんその場合、

「安全」は極めて重大な損害を生じさせる具体的な危険があるような場合に限られるべきであ
ろう。
　排他的経済水域上の構築物であろうと公海上の構築物であろうと、こうした措置は、国際法
上は一種の緊急避難的措置として認められてしかるべきであり、安全水域の外側の海域の性質
によって異なるものではない。事故などによる海洋環境の重大な汚染に関しては、UNCLOS
の海洋環境の保護及び保全に関する規定は、「著しく有害な結果をもたらすことが合理的に予
測される海難又はこれに関連する行為の結果としての汚染又はそのおそれから自国の沿岸又は
関係利益（漁業を含む。）を保護するために実際に被った又は被るおそれのある損害に比例し
た措置を領海を越えて」執行する沿岸国の権利を認めている（221条）。これは慣習法上または
条約上のいわゆる「介入権」11 を取り込んだ規定である。この規定の適用上、海難は船舶の航
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行上の事故（衝突や座礁）の外、「船舶内または船舶外のその他の出来事であって、船舶又は
その積荷に実質的な損害を与えまたは与える急迫したおそれがあるもの」と規定されている。
この介入権の規定を類推すれば、海洋構築物と船舶との衝突の急迫した危険があり、海洋構築
物の倒壊などにより構築物上の施設・設備その他の物品が失われ、あるいは重大な海洋汚染が
生じて実質的な損害が大規模に発生するおそれがある場合には、介入権の拡張適用あるいは類
推適用を認めて、予想される損害と比例した措置をとることを認めることが合理的でもある。
この措置は沿岸国の国内法上は一種の行政法上の即時強制に類似した性質を持つ。12 実際上の
多くの場合には、船舶の強制停船や進路の強制変更の措置に限られると思われるが、比例性
の原則に従い、場合によっては船体の爆破などの措置も考えられないでもない。いずれにして
も、一般に、即時強制には法令上の根拠が必要とされているから、安全水域の周辺海域におい
てこうした措置を実施するやむを得ない事情が生じる場合に備えて、排他的経済水域のみなら
ず排他的経済水域を越えた公海上に設定される安全水域についても適用可能であるとする法令
上の根拠を明らかにしておく必要があるかも知れない。ただ海洋構築物安全水域法は排他的経
済水域及び大陸棚に関するものであり、実際上今のところは、わが国の排他的経済水域または
大陸棚の開発に関連する海洋構築物が想定されているから、海洋汚染に関しては、安全水域の
周辺の排他的経済水域には海洋汚染防止法にもとづく介入権の規定が適用されるという趣旨で
あろう。しかし海洋構築物の安全を確保するための介入権類似の措置がどの範囲で認められる
かという問題は残る。また警察官職務執行法の定める即時強制によって海上保安庁が海上でと
りうる措置がすべてカバーできているかという問題も残る。13

　海洋構築物安全水域法では「運転の自由を失った船舶」を安全水域への入域禁止の対象外と
しているが、これは当然のことである。問題は、それら船舶について、安全水域への接近を排
除するために安全水域の外側でとられる即時強制について規定するのでなければ、海洋構築物
の安全を確保する目的が十分には達せられないのではないかということにある。同法はまた、
海難救助のための入域についても入域禁止から除外しているが、この場合にも安全水域の設定
によって保護される海洋構築物の安全との比較々量が必要であり、場合によっては比例性の原
則に従った即時強制を安全水域外でとることが必要かつ合理的である場合もありうるから、同
様の問題が生じる。その他の緊急入域についても同様である。

ウ　海洋構築物の業務に従事する船舶
　海洋構築物安全水域法は、海洋構築物の業務に従事する船舶が安全水域に入域することを認
め（第5条1項4号）、省令で許可発給の手続きを定めている。入域許可は個別にまたは包括
的に与えられるが、いずれにしても国土交通大臣は「許可の申請があった場合において、海
洋構築物等の安全の確保に支障がないと認められるとき、又は災害の復旧その他公益上必要や
むを得ず、かつ、一時的なものと認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない」

（第5条2項）と定められている。海洋構築物の業務に係る船舶には、外国から直接に労働交
代要員を輸送し、あるいは機材・物品を搬出入する船舶が含まれるから、こうした船舶によ
る業務の支援を受ける予定がある場合には、当該海洋構築物の管理者は予めその計画を主管庁
に提出し、個別の場合毎に、出入国管理あるいは通関、検疫などの法令上の手続をとることが
できるように確保する必要があるが、大規模な人工島などを別とすれば、構築物に係官が常駐
することは困難であるなど、実際に海上の構築物上でこうした手続を行うことが困難である場
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合には、それら外国からの人員や物品の直接の搬出入を禁止して、沿岸国港湾でそれら手続を
とった後に、海洋構築物に向かわせるなどの措置を予め指示する必要がある。　 

エ　安全水域周辺を徘徊する船舶
　安全水域周辺を徘徊する船舶で、その船舶の外観、船員の異常な行動などから、安全水域に
適用される法令への違反（とくに入域禁止への故意の違反）を意図的に行うおそれを合理的に
推測できる場合でも、安全水域周辺の海域が船舶の通航に関しては公海であることから、公海
上での臨検捜索が可能である場合を除き、強制措置をとることは原則的にはできないものと思
われる。公海において船舶が徘徊することが禁止されているわけではなく、従ってあくまで入
域禁止違反が実際に生じた場合に、安全水域内での強制的措置がとりうるにとどまるであろ
う。もちろんそれら船舶が排他的経済水域に適用される沿岸国法令への違反を行うのであれば
別である。例えば漁船が単に徘徊しているだけでは不十分であるが、許可なく漁業活動を実施
している場合には、安全水域の内外を問わず、排他的経済水域に対する主権的権利に基づいて
取り締まりができるのはもちろんである。ただそれは安全水域が排他的経済水域上に設定され
ているからであり、安全水域への入域禁止違反の可能性とはまた別の話である。
　徘徊船舶が入域禁止を犯して安全水域に向けて航行を開始した場合には、これに対して停
船・航路変更を要請し、かつ入域した場合の強制的措置について警告することはできるが、
当該船舶がなお安全水域の外側にとどまっている限りでは強制措置をとることはできない。
徘徊船舶が密輸・密入国に関与していることが疑われるような場合には、沿岸国法令の適用に
ついて若干問題が生じうる。通常想定される構築物においてはその管理者による内部統制が行
き渡っていることが想定され、構築物が沿岸国領域内における犯罪の中継点になることは想定
されていないが、大規模な人工島のような場合にはそのおそれがないわけではない。そのよう
な場合には、密輸・密航に関する沿岸国法令に基づく取り締まりの実効性を確保するために、
通関・財政・出入国管理・保健など特定の沿岸国法令の適用上、安全水域を構築物と一体のも
のとみなして内水類似の水域ととらえて、法令違反の処罰を行う必要が生じるようにも思われ
る。さらに法令違反の未然防止の必要のためには、安全水域外を徘徊する船舶について未然防
止のための措置を可能にすることが望ましい場合があり得る。しかし領海における法令違反を
防止しあるいは処罰する措置の実効性を確保するために接続水域制度が導入された場合を安易
に安全水域に拡張して、安全水域外において犯罪発生を防止する措置をとるということは好ま
しくない。徘徊船舶による密輸・密航への関与の取り締まりや累犯の防止は、必要な場合に、
関連する沿岸国法令を安全水域にも適用することによって、入域時点で安全水域に適用される
法令の違反があったものとみなして処罰を可能としておくこと以外にはないと思われる。大規
模な人工島が現実のものになっていく場合には、別途、新たな国際合意によって、適当な沿岸
国の措置が適用される空間的範囲が定められる必要が生じるかもしれない。

オ　テロ船舶など構築物の破壊または業務の妨害を意図する船舶
　安全水域周辺水域で徘徊する船舶あるいは安全水域に向けて航行する船舶が、海洋構築物の
破壊、損壊を意図していることが周囲の事情、その他の情報から合理的に推認できる場合には、
これら船舶が安全水域外にいる場合でも、進路の変更を強制する必要があり、その場合、進路
変更の指示に従わない場合に、警告した後、警告射撃などを行い、さらに危害射撃に及ぶこと
が可能かという問題が生じる。安全水域が500m という狭い範囲に限られていることから、海
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洋構築物を攻撃する意図を持つ船舶に対してとりうる措置は、安全水域の問題というよりは、
むしろ自衛権行使の可能性の問題14となる。もし自衛権行使の要件にあてはまるのであれば、
たとえ当該船舶が安全水域外にいる場合であっても、なおこれに対して警告射撃を行って海洋
構築物の周辺海域からこれを排除することも可能であろう。もちろんこうした措置は海上保安
庁が行う業務ではないため、そうしたテロによる破壊工作の対象となりうると予測される場合
には、海洋構築物の種類、業務の危険性の度合に応じて、構築物上に軍の要員を配置し、予め
武器・弾薬を装備するなどの方策をとる必要があるし、現にこうした提案が外国ではなされて
いるようである。またテロ攻撃を意図しているかどうかを確認すべく当該船舶に立入検査を実
施することができるかという点については、やはり船舶の外観、航行の態様、乗組員の不審な
行動およびその他の周囲の事情からそれが合理的に確認される場合に「切迫した攻撃の危険」
に対する自衛権行使の範囲内の措置としてならともかく、いずれにしてもそれは海上保安庁法
17条に規定する立入検査とは性質が異なる。なおそれらテロ攻撃が民間船舶を使って行われる
場合であっても、これに対する武器使用が自衛権の行使といえるかという問題が生じるが、こ
の問題は別途論ずべき課題である。
　これとは別に、国際航行船舶不法行為防止条約（SUA 条約、1988年、改正議定書2005年）15

と同時に採択されたプラットフォーム議定書 16 では、大陸棚上の fixed platform を、資源の
探査開発のためにもしくは経済的な目的で海底に恒久的に敷設された人工島、設備、構造物と
定義した上で、それらの運用を不法に支配し、構築物の安全を害するような仕方でその上に
いる人員に暴力行為を行い、構築物を破壊し、構築物を破壊するような物質または装置を持ち
込むなどの行為を犯罪化し（第2条）、それら犯罪を行った容疑者の処罰の管轄権と引き渡し
の手続きを定めている。しかし安全水域については何らの規定も設けていない。未遂犯につい
て、どの段階で実行の着手があったとするかについては規定がなく、それは各国の国内法に委
ねる趣旨であろう。しかし安全水域に入ったことで実行の着手があったと見るのはおそらく困
難であろう。にもかかわらず、たとえば夜陰に乗じて破壊活動を決行するために安全水域周辺
を徘徊する船舶の場合には、安全水域の外で徘徊しているときに何らかの措置をとるのでなけ
れば、構築物の安全を確保することができない場合もある。安全水域周辺に徘徊する船舶が、
その外見や船員の挙動、その他の情報から、犯罪を行う目的であることを疑うに足りる十分な
理由がある場合である。とはいえ、安全水域周辺の海域は、船舶の通航との関係では公海であ
り、旗国主義が適用されるから、通常、船舶検査には旗国の同意が必要である。したがって、
その同意を取りつける迅速な手続きをまず整備する必要がある。17 また検査の結果、犯罪を行
う意図が明らかとなった場合には、旗国に代わって容疑船舶および容疑者の身柄を確保し、旗
国に引き渡すような手続きについても旗国と同意のうえで準備しておく必要があろう。もちろ
ん安全水域に入域した場合には、海洋構築物安全水域法の下では、無許可入域の容疑で逮捕・
処罰することができるが、テロ船舶の場合には、そうした措置では不十分な場合があり得ると
いうことである。もちろんそれは海洋構築物安全水域法の枠内で処理できる問題ではない。

カ　航空機による接近
　航空機からの海洋構築物の安全確保に関しては、まず海洋構築物の上空に安全空域を設定
することができるかという問題がある。また可能であるとして、そうした空域の範囲もまた
500m のドーム上の空間とか、上空500m なのかという問題もある。UNCLOS にはこれに関連
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する規定はない。ただ航空機については、船舶におけるような500m という範囲の限定を類推
することは全く無意味でもある。もっとも海洋構築物のヘリポートで離発着しようとするヘリ
コプターなどについては、無許可の接近を禁止する措置がとれるようにすることが合理的であ
る場合もある。沿岸国によっては、安全水域上空に立入禁止空域を設定することを認めている
例もある。この場合無許可で禁止空域に立ち入った場合に、沿岸国法令による処罰が可能かと
いう問題が生じる。立ち入り禁止空域の性質が、一般国際法上認められる通常の場合の危険空
域と同じであるのであれば、それは単に危険の所在を通報して、航空機の回避行動を促す措置
にとどまることになり、たとえ危険を知りながら入域しても処罰されるわけではなく、単に自
己の危険負担において入域したことになり、その結果として危険を冒した側に損害が生じた場
合でも、その危険区域の設定が合理的になされていれば、設定した側は賠償義務を負わないと
いうことになるにとどまる。これに対して、構築物の上空の立ち入り禁止空域は当然にほぼ恒
久的にあるいは長期にわたり設定されることになるし、またそれは通航する船舶や航空機の安
全のみならず、構築物の安全の確保をもその目的とする。それゆえ、危険の通報によって任意
の回避行動を促す措置では不十分である。その意味で構築物の上空に立入禁止空域を設定して
立ち入りを禁止し、それを実効的なものとするためには、禁止に違反して入域した者を処罰で
きるのでなければならない。UNCLOS には安全空域の設定に関する規定はないが、しかしそ
れが安全空域の設定を認めない趣旨とも思われない。安全空域の範囲をどう限定して設定する
ことが合理的に認められる範囲といえるかという問題は生じるが、ヘリコプターの場合をもっ
ぱら念頭におけば、半径500m の安全水域上空に安全空域を設定することは可能であるように
思われる。とくに洋上原子力発電所のような施設の場合には、そうした安全空域を設定するこ
とに合理性があろう。もしわが国においてもそうした規制を行う必要があると判断するのであ
れば、海洋構築物安全水域法にその旨の規定を含めることが必要であろう。

　
⑶　追跡権の行使

　すでに入域禁止に違反して安全水域に入域した船舶が、安全水域から逃走した場合には、これ
を安全水域から継続的に追跡して公海上で逮捕など強制措置をとることは可能である。この場合、
UNCLOS は、「排他的経済水域または大陸棚に適用される法令の違反があった場合」に排他的経済
水域または大陸棚上からの追跡を認めており、そこに「安全水域を含む」と規定されていること
から、安全水域からの追跡が「安全水域に適用される法令の違反があった場合」に限られるのか、

「海洋構築物に適用される法令への違反があった場合」も含まれるのかが問題となる。通常の航行
船舶によって海洋構築物に適用される法令の違反が行われるためには、安全水域への入域禁止への
違反を伴うから、いわば牽連犯の関係が成立し、安全水域への入域違反を根拠に追跡を行い、海洋
構築物に適用される法令への違反を含めて、もっとも重い刑罰で処すればよいことになる。
　安全水域の外にある船舶から発進した航空機（ヘリコプター）によって海洋構築物の損壊行為
が行われた場合、安全水域外にいる母船を追跡できるかという問題については、「安全水域に適用
される法令」のみが追跡の根拠となっているのであれば、問題が生じる。第1に安全空域を設定し

「安全空域に適用される法令」によって入域の禁止と違反の場合の罰則を定めておく必要があるよ
うに思われる。第2に、航空機の追跡を安全水域外の母船への追跡につなげうるかという問題が生
じる。継続追跡権は船舶を対象とするものであるから、母船から発進した航空機の入域禁止違反を
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母船自身の違反として法的に構成することができるかという問題である。沿岸国法令の書き方を工
夫すれば、そうした解釈的拡張は可能であろうが、構築物の安全確保にそれがどの程度役に立つか
は不明である。排他的経済水域上の海洋構築物は沿岸から相当に離れた海上で稼働しており、常時
そこに海上保安庁船艇が張り付いているわけではない。つまりそうした状況において、準備が行き
届いた組織的な海洋構築物への意図的な損壊行為に有効に対応するのは極めて困難である。

［注］
  1　海洋構築物に係る安全水域の設定等に関する法律施行規則（平成19年7月19日国土交通省令第

72号）は、法第5条1項が定める安全水域への入域を許可する手続き及び許可証の交付の手続き
について定めている。

  2　追跡権は海洋法条約が定める一般の場合と同様の手続にしたがって行使される。なお
UNCLOS §111、参照。

  3　UNCLOS 第33条1項⒜、参照。接続水域において、沿岸国は領土または領海内で行われた通
関・財政・保健・出入国管理上の法令違反を処罰するための管轄権を行使するほか、特に領海外
から領海に進入しようとする外国船舶（in-coming foreign vessel）について、それら法令の違反
を防止するために必要な規制を行うことができるものとされている。

  4　公海上に危険水域を設定する場合には、当該水域を設定する国は、一般に公海の自由を行使す
る他の国の権利に妥当な考慮（with due regard）を払わなければならず（UNCLOS §87②）、
従って、長期にわたって広範囲の水域に危険水域を設定することはできないと同時に、危険水域
に自己のリスクで立ち入る船舶を排除することはできないとされる。安全水域はこれとは異なる
ように思われる。なお注7参照。

  5　構築物の周辺に安全水域を設定するかどうかは国の裁量であるが、国内法令上は構築物の設置
許可とは別に、構築物の管理者から安全水域設定の申請を受けてこれを審査し、必要と判断する
場合に設置する手続をとるものとしている沿岸国もある。わが国の構築物安全水域法では、安全
水域は特定行政機関の長（海洋構築物に係る特定行為を行う事業者の事業を所管する行政機関の
長）の要請に基づいて国土交通大臣が行うものとされており、構築物を設置する事業者の意思と
は無関係に、行政がその必要性を判断して安全水域設定の要否を判断することとなっている（海
洋構築物安全水域法第3条1，2項）。

  6　正式には「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」（平成8年6月14日法律74号）。
  7　外国船舶は安全水域を尊重する義務を課され、また構築物および安全水域の近傍において国

際基準を守って航行する義務を負う（60条6項）。ただしこの規定が安全水域への入域を禁止
する趣旨であるかについては、直ちにそういえるかに疑問もないではない。Cf. Attard, The 
Exclusive Economic Zone in International Law,（1987）， p.90. とくに60条6項は、安全水域近傍
の航行のみでなく、構築物近傍の航行をも規定し、国際基準（たとえば海上人命安全条約）の遵
守を求めているに留まる。小型漁船や小型プレジャーボートなどを入域禁止から除外している外
国国内法令もある。

  8　接続水域からの追跡は「当該接続水域の設定によって保護しようとする権利の侵害があった場
合に限り、行うことができる」とされており、接続水域に適用される通関、財政、保健、出入国
管理法令上の違反がすでに行われた場合に限られている（UNCLOS §111条①）。つまり予備や
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未遂は別とすれば、それら違反が既遂になり、処罰が可能となっていることを追跡開始の要件と
しており、沿岸国法制が接続水域にまで沿岸国法令を拡張して適用している余地を残しつつも、
接続水域に適用されない沿岸国法令の場合には、追跡は開始できないこととなろう。なお海洋構
築物の安全水域からの追跡権に関しては、拙稿「海洋設備周辺の安全区域からの追跡権」『海洋
法関係国内法制の比較研究』第2号（1996）、137-154、参照。

  9　なお自走式浮体構築物をめぐる管轄権については、拙稿、「海底掘削船に対する管轄権―地球
深部探査船『ちきゅう号』を中心として」（外務省報告書、2006年）参照

 10　公海においてとりうる臨検措置については、UNCLOS §110、参照。
 11  油濁事故の場合における公海上の措置に関する国際条約（1969年、公法条約）において認め

られた権利を導入したものである。わが国の「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」（以
下、「海洋汚染防止法」）でも、第42条で介入権を規定している。この規定は、「排他的経済水域
及び大陸棚に関する法律」によって排他的経済水域にある外国船舶（特的船舶）にも適用される
こととなる。わが国排他的経済水域上の構築物の周辺に設定される安全水域を越える海域は、わ
が国の排他的経済水域であるから介入権の行使はそちらから認められるであろう。海洋汚染防止
法の介入権は従来から条約に基づいて公海において認められる措置であったから、排他的経済水
域であれ公海であれ、安全水域周辺の海域においても適用できるはずである。

 12　即時強制は、一般に、①目前急迫の障害を除くため義務を命ずる時間的余裕のない場合（緊急
性）および②その性質上義務を命ずることによってはその目的を達し難い場合に、行政機関が直
接人の身体や財産に実力を加える作用と定義される。即時強制には個別法令上の根拠が必要であ
るとされており、警職法の定める即時強制には次のようなものがあるが、それぞれ厳格に範囲を
限定されている。個人の生命・身体・財産の保護のための保護措置（第3条）、避難などの危害
防止（第4条）の措置、犯罪の予防・制止（第5条）のための措置（生命・身体の危険または財
産の重大な侵害を生ずるおそれがある場合に、犯罪を制止する権限）、立入権（第6条）などであ
る。

 13　海洋汚染防止法の第6章による措置が排他的経済水域および大陸棚への適用を排除されている
ことがもつ問題について、村上暦造「海防法の EEZ への適用」平成8年度『海洋法条約秩序に
おける新海上保安法制の体系化等調査研究」事業報告書―新海洋法の展開と海上保安―』（日本
財団 HP（http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1996/00769/contents/　075.htm）参照。

 14　O’Connell, The International Law of the Sea, Vol.1（1982）， pp.503-504.
 15　正式には Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of maritime 

Navigation（Rome, 10 March, 1988）．なおその改正議定書は、2005年10月に採択されたが、改正
の主な内容は、大量破壊兵器の輸送を含む一定の行為の対象犯罪化および旗国以外の国の当局に
よる臨検手続についての4時間ルールの導入により、公海における旗国の同意に基づく臨検措置
の実質的な強化が図られている。

 16　正式には Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Plat-
forms Located on the Continental Shelf（Rome, 10 March, 1988）．

 17　SUA 条約の改正議定書においては旗国の同意を得るためのそのような手続きが定められ、ま
たアメリカは多くの便宜置籍国と事前に包括的な同意をうる合意を結んで、公海上における外国
船の検査を実施する体制を整えてきている。
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環境・生物資源の保全のためにとり得る措置
－海洋保護区の問題を中心に－

神戸大学教授　坂　元　茂　樹

ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ

1　はじめに

　2007年4月20日、海洋基本法が成立し、7月20日より施行された1。海洋基本法は、国連海洋法
条約（以下、海洋法条約）やその他の国際約束に基づき、海洋の平和的かつ積極的な開発及び利用
と海洋環境の保全との調和を図る新たな海洋立国の実現をめざすとともに、海洋を総合的かつ一元
的に管理するため、内閣府に総理大臣を本部長とする総合海洋政策本部を設置し、内閣官房長官と
新たに創設された海洋政策大臣（国土交通大臣が就任）を副本部長に充てるとしている（第1条、
第32条及び第33条）。
　そして、その第2条で、「海洋の生物の多様性が確保されることその他の良好な海洋環境が保全
されることが人類の存続の基盤である」とし、「海洋環境の保全を図りつつ海洋の持続的な開発及
び利用を可能とすること」を旨とすることを規定した。さらに、第18条（海洋環境の保全等）の第
1項で「海洋の生物の多様性の確保、海洋に流入する水による汚濁の負荷の低減、海洋への廃棄物
の排出の防止」等々、必要な措置を講ずるものとする一方で、第2項で、「国は、前項の措置につ
いては、科学的知見を踏まえつつ、海洋環境に対する悪影響を未然に防止する観点から、これを実
施する」と規定している。
　このように海洋環境の保護及び保全は、海洋基本法において重要な課題として位置づけられてい
る。同基本法が指摘するように、海洋の持続可能な利用・開発の問題は、海洋環境、生物多様性及
び生態系の保護・保全の問題と密接に関連している。こうした認識は同法案を審議した国会議員の
間でも共有されており、4月3日に衆議院で、同19日に参議院で、基本法成立に際して、「生物多
様性条約その他の国際約束にかんがみ海洋環境の保護がますます重要となっていることに留意し、
海洋の生物の多様性の確保等のための海洋保護区の設置

4 4 4 4 4 4 4 4

等、海洋環境の保全を図るために必要な
具体的措置について検討すること」（傍点筆者）との附帯決議がなされた。この附帯決議で注目さ
れるのは、海洋管理の新たな手法として、最近関心を集めている「海洋保護区（MPAs）」（以下、
MPA）につき、その設置が肯定的に言及されている点である。これは、MPA に対するわが国の行
政府のこれまでの態度と対照的といえる。たとえば、2002年4月25日にソウルで開催された第1回
海洋関連閣僚会合（AOMM1）において、農林水産省の宮越光寛大臣政務官（当時）は、「海洋保
護区の設定については、世界の漁獲量の95％近くが沿岸国の排他的経済水域内で行われていること
から、沿岸域における設定が最も有効であると考えますが、（中略）、その設定は、科学的根拠に基
づく生物資源の持続的利用を目的としたものでなければならないということです。南氷洋鯨類サン
クチュアリーのように科学的根拠なしに保護区を設定し、いたずらに生態系のバランスを失するよ
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うなことがあってはなりません。今後、公海域での海洋保護区の設定について議論がなされる場合
には、国連海洋法条約との整合性につき十分な検討が必要である2」と述べて、MPA の設定に慎重
な姿勢を示していた。科学的知見や根拠に基づくという点では一致はあるものの、スタンスとして
は異なる印象を与えるのである。
　ちなみに、海洋法条約（1982年）との整合性といっても、条約それ自体に MPA に関する規定が
存在するわけではない3。わずかに、海洋環境の汚染防止等に関する第194条5項に、締約国に「希
少又はぜい弱な生態系及び減少しており、脅威にさらされており又は絶滅のおそれのある種その他
の海洋生物の生息地を保護し及び保全するために必要な措置」をとることを許す規定があるのみで
ある。したがって、こうした規定や海洋法条約の他の規定から演繹して、その整合性を判断するし
かない。ただ、MPA に関する規定はないものの、締約国の間ではその関心は高く、2003年6月の
海洋法条約の第4回非公式締約国会合（UNICPOLOS）において、「ぜい弱な海洋生態系の保護」と
いう議題の下に、公海上における MPA 設定の是非が論じられている4。
　この他には、生物多様性条約（1992年）の締約国会合で、MPA の設定が、海洋・沿岸の生物の
多様性の保全と持続可能な利用にとって効果的な手段であるとされ、MPA の設定や管理が議論の
対象となっている5。実際、同条約には、締約国が、適当な場合には、「保護地域又は生物の多様性
を保全するために特別の措置をとる必要がある地域に関する制度を確立すること」ができるとの規
定がある（第8条）。なお、同条約第2条は、「保護地域（protected area）」を、「保全のための特
定の目的を達成するために指定され又は規制され及び管理されている地理的に特定された地域をい
う」と定義している。この規定が MPA にそのまま用いられることにはならないが、生物多様性条
約の枠組みの中で設けられたアド・ホック技術専門家グループは、MPA に代わって、あらゆる種
類の保護区を包括する定義として、「海洋・沿岸保護区（marine and coastal protected area）」とい
う用語を用い、「その上部水域並びに関連する植物、動物並びに歴史的及び文化的特質を伴う、海
洋環境の中で又は海洋環境に隣接して特定された地域であって、法令又は慣習を含むその他の効果
的な手段で保護され、その海洋及び／又は沿岸の生物多様性が、その周辺地域よりも高い水準の保
護を享受している地域をいう6」と定義した。いずれにしても、これらの規定は、管理手法として

“place based approach”を示唆しており、どのような用語を用いるかは別にして、「保護地域」の
海洋版としての MPA の発想に結びつくことになる7。もっとも、同条約は、その第22条2項で、

「締約国は、海洋環境に関しては、海洋法に基づく国家の権利及び義務に適合するようこの条約を
実施する」との留保規定をおいており、MPA の設定にあたっては海洋法条約との整合性こそが第
一の考慮要因であることに変わりない。
　ところで、生物多様性の保護という目的とは別の目的による「保護地域」あるいは「保護区域」
の考え方も存在する。こうした考え方は、19世紀まで遡ることができ、1872年に設立された米国の
イェローストーン国立公園をその嚆矢とするといわれる。そして、その半世紀後、1935年に米国の
フロリダ州に設立されたジェファーソン・ナショナル・モニュメントは18,850ヘクタールの海域を
包摂する国立海洋公園であって、ある意味、MPA の最初の事例ともいわれている8。
　いずれにしても、MPA について国際的に合意された定義があるわけではない。わずかに、NGO
である国際自然保護連合（IUCN）が、1988年に行った定義が存在するのみである9。その結果、国
家が、MPA の設定にあたって、自らの国内法において独自の定義を行っているというのが実態で
ある。実際、MPA は、海洋の生態系を保護するために、内水、領海のみならず、排他的経済水域
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（以下、EEZ）、さらには公海にも設定されている。そこで、次に、各国の国内法において、MPA
がどのように定義されているかを検討してみよう。
　

2　各国国内法における海洋保護区（MPA）の定義

　たとえば、オーストラリアは、1975年にグレートバリアリーフ（GBR）海洋公園法を制定し、
クィーンズランド州にある巨大なサンゴ群とそれを取り巻く動植物相の保護のために、海洋公園
を設定した。1983年の GBR 海洋公園法施行規則では、総面積344,000km2（その70％は EEZ 上に
存在）を目的に分けてゾーンニングし、一般利用区、生息地保護区、保存公園区、緩衝区、科学
調査区、国立海洋公園区、保全区に分けている。そして、各ゾーンニング内で管理計画を策定する
が、その際には管理手法として予防原則（precautionary principle）を用いることが明記されてい
る（海洋公園法39Z 節）10。オーストラリアは、2003年に、MPA を「特に生物多様性の保護・保全
及び天然資源とそれに関連する文化資源の保護・保全のために設けられる海域であって、法的な手
段又はその他の効果的な手段を通じて管理されるものをいう11」と定義した。
　他方、カナダは、1996年に「海洋基本法（Act respecting the Ocean of Canada）」を制定した
が、同法において、MPA を「⒜商業的及び非商業的漁業資源（海産哺乳動物を含む。）及びその
生息地の保全及び保護、⒝脅威にさらされており又は絶滅のおそれのある海洋種及びその生息地の
保全及び保護、⒞独特の生息地の保全及び保護、⒟生物多様性又は生物学的生産性の高い海洋区域
の保全及び保護、⒠大臣の命令を履行するために必要な他のいずれかの海洋資源又は生息地の保全
及び保護」するために、「内水、領海又は排他的経済水域の一部を形成する水域であって次の一又
はそれ以上の理由で特別の保護のために本条に基づき指定される海域」と定義した12。ここでは、
その保護対象がかなり広範であることと、生態地域アプローチ（bioregional approach）が採用さ
れていることが特徴である。たしかに生態系をめぐる状況は各地域によって異なっており、生息地
ごとに対処する必要はあろうかと推測される。
　また、米国は従来、1972年の「海洋の保護、調査及び保護区に関する法律」によって、海洋の
保護区（Marine Sanctuary）を設定していたが、新たに2000年5月26日付の行政命令13158号で、
MPA につき「海洋の天然資源及び文化資源の一部又は全部を持続的に保護するために、連邦、州、
地域、部族又は地区の各法令によって指定される海洋環境のいずれかの区域をいう13」と定義した。
米国のブッシュ大統領は、2006年6月15日、遺跡法（16 U.S.C. 431）の権限に基づき大統領宣言
8031号を発出し、クリントン前大統領によりかつて北西ハワイ諸島サンゴ礁生態系保護区に指定さ
れていた海域を北西ハワイ諸島海洋国立公園として新たなMPAを設立した。同海域の面積は、オー
ストラリアの GBR 海洋公園より広い36万2千 km2あり、これにより世界最大の MPA が誕生した
ことになる14。もっとも、現在までのところ、外国船舶の航行に対する規制などは設けられていな
い模様である。
　しかし、MPA の設定は、これらの国々に限られているわけではない。田中則夫教授によれば、
MPA の定義自体によって数値は変化するものの、100を超える国家により1,000以上の MPA が設
定され、その総面積は150万 km2であり、MPA 全体の55％以上を4つの地域（カリブ海域、北東
太平洋、北西太平洋、オーストラリア／ニュージーランド）が占めているとされる。そして、その
多くは国家の領海内に設けられているとのことである15。注目されるのは、領海における外国船舶
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の無害通航権との抵触が問題となる事例が散見されることである。たとえば、イスラエルは1979年
の自然保護区規制法により、ヴェネズエラは1990年の法令1213号により、またトリニダード・トバ
ゴは1970年の海洋区域法により、それぞれ特定の領海内の保護区域における外国船舶の通航につい
て、沿岸国の事前の許可ないし特別の許可に服せしめているとのことである16。こうした実行は、
海洋法条約との抵触のおそれがないとはいえない。このように、1990年代以降顕著になってきた
MPA の実行は、船舶の航行との関連で新たな問題を惹起しているといえよう。
　それでは、こうした MPA の設定にあたって用いられている管理手法とはいかなるものであろう
か。次に、この点について検討してみよう。

3　海洋環境・生物資源の保全のための2つのアプローチ

　環境・生物資源の保全のための管理手法には、大きく分けて2つの手法がある。1つは予防的アプ
ローチ（precautionary approach）であり、もう1つは生態系アプローチ（ecosystem approach）
である。しかし、必ずしも、これらの概念の内容について共通の理解が存在するわけではない。

⑴　予防的アプローチ

　予防的アプローチは、1992年にリオで開催された「環境と発展に関するリオ・デ・ジャネイロ宣
言」第15原則で、次のように定義されている。すなわち、予防的取組又は予防的措置として、「環
境を保護するため、国家により、予防的アプローチがその能力に応じて広く適用されなければなら
ない。深刻な又は回復不可能な損害が存在する場合には、完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化
を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使用されてはならない」と規定さ
れている。実際、わが国が2006年に批准した国連公海漁業実施協定第6条は「予防的な取組方法の
適用」と題して、第1項で、「いずれの国も、海洋生物資源の保護及び海洋環境の保全のために、
予防的な取組方法（すなわち、予防的アプローチ）をストラドリング魚類資源及び高度回遊性魚類
資源の保存、管理及び開発について広く適用する」とし、第2項で、「いずれの国も、情報が不確
実、不正確又は不十分である場合には、一層の注意を払うものとする。十分な科学的証拠がないこ
とをもって、保存管理措置をとることを延期する理由として、又はとらないこととする理由として
はならない」と規定した。さらに、この予防的取組方法が、附属書Ⅱに具体的に規定されている。
このように予防的アプローチは、環境への重大な損害又は海洋生物資源の枯渇や多様性の喪失を未
然に防止するためにとられる措置であり、この考え方に基づけば、科学的確実性や証拠がないこと
を理由として、かかる保存管理措置の延期を行ってはならないとされる17。
　なお、予防的アプローチとは別に「予防原則（precautionary principle）」の概念が存在する18。
予防原則は、廃棄物の海洋投棄の文脈において、いわゆる「環境容量アプローチ」又は「同化吸収
能力アプローチ（assimilative capacity approach）」（海洋は一定量の汚染をその生物学的完全性を
損なうことなく同化し吸収する能力をもつとの考え方）に代わる手法として導入された。すなわち、
prima facie に有害な活動を禁止するとともに、活動再開を意図する国にリスクの不存在を立証さ
せるという形で立証責任の転換が行われたのである19。ただし、この考え方をストレートに漁業分
野に持ち込んで、科学的不確実性を根拠にゼロ・リスク戦略をとれば、即座にモラトリアムに結び
つき一切の漁業が否定されることになりかねない20。西村弓教授が正しく指摘するように、海洋投
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棄の場合には、リスクに鑑みて海洋投棄を禁止したとしても、他の廃棄処理方法は別途存在するが、
漁業の場合には、資源枯渇のリスクからモラトリアムが導入されるとしたら、漁獲そのものができ
なくなるからである21。
　そこで、予防的アプローチと予防原則を同一視する論者もいるが、漁業の分野においては、
少なくとも FAO は両者を単なる表現上の相違ではなく、別個のものとして意図的に使い分けて
いる22。FAO は、予防原則の特徴的な属性は、損害に関する確実性が欠如する場合でさえ、原因
と結果の関係についての完全に科学的な証拠を待つことなく行動が要求される点にあるとする。
FAO は、大型遠洋流し網漁業に関する1989年の国連総会決議44／225を、この原則への明示への言
及を欠くにもかかわらず、予防原則のラディカルな適用例だとみなすのである23。同決議は、1992
年6月30日までのモラトリアムがすべての流し網漁業について課せられるべきだと勧告した。しか
し、FAO は、漁業における誤った管理が人間の将来を脅かすということは起こりにくく、予防原
則のこうしたラディカルな解釈が正当化されることは稀であるとする。そこで、リオ宣言及びア
ジェンダ21（海洋の保護に関する第17章）は、予防原則それ自体ではなく、予防的アプローチにつ
いての必要性に言及したとの見方を FAO は採用している24。つまり、予防的アプローチは、予防
原則とは異なり、必ずしもモラトリアムを要求するものではないというのである。科学的証拠がな
い場合に、規制のない漁業は過剰漁獲に陥りやすいので、予防的アプローチでは、よりよい証拠が
入手可能になるまで、疑わしい場合には、漁獲を制限するために「注意しすぎる」ほどの水準で漁
獲可能量（TACs）を設定する必要があるというのである。
　予防原則のもう1つの特徴は挙証責任の転換である。予防原則では、生態系から利益を受ける者
に対して、「深刻かつ不可逆的な」影響に導かないことを証明する責任を課している。すなわち、
立証責任の転換である。たとえば、EEC 理事会規則345／92の9条⒜は、流し網の使用及び長さに
ついて、「生態学的な危険の不存在を証明する科学的証拠によって、漁具の使用延長を決定しない
限り、〔流し網の使用は〕1993年12月31日までに終了するものとする」と規定した。このように、
予防原則による立証責任の転換によって、別段の証明がない限り、ある漁獲技術が有害であるとみ
なされるということになる。しかし、FAO は、予防的アプローチに従って、資源の状況及び危機
の水準、共同体の社会経済的費用に妥当な考慮を払って、暫定的予防措置がとられるべきだと考え
る。ある漁獲技術の禁止は、資源又は共同体への不可逆的損害の危険が高いときにのみ正当化され
る極端な措置であるというのである。地球環境に対する不可逆的な損害を防止しようとする予防
原則と、経済種である魚類の持続的な漁業のための予防的アプローチは、前者が「保護のための予
防」であるのに対して、後者は「利用のための予防」であり、その点において FAO が強調点を置
く相違はそれなりに意味があると思われる25。
　また、地球環境分野の問題とは異なり、漁業の分野ではそれなりに科学的知見の集積があり、現
に、予防的アプローチを採用した国連公海漁業実施協定の第6条7項は、自然現象がストラドリン
グ魚種や高度回遊性魚種の資源状況に著しい悪影響を及ぼす場合にとられる緊急の保存管理措置で
すら、最良の科学的証拠に基づくことを求めており、漁業管理における予防的アプローチの適用は
科学的証拠に基づきこそすれ、決してそれを無視するものではないといえる。しかし、こうした漁
業以外の分野、たとえば海洋環境の保護・保全の分野では予防原則へ依拠する傾向が強いといえよ
う。
　すなわち、同じ海洋法の分野においても、放射性廃棄物の海洋投棄といった問題には厳格な「予
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防原則」の適用が望ましく、漁業管理の問題には「予防的アプローチ」が望ましいというのであ
る26。もっとも、両者の実質的な相違は明確ではないという見解もある。強いて原則とアプローチ
を区別しようとすれば、「原則」は考慮されるべき関連要因を明らかにするものと説明され、かつ
政策決定にあたって重要性を加えるものであるのに対して、「アプローチ」は政策決定者によって
取られるべき態度を述べることを意図するにすぎないと説明する論者もいる27。なお、みなみまぐ
ろ事件における国際海洋法裁判所の仮保全措置命令において、裁判所が調査漁獲を禁じた根拠とし
て予防的アプローチが適用されたとの評価を下す者もいるが28、仮保全措置そのものが本質的に予
防の要素を内在しており、その仮保全措置に関する海洋法条約第290条1項の要件―「紛争当事者
のそれぞれの権利を保全し又は海洋環境に対して生ずる重大な害を防止するため」―に従って決定
されたとみるのが素直な解釈であろう29。

⑵　生態系アプローチ

　生態系アプローチとは、「特定の、捕獲されるか又は他の種のみに焦点を当てるのではなく、す
べての生物、非生物的特徴及び海洋環境における相互依存関係を含む」ものであり、陸上起源の汚
染、外来生物の移入などの様々な要素を考慮した上で、生態系全体の維持管理を行おうという考え
方である30。海洋法条約全320カ条の中で、「生態系」という用語が用いられているのは、わずかに
第194条5項（「希少又はぜい弱な生態系」）があるのみである。「生物の多様性の保全のための基本
的な要件は、生態系及び自然の生息地の生息区域内保全並びに存続可能な種の個体群の自然の生息
環境における維持及び回復であることに留意し」（前文）と述べて、生態系アプローチを強調する
生物多様性条約（1992年）の10年前に締結された条約という時代的背景がそこにあるように思われ
る。
　このアプローチは生態系全体に着目するのであるから、当然のことながら国家管轄権を規制概
念として用いることは困難となる。この概念に基づけば、国家管轄権の中でとられる措置と国家管
轄権の外でとられる措置は一貫している、すなわち、compatible なものでなければならないとさ
れる。海洋法条約の実施協定であり、生物多様性条約の3年後に締結された国連公海漁業実施協定

（1995年）ではこのアプローチが採用されている。すなわち、EEZ は人類が人為的に設定したもの
であるがゆえに、実施協定では、その規律対象であるストラドリング魚類資源と高度回遊性魚類資
源につき、保存管理の実効性確保のために保存管理措置の一貫性を求める第7条が設けられてい
る31。
　沿岸国が、自らの管轄権を超える、たとえば公海での海洋保護区の設定の立法管轄権の根拠と
して、このアプローチを用いることは容易に推定できる。しかし、マグロに代表されるように、こ
うしたストラドリング魚類資源や高度回遊性魚類資源は経済種としてそれなりの科学的知見の集積
があるとしても、その他のものについては、科学的知見の確実性、曖昧性、概念の不明確性などが
あり、国連公海漁業実施協定の附属書Ⅱにある保存・限界基準値（資源が最大持続生産量を実現で
きる限界内に漁獲を抑制すること意図する基準）と管理・目的基準値（資源を事前に合意された予
防のための基準値（precautionary reference point）と合致する水準に維持し回復させるという管
理目標を意図する基準）を設定することは極めて困難である。さらに、この生態系アプローチの概
念は、周辺の海洋環境への影響や、様々な要素を考慮した複合的なアプローチのために、これに基
づいた規制を行うとなると、その実現可能性の点でも問題が生じる。そもそも、生物多様性におけ
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る、生態系の「一体性」については、沿岸国管轄権内の生態系と管轄権外の生態系が「一体性」を
構成しているかどうかの判断に関する科学的証拠についても、議論の余地がありうるからである。
逆にいえば、こうした生態系アプローチは、「一体性」に関する科学的基準の不明確性から、科学
的立証を要しない予防原則に結びつきやすいといえる。しかしながら、国連海洋法条約後、海洋環
境の保護・保全に対する関心、生物資源の保全に対する関心は飛躍的高まってきたことはたしかで
ある。
　そうした動きは、船舶の航行の自由についての新たな規制形態の登場という形で生じている。次
にこうした動きについて検討してみよう。

４　IMOにおける「特別敏感水域」（Particular Sensitive Sea Areas）

  船舶航行の安全確保や船舶起因の海洋汚染防止という任務を有する IMO（国際海事機関）におい
て、「特別敏感水域」の概念が提唱されたのは1978年であるが、制度化が始まったのは1990年代で
ある。そこには、海洋環境の保護を活動の大きな柱に据えた IMO の現状がある。実際、1974年の

「海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS 条約）」に基づく船舶の航路指定に際して、
最新の第 V 章第10規則（V／10）において、「船舶の航路指定制度は、海上における人命の安全、航
行の安全及び効率、海洋環境の保護に寄与する」（第1項）と当初なかった「海洋環境の保護」へ
の言及が1990年代以降明記されるようになったし、環境問題を扱う海洋環境保護委員会（MEPC）
の活動も活発になってきた。
　こうした中で、IMO は、1980年代以降、MARPOL73／78条約（船舶による汚染防止条約）に
基づく特別海域と、独自の基準に基づく特別敏感水域（PSSAs）の指定のための指針づくりを進
めてきた。1991年に決議 A.720（17）を採択し、初めての指針を採択し、1999年の決議 A.885（21）
において、指針の改定を行い、2001年の決議 A.927（22）によって、これらの2つの決議を統合
し、MARPOL 条約に基づく「特別海域」と、「特別敏感水域（PSSA）」指定のための新しい指針

（「MARPOL条約に基づく特別海域の指定のための指針及びPSSAの特定及び指定のための指針」）
を採択した32。
　同決議によれば、「特別海域」とは、「海洋学上、生態学上の条件並びに交通の特別の事情に関連
して認められた技術的理由のゆえに、油、有害液体物質または廃棄物からの海洋汚染を防止するた
め、特別の義務的な方法を採択することが求められている海域をいう」と定義される。たとえば、
油による汚染防止規制を定めた附属書Ⅰでは、油性廃棄物の排出について厳しい規制のもとにおか
れると指定されているのは、地中海、バルト海、黒海、紅海、湾岸地域、アデン海、南極地域、北
西欧州水域である。また、有害液体物質による汚染防止規制を定めた附属書Ⅱによって、タンク洗
浄及び残滓排出手続について厳しい規制のもとにおかれている海域は、バルト海、黒海、南極地域
である。廃物による汚染防止規制を定めた附属書Ⅴによって、廃物処分に関する厳しい規制のもと
におかれている海域は、地中海、バルト海、黒海、紅海、湾岸地域、北海、南極地域（南緯60度以
南）、メキシコ湾とカリブ海を含むカリブ地域といった具合である。
　他方、「特別敏感水域（PSSA）」とは「承認された生態学的、社会経済的もしくは科学的な理由
により、また、国際的海運活動によって損害を受けやすいという理由により、IMO の行動を通じ
て特別の保護を必要としている区域をいう」と定義される33。IMO は、この PSSA 設定の認定基準
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について、所与の区域が、①指定に定められる基準（生態学的基準、社会的、文化的及び経済的基
準、科学的及び教育的基準）のうち、少なくとも一つに合致すること（2001年指針第4項）、②国
際海運活動からの脅威に晒されていること（同第5項）、③提案されている関連保護措置（APM）
が IMO の権限内にあること（同第6項）を要件としている。さらに、これらの3つに加えて、船
舶交通の特徴及び自然的諸要因も考慮に入れることとしている34。関連保護措置には、航路指定に
とどまらず、通報制度、義務的水先案内、排出規制などがある。こうした基準や考慮に基づき、現
在までに、IMO は10の PSSA を認定している。なお、前述したように、PSSA は IMO の指針に基
づくものであり、厳密な意味では法的拘束力はない。しかし、ひとたび指定されれば、国際水路機
関（IHO）によって海図に記載され、旗国は自国の船舶が保護措置を遵守するよう確保する責任を
もつことになる35。
　現在、PSSA として指定されているのは、①グレートバリアリーフ（オーストラリア）、1990年
に指定され、関連保護措置として義務的水先案内人、義務的通報が課されている。オーストラリ
アは、1991年に国内法の改正を行い、義務的水先案内の不遵守に罰金刑を科しており、これにより
水先案内人の採用率は100％になったといわれている。②サバナ・カマゲイ群島（キューバ）、1997
年に指定され、関連保護措置として分離通航方式、避航水域、排出の禁止が課されている。③マ
ルベロ島（コロンビア）、2002年に指定され、関連保護措置として避航水域が課されている。④フ
ロリダ・キース周辺（米国）、2002年に指定され、4つの避航水域、3つの義務的投錨禁止区域が
課されている。⑤ワッデン海（デンマーク、ドイツ、オランダ）はいずれも内水であると同時に
MARPOL 条約の特別海域であるが、2002年に PSSA に指定され、関連保護措置として、義務的通
報、航路指定制度が課されている。⑥パラカス国立保護区（ペルー）は、2003年に指定され、関連
保護措置として、避航水域が課されている。⑦西欧（ベルギー、フランス、アイルランド、ポルト
ガル、スペイン、英国）PSSA は、2004年に指定され、重油燃料を輸送するシングルハルタンカー
に48時間前の通報義務を課している。こうした広大な海域を PSSA に指定したのは、2002年11月
13日に発生したバハマ船籍・プレスティージ号のスペイン沖での事故であった。事故を起こしたプ
レスティージ号は、シングルハル（一重船殻構造）タンカーの老朽船（船齢26年）で、当時、世界
には7,320隻のタンカーが存在し、その72％（5,243隻）がシングルハルタンカーという状況であっ
たが、本船は MARPOL73／78条約附属書Ⅰにより2005年3月11日に解体の運命にあった船舶であ
り、この事故により、2万トンの重油が流出する事故が発生した。事故後、ＥＵは、シングルハル
タンカーのフェイズアウトの前倒しを提案した。また、シングルハルタンカーによる重質油の輸送
の禁止を提案したが、領海における無害通航権や EEZ における航行の自由との関係もあり、事前
の通報義務という保護措置の採用で落ち着いた。⑧カナリア諸島（スペイン）は、2005年に指定さ
れ、5か所の避航水域、2か所の勧告的水路及び義務的通報が関連保護措置として採択された。⑨
バルト海域（デンマーク、エストニア、フィンランド、ドイツ、ラトビア、リトアニア、ポーラン
ド、スペイン）も同じく2005年に PSSA に指定され、既存の航路指定に避航水域や水先案内制度
などが追加された。最後に、⑩ガラパゴス諸島（エクアドル）も2005年に PSSA に指定され、関
連保護措置として避航水域が設けられた36。これら10の区域は、単に沿岸国の国内法令によって一
方的に特別の保護区とされているのではなく、IMO という国際機関による認定を受けて、一定の
保護措置がとられている点に特徴がある。
　このように IMO は、海洋生態系の保護と商業海運の利害の均衡をはかりながら、PSSA という
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制度を発展させている。ただ、これらの事例から明らかなように、PSSA はいずれも欧米諸国か中
南米諸国の周辺海域に設定されており、生物多様性の面から重要な地域とされるアジア海域には設
定されていないのが特徴である。ちなみに、PSSA を指定する提案は、IMO の加盟国政府が海洋
環境保護委員会（MEPC）に提出し、MEPC が指針に照らして審査し、関連保護措置については
海上安全委員会（MSC）や航行小委員会（NAV）で、法的問題については法律委員会（LEG）で
審査し、最終的に MEPC が承認して総会決議で告示され、正式に海図に記載されるという手続が
とられている。海図上に特定されることは、船員への周知という意味ではきわめて効果的であろう。
こうした PSSA がアジア海域に少ない理由は、IMO の加盟国であるアジア各国がその設定に積極
的姿勢を示していないからであると思われる。逆にいえば、今後は、日本の海運業界にとって影響
を与えかねない PSSA が生まれる余地があるともいえるのである。
　最近では、こうした国際機関を経ることなく、沿岸国が単独で又は協定によって、公海上で
MPA を設定する事例がみられる。次にこうした事例について考えてみよう。

5　海洋保護区̶公海上での海洋保護区の設定は可能か

　MPA を公海上に設定すべきという主張は、1991年にアメリカの国家海洋大気局（NOAA）の海
洋学者 Sylvia Earle がハワイで開催された Wild Ocean Reserve に関する会議で、国家管轄権の限
界を超える海洋が汚染と乱開発のために深刻な脅威に直面していると警告したことを受けて、同会
議で、海洋の生態系と多様な資源の将来にわたる持続可能性を確保するために、公海上に MPA を
設定する必要があるとの決議が採択されたことに端を発するといわれる37。海洋の生態系の保護の
観点から MPA の議論が提起されたことは注目に値しよう。
　実際、1999年、フランス、イタリア、モナコの三国は、「地中海における海産哺乳動物の保護区
の設定に関する協定」により MPA を公海に設定した。同協定は、2002年2月に発効した。これら
3国は地中海では EEZ を設定していないので、領海の外は直接公海であるが、同条約第3条は、

「保護区は、フランス共和国、イタリア共和国及びモナコ公国の内水と領海、並びに、隣接する公
海の部分に位置する海洋区域で構成される」と規定する。この協定の保護対象が鯨という、IWC
で商業捕鯨モラトリアムが続いている特定の資源であることも手伝い、特に大きな問題になってい
ないが、本協定は、はたして公海上で国家は MPA を設定できるのかという海洋法上の問題を提起
した。さらに、同条約第14条2項は、「各締約国は、自国の旗を掲げる船舶に関して並びに国際法
の規則に定められる限度内で、第三国の旗を掲げる船舶に関して、本協定の規定の適用を確保する
権限を有する」と規定し、第三国の航行の自由に規制を加える姿勢を見せているからなおさらであ
る38。なお、締約国は、予防原則に従って本協定の内容を完全なものとするという宣言を行ってい
る。
　すでに、この問題は前述の田中教授によって詳細な検討がなされているが、それを紹介するとと
もに若干の私見を加えたい。田中教授によれば、公海上の MPA の設定をめぐる法的議論としては、
大別して次の3つがあるとされる39。

⑴　合法論

　MPA に関する国際会議で、公海上での MPA の設定に関しては、現行国際法の下でも適法であ
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ると主張したのがイタリア代表であった。しかし、MPA が公海上に設定された場合、条約の締約
国によって執られる保護措置が、条約の非締約国にも適用されるかどうかという問題が生ずる。条
約と第三国の法理に従えば、条約は第三国の権利や義務を創設せず、締約国の間でのみ有効である。
しかし、合法論者は、MPA については次の考慮が必要であるとする。根拠とされたのは、

①　すべての国は、脆弱な生態系を保護する義務を負っており、この義務は、海洋法条約第194
条5項̶「この部の規定によりとる措置には、希少又はぜい弱な生態系及び減少しており、脅
威にさらされており又は絶滅のおそれのある種その他の海洋生物の生息地を保護し保全するた
めに必要な措置を定める」―に反映されている。この規定が公海上での MPA 設定の根拠とな
り得るというのである。

②　第三国との関係について協力要請する規定がみられる。たとえば、1995年のバルセロナ議定
書は、その第28条で、締約国は、議定書の締約国でない国及び国際機関に対して、議定書の実
施に関して協力を要請する旨を規定している、

　というのである。もっとも協力要請はあくまで要請であり、第三国による保護措置の遵守の根拠
とはなりえないと思われる。たしかに、レジームの実効性確保のために最近では第三国との関係に
言及する条約があるが、国連公海漁業実施協定第33条2項の「締約国は、非締約国を旗国とする漁
船がこの協定の効果的な実施を損なう活動を行うことを抑止するため、この協定及び国際法に適合
する措置をとる」と規定されているように、あくまで「国際法に適合する措置」しか執りえないこ
とに留意すべきであろう。さらに、合法論者は、

③　伝統的な公海自由の原則が障害になると考えるのは誤りである。航行の自由さらに他の国際
的に認められた海洋の利用は、依然として考慮されるべき重要な要素であるが、海洋利用の自
由は、海洋法条約に反映されている他の利益、とりわけ、国家管轄権の限界を超える海洋環境
のように、国際社会全体に帰属する利益とバランスさせて、かつ調和させて行使するようにし
なければならない、と主張する。

　海洋法条約は船舶の航行利益の重視に傾きすぎているとの批判が含意されている。

⑵　違法論

　これに対し、違法論を展開したノルウェー代表は、
①　海洋環境を保護し、公海の脆弱な生態系を保護するための努力は、現行国際法上の様々な義

務との調和をはかりながら進めるべきである。生物多様性条約第8条や第2条にいう「保護地
域」と海洋法条約第211条6項⒜でいう「明確に限定された特定の水域」とは同じものではな
い40。現に、生物多様性条約第22条2項は、「締約国は、海洋環境に関しては、海洋法に基づ
く国家の権利及び義務に適合するようこの条約を実施する」と規定し、海洋法条約に抵触して
はならないと明記している。

②　公海における MPA の設定は、公海に対する主権主張の禁止を定めた海洋法条約第89条や、
深海底資源に対する主権や専有の禁止を定めた第137条3項に抵触する。

③　生物多様性条約の適用範囲は、第4条⒜で「生物の多様性の構成要素については、自国の管
轄の下にある区域」に限られており、「保護地域」を公海上に設定できない、

というのである。これに対して、第3の立場というか、公海上での MPA の設定が現段階では国際
法に適法か違法かとはいえないというオランダの立場がある。さらなる検討が必要だという立場で
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ある。田中教授は、こうした立場につき立法課題論という用語を冠している。

⑶　立法課題論

　オランダ代表は、
①　適用可能な国際法上の原則がないわけではない。たとえば、海洋法条約第192条は、「一般的

な義務」として、「いずれの国も、海洋環境を保護し及び保全する義務を有する」と規定して
いる。また、「海洋環境の汚染を防止し、軽減し及び規制するための措置」について定める前
述の第194条5項の規定がある。さらに、「生物資源の保存及び管理における国の間の協力」を
定める第118条の規定や、「世界的又は地域的基礎における協力」を求める第197条の規定も、
この問題に関係する規定だと見る。さらに、国連公海漁業実施協定に目を転じて、

②　同協定は、公海の脆弱な生態系を漁業活動から保護する上で重要な役割を果たしえるものと
いえる。予防原則をはじめとする環境保護に関する一般原則を含め、高度回遊性魚種の保存と
管理のための規則を整備した協定として重要である。

③　また、法的拘束力はないが、たとえば、責任ある漁業に関する行動綱領、IUU 漁業の防止
と撤廃に関する国際行動計画など、FAO の作業に基づく国際文書もある。

④　さらに生物多様性条約第14条⒟で、締約国は、「自国の管轄又は管理の下で生ずる急迫した
又は重大な危険又は損害が他国の管轄の下にある区域又はいずれの国の管轄にも属さない区域
における生物の多様性に及ぶ場合には、このような危険又は損害を防止し又は最小にするため
の行動を開始すること」を求められている、というのである。

　容易に答がでる問題ではないが、田中教授の次のような指摘は傾聴に値しよう。すなわち、「今
後において重要なのは、一般国際法として確立している公海自由の原則の制約になるから、MPA
の設定はそもそも根拠がないと断定するのではなく、MPA の設定に一定の科学的な根拠が見い出
せるとするならば、従来公海で認められてきた自由を諸国の同意を得ながらどういう形で修正する
か、また同時に、公海ですべての国になお正当と認められる自由と権利をどのように維持・保障す
るか、こういった点の検討を深めることではないかと思われる41」というのである。
　提示されているのは、海洋法条約締結後の国際法の発展―とりわけ、環境法の分野の発展―をど
う取り入れ、一方で伝統的に確立している航行の自由と、他方で新たに成立した環境・生物資源の
保全のための国際法規則との調和をいかにはかるかという問題であるように思われる。ただし、田
中教授の「MPA の設定に一定の科学的な根拠が見い出せるとするならば」という表現を見る限り
では、田中教授は成立した新たな国際法規則のうち予防原則の適用には慎重な姿勢のようにも思わ
れる。西村教授によって指摘されているように、環境分野にみられる「保護のための予防」と漁業
分野にみられる「利用のための予防」のように、一口に予防原則あるいは予防的アプローチといっ
ても、「予防」の目的が異なっており、文脈を失わない態度が望まれる。当然のことながら、海洋
の秩序を定めているのは海洋法条約であり、このことはその後に締結された環境条約、たとえば
1989年の有害廃棄物規制バーゼル条約第4条12項―「この条約のいかなる規定も、国際法に従って
確立している領海に対する国の主権、国際法に従い排他的経済水域及び大陸棚において国が有する
主権的権利及び管轄権並びに国際法に定められ及び関連する国際文書に反映されている航行上の権
利及び自由をすべての国の船舶及び航空機が行使することに何ら影響を及ぼすものではない」―や
1992年の生物多様性条約第22条2項―「締約国は、海洋環境に関しては、海洋法に基づく国家の権
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利及び義務に適合するようこの条約を実施する」―によっても十分に認識されている。しかし、予
防的アプローチを採用した国連公海漁業実施協定（1995年）からも明らかなように、海洋法もまた
国際環境法の発展の影響から超然とすることはできない。さらに、人類の漁獲能力が魚類の再生産
能力を上回ったり、人類の対処能力を上回る大規模海洋災害の発生の恐れという現状にあっては、
海洋の国際秩序が「『自由』から『規制』へと動いている42」（田中教授）のもまた事実である。航
行の自由が国際公益であると同時に、環境・生物資源の保全もまた国際公益であり、一方に偏した
解釈や運用が摩擦を生むであろうことは容易に想像できる。その意味で、MPA の評価にあたって、
この両者の均衡をとるような調和的解釈態度が望まれるのである。

6　おわりに

　以上のように、新たな海洋管理の手法としての MPA に対する関心は日増しに高まっている。す
でに世界には1,000を超える MPA が設定されているという事実が、それを物語っている。海洋法
条約は、第1条4項で、「海洋環境の汚染」を、「人間による海洋環境への物質又はエネルギーの直
接的又は間接的な導入であって、生物資源又は海洋生物に対する害（一部省略）をもたらし又はも
たらすおそれのあるものをいう」と定義するのみで、海洋生態系に対する影響については何ら明示
の言及を行っていない。また、MPA が採用する「場所本位（place based）のアプローチ」につい
ても、わずかに、前述した第211条6項と氷に覆われた水域に関する第234条で採用するのみであっ
た。しかし、同条約締結後に、「持続可能な発展（sustainable development）」という概念を採用
した「環境と発展に関するリオ宣言」（1992年）の採択、生態系アプローチや生態区域アプローチ
を採用した生物多様性条約（1992年）の締結及び1995年の「予防的アプローチ」を採用した国連
公海漁業実施協定の締結という事象に加え、「予防原則」という新しい法概念が生まれ、それらは
MPA や PSSA という環境・生物資源の保全のための新たな制度の構築を促した。
　田中教授は、MPA の法的基礎は、IUCN が1962年の第1回世界公園会議で提示した保護の対象
とする区域と生物を特定するという視点であり、これ以降、こうした視点が条約にも取り入れら
れ、湿地を保護区として登録するラムサール条約（1971年）に対して MPA の原型という位置づけ
を与えることも可能だとする。また、1972年のユネスコ世界遺産保護条約（世界の文化遺産及び自
然遺産の保護に関する条約）もその延長線上に位置づけることができるというのである。そして、
2002年の持続可能な発展に関する世界サミット（WSSD）は、その実施計画において、「アジェン
ダ21の第17章に従って、関連する国際文書に相当な注意を払いながら、すべてのレベルにおける活
動を通して、海洋の保存と管理を促進し、⒞生態系アプローチを含む多様なアプローチや手法を発
展させ、かつかかる手法を促進し、国際法に従いかつ科学的情報に基づいた MPA を2012年までに
設定すること（一部省略）43」を掲げている。このように、今後、MPA の設定は増えこそすれ、減
ることはないであろう。日本自身が MPA を設定する場合には、海洋法条約が定める国際法規則に
適合するよう配慮することは当然として、諸外国の MPA の設定や運営において、日本船舶の航行
の権利や自由に対する行き過ぎた干渉が行われることのないように各国の動向に注意を払う必要が
あろう。
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［注］
 1  同じく、東シナ海のガス田問題をにらんで、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法

律が同日施行された。同法は、①天然資源の探査、開発、保存及び管理、人工島、施設及び構築
物の設置、建設、運用及び利用、海洋環境の保護及び保全並びに海洋の科学的調査、②経済的な
目的で行われる探査及び開発のための活動、③大陸棚の掘削、という「特定行為」に係る工作物
等について、国連海洋法条約第60条4項にいう安全水域を設定すること（第2条）を規定すると
ともに、国土交通大臣の許可なく安全水域に入域した者や許可条件に違反した者は、1年以下の
懲役又は50万円以下の罰金に処すること（第7条）を規定した。

 2  http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/apec/2002/kaiyo_enz.html.　水産庁は、MPA を、漁業
活動事態を否定しかねない主張になりうるとして警戒感を示している。水産庁『我が国の水産外
交について』（2003年5月）14頁。

 3  第3次海洋法会議では、排他的経済水域による資源の囲い込みや深海底資源の開発のための国
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海洋調査に対する沿岸国管轄権

上智大学教授　西　村　　　弓

ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ

　国連海洋法条約（以下、「海洋法条約」）上、他国の領海において「調査活動又は測量活動」を
行えば、船舶は航行の無害性を否定される。また、排他的経済水域（以下、「EEZ」）・大陸棚にお
いては、沿岸国は資源探査について主権的権利を、海洋の科学的調査について一定の管轄権を有
する。したがって、船舶は、外国の領海において調査・測量活動を行うことはできない。EEZ・大
陸棚においても、沿岸国の裁量によって与えられる許可を得ずして資源探査活動をなすことはでき
ず、また「通常の場合は」沿岸国から同意を得られることを予定しているにせよ、科学的調査を行
う際にもまた沿岸国の同意を得なければならない。しかしながら、外国の海洋調査船が、日本の
EEZ・大陸棚において、また、稀には領海内において、事前の申請なしに調査活動に従事し、ある
いは事前申請の内容と異なる調査を行う事案が存在する1。これらの「特異行動」を行う外国船舶
を発見した場合には、どのような規制をすることが可能か。また、当該規制に基づく法執行を行う
場合にはいかなる留意が必要か。これらの点について整理することが本稿の目的である。
　なお、日本が直面する海洋調査問題の中には、EEZ や大陸棚の境界が関係国間で画定されてい
ない係争海域における調査をめぐる争点もあるが、境界未画定海域における海洋調査の是非や管轄
権行使のあり方は、固有の問題点を含むので本稿では扱わない。一方で、科学的調査の実績は調査
海域における権原に影響しないが（海洋法条約241条；以下、とくに断らない限り参照条文は海洋
法条約のもの）、境界未画定海域における海洋調査の実施やこれに付随する海洋汚染等が相手国に
いかなる意味で権利侵害をもたらすといえるのかは、海洋法条約74条3項や83条3項の解釈問題とな
ろう2。

1．海洋法条約における海洋調査規制の枠組み

　沿岸国による海洋調査規制権限とその限界について検討する前提として、海洋法上、海洋調査と
はいかなるものか、これに対してどのような法制度が想定されているかを確認する必要がある。

⑴　海洋調査の類型

　海洋調査の類型について、後に詳しくみるように、日本の国内法令は、海洋法条約第13部の対象
となる「科学的調査」と、沿岸国の主権的権利とされる「資源探査」を区別して把握するが、さら
に、軍事調査、水路調査等がその他の調査類型としてこれらと法的に区別されるかが問題となる。
海洋法条約は、領海において「調査活動又は測量活動（research or survey activities）」を行う船
舶は航行の無害性を否定されるとし（19条2項⒥）、国際海峡を通航するに際しても沿岸国の同意
なしにこれら活動に従事してはならないと規定する（40条）。また、沿岸国は「海洋の科学的調査
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及び水路調査（marine scientific research and hydrographic surveys）」について無害通航に係る
法令を制定する権限を有するとして、科学的調査と並べて「水路測量」を併記している（21条1項
⒢。これらの規定振りからは、測量や水路調査が科学的調査とは別のカテゴリーとして想定されて
おり、かつ条約第13部においては「測量」「水路調査」に関する言及が存在しないことから、科学
的調査と区別される測量活動については、第13部の規定は適用されないのではないかが問題となる
のである。もっとも、航路や天候等に関する航行に不可欠な情報の確認のために航行に付随して行
われる調査は、領海における無害通航権あるいは公海における航行の自由に内在する活動として認
められよう。問題は、これら通常の航行に不可欠な情報収集に該当しない調査活動であり、具体的
にはとりわけ軍事調査の可否が争点となっている。
　この点につき、領海においては、上記の通り測量や水路調査は無害通航とみなされず、沿岸国の
立法管轄権が及ぶ。
　他方、EEZ・大陸棚における調査については、これら海域の軍事的利用の問題に関して海洋法会
議において突き詰めた議論がなされなかったこともあり、条約締結後の国家実行を参照する必要
がある。この点、英米は、軍事調査は科学的調査に該当せず、沿岸国の管轄権に服しないとする
解釈を採用しており、海洋先進国は少なくともこれに反対する立場を明白にはとっていないことが
指摘されている3。たとえば、1994年、自国の EEZ 内で調査活動を行っている米国軍艦を発見した
スウェーデン沿岸警備隊は、許可を得ずに科学的調査を行っているのではないかと米軍艦に対して
質問したが、軍艦側はこれを否定し、海流についての軍事的測量を行っているのであって、軍艦と
しての地位が活動の軍事的性質を示していると回答した4。両国は外交レベルで協議を行い、本件
における活動は科学的調査とはみなされないため沿岸国に対する事前申請の必要はないという結論
に至っている5。また、2001年には、米国海軍補助艦が韓国 EEZ 内で韓国海軍巡視船に発見された
が、韓国政府による照会に対してソウルの米大使館は、軍事調査を実施していると回答するととも
に、慣習法及びこれを反映した海洋法条約上、科学的調査については沿岸国に対する事前申請が要
請されるが、軍事調査は航行の自由に含まれる別個のカテゴリーの活動であり、米国はすでに85カ
国の EEZ において軍事調査を行っていると付言した6。
　もっとも、EEZ における軍事調査については沿岸国の同意が不要であるという見解は、すべて
の国によって共有されているわけではない。「あらゆる種類の調査」（イラン）7、「あらゆる調査」（ガ
イアナ）8について沿岸国の同意を求めるというかたちで、同意が不要な調査類型を認めない包括的
な立法を行っている国も存在する。また、中国は、軍事調査が同意要件において科学的調査から区
別されることを明確に否定し、主管機関による同意を要求する9。実際に、米軍艦が実施した軍事
調査に対して、中国、インドは抗議を行っている10。
　このように見解の相違はあるものの、この点について軍事調査の自由を否定する根拠は存在する
だろうか。軍事目的の調査であっても海底地形、海流、海水温度等の具体的調査内容は科学的調査
と重なりうるために区別し得ないことが指摘される。しかしながら、調査態様において区別しがた
いことが軍事調査を否定する結論に必然的に結びつくか否かはおくとしても、EEZ・大陸棚におけ
る科学的調査について沿岸国の同意が求められる中心的な理由は、調査とその結果の公表が資源情
報に対する沿岸国の排他的権利を害する危険性にあった11。この点、軍事調査は、その性質上、調
査結果を公表せずに秘匿するため、資源情報に対する沿岸国の排他的権利を害する危険性を内包し
ない12。2002年に実施された中国 EEZ における軍事調査に関連して、米国務省スポークスマンが、
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軍事調査は沿岸国の経済的利益に悪影響を与えないと発言していることもこの文脈で捉えることが
できる13。
　以上から、軍事調査は条約第13部の規制対象外と考えられる。そうであるとして、軍事調査に対
する沿岸国の規制権限はどのように理解されるだろうか。そもそも海洋の平和的利用原則（301条）
から軍事目的の利用は禁止されるという見解があるが、同原則は国連憲章2条4項に反する利用を
禁止する趣旨と理解するのが通説であり、調査を禁ずる根拠とはなりえない。また、安全保障上の
懸念に関しては、EEZ、大陸棚における科学的調査に関する裁量的拒否事由として沿岸国の安全を
含めることには強い反対があり採用されなかったこと14、接続水域についてさえ安全保障を理由と
する規制は条約上認められておらず、そもそもこれら海域においては沿岸国管轄権が及ぶ事項と考
えられていないことに鑑みれば、この観点から沿岸国の同意を要求する主張の根拠は乏しいと考え
られる。したがって、以下では、EEZ・大陸棚における調査活動に関しては軍事調査を除外して、
資源探査及び科学的調査に対する規制のあり方について考察する。

⑵　海洋調査規制の枠組み

ア　領海
　領海において、沿岸国は、同意を得ず、あるいは条件に反した調査を行う外国船舶に対し
て、法令を策定して適用することができる（21条⒢）。領海において調査活動又は測量活動を
行う船舶は、無害でない通航を行うものであり（19条2項⒥）、保護権行使の対象となる（25
条1項）。19条2項⒥にいう「調査活動又は測量活動」は、広く種々の海洋調査を含む包括的
概念であると考えられるので、科学的調査、資源探査、軍事調査など一切の調査について妥当
することになる。また、仮に、同号でカバーしえない海洋調査がありうるとしても、航行に直
接の関係を有しない活動であれば同様に扱われる（19条2項⒧）。したがって、領海内で行われ
る海洋調査に対しては、当該調査が外国の公船によって行われる場合にいかなる対処が可能か
という後述する問題は生じうるものの、領海内における海洋調査について沿岸国が規制権限を
有することについては異論がない。海洋調査をめぐって法的問題が生じうるとすれば、それは
もっぱら他国の EEZ もしくは大陸棚における海洋調査に関わるものとなる。

イ　EEZ・大陸棚
　EEZ・大陸棚における資源探査について、沿岸国は主権的権利を持つ（56条、77条）。生物
資源については、漁獲可能量の余剰分について他国による漁獲を認めるものとされるが（62条
2項）、可能量の決定じたいは沿岸国の裁量に任されており、余剰分についていずれの国の漁
船にいかなる条件での漁獲を認めるかについても広範な裁量権を有している。鉱物資源に対す
る主権的権利も、沿岸国が探査開発活動を実施しない場合においても、当該沿岸国の明示の同
意なしには他国船舶は探査開発をなしえないという意味において排他的な性格を有する（77条
2項）。こうした主権的権利の性質を前提として、執行・司法管轄権の行使についても、生物
資源については、身体刑が禁止される（73条3項）という条件は付されているものの可能であ
る。
　他方、「海洋の科学的調査」については、海洋法条約第13部が次のような規律を設けてい
る。すなわち、沿岸国は、EEZ・大陸棚における「科学的調査を規制し、許可し及び実施する
権利を有」し（246条1項）、それらの科学的調査は「沿岸国の同意を得て実施」されるが（同
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2項）、他方で、他国または権限ある国際機関が行う「専ら平和的目的で、かつ、すべての人
類の利益のために海洋環境に関する科学的知識を増進させる目的で実施する海洋の科学的調査
の計画については、通常の状況においては、同意を与える」こととし（同3項）、沿岸国の裁
量によって同意を与えないことができる事由を列挙する（同5項）。このように、沿岸国は自
国の EEZ・大陸棚において、他国または権限ある国際機関が行う科学的調査については条約
が枠づける範囲内での裁量権行使によって、また私人が行う科学的調査については自国の完全
な裁量によって管轄権を行使することができる。それは、EEZ や大陸棚における海洋調査が、
科学的見地からは自由に推進すべきものだとしても、沿岸国からみれば、天然資源や海洋環境
に関する主権的権利・管轄権を侵害される危険性を孕むものと捉えられるからである。

2．国内立法の焦点

　以上を前提として、資源探査・科学的調査に対して国内法令を制定する際には、いかなる点に留
意する必要があるだろうか。

⑴　資源探査規制15

　日本の現行国内法令は、資源探査について、「排他的経済水域および大陸棚に関する法律」が、
EEZ 及び大陸棚における「天然資源の探査・開発・保存・管理については、わが国の法令（罰則
を含む）を適用する」とし（3条1項）、「天然資源の探査等に関するわが国公務員の職務の執行お
よびこれを妨げる行為に対しては、わが国の法令（罰則を含む）を適用する」旨を定めている（同
4項）。
　これを受けて、生物資源については、「排他的経済水域における漁業等の主権的権利の行使に
関する法律」が、試験研究等のための水産動植物の採捕（8条）、採捕を伴わない水産動植物の生
息状況の調査たる探査（10条）について、農林大臣の承認制度を設けている。無承認探査に対して
は、1000万円以下の罰金が（18条）、承認に付された制限・条件違反に対しては、50万円以下の罰
金が（19条）それぞれ予定され、罰則をもって担保がなされている。執行については、「漁業法」
において、漁業監督官に検査・質問権限が与えられ（74条3項）、検査・質問の忌避に対しても罰
則が予定される（141条）。また、「排他的経済水域における漁業等の主権的権利の行使に関する法
律施行規則」は、検査・質問のために停船を命令できる旨を定めている（14条）。海洋法条約が沿
岸国に認める権限を行使するために必要な法整備をしたものといえよう。
　他方、鉱物資源については、海底鉱物資源に特化した立法は存在せず、「鉱業法」が適用される
と考えられる。鉱業法においては、法定鉱物に対する支配権を国家に帰属させ、国家が独占的に与
える鉱業権を得た者のみがこれら法定鉱物を採掘しうる制度をとっている（7条）。鉱業権は、試
掘権と採掘権からなる（11条）。「探査」に当たるものとして考え得るのは試掘権の付与（18条）と
鉱業出願人に対する土地立入許可（101条）であるが、試掘権は採掘権の準備段階として位置づけ
られ、試掘権によって鉱物を採掘取得しうるものとされており、資源の採取を伴わない探査活動の
規制を目的としたものではない。試掘権を得ない者による試掘については5年以下の懲役もしくは
50万円以下の罰金が予定されるが（191条）、試掘に至らない探査に対しての規制は予定されていな
い。また、土地立入許可制度は、他人の土地所有権との調整を念頭においたものであり、大陸棚上
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部水域では航行の自由が認められることに鑑みれば、海底鉱物資源探査にはそぐわない。したがっ
て、たとえば、沿岸国の同意を得ずに実施される大陸棚天然資源に関する音響探査は、沿岸国の主
権的権利への侵害の問題を引き起こしうるが16、試掘に至らない音波・音響による探査を取り締る
ことは現行国内法下では不可能である。大陸棚鉱物資源に対する沿岸国としての権利を試掘権の許
可制度によって行使すると位置づけることは一応の対応としては可能だが、海洋資源探査に対応す
る制度としてつくられていない鉱業法スキームで十全な規制を及ぼすことは困難といえる。既存鉱
業法の適用を原則とする場合であっても、海洋資源探査に対応し得る制度を整える必要があると考
えられる。諸外国の法令には、内国鉱業法制の場所的適用範囲の拡大という日本と同じ方法をとり
ながら、海洋鉱物資源探査の特性に合わせた修正が図られているものがある。たとえば、フランス
では、大陸棚資源探査については鉱業法制を主管する鉱業省に加えて他の関係省庁が関与する仕組
みを作り、あるいは探査活動に使用される施設（停泊して探査を行っている場合には船舶もこれに
含めている）はフランス本土に所在するとみなす規定を設けることによって、海洋鉱物資源探査の
規制に必要な補完を行っている17。

⑵　科学的調査規制

　海洋の科学的調査については、日本は法令に基づく規制を行っておらず、「我が国の領海、排他
的経済水域又は大陸棚における外国による科学的調査の取扱いについて」と題するガイドラインを
設けて、他国が日本の EEZ や大陸棚で科学的調査を実施する場合には、外交ルートを通じた調査
計画の提出を求め、それらの調査の可否について個別に判断するという方針をとっている。人類全
体の利益に寄与すべき科学的調査は可能な限り自由に実施されることが望ましく、他方で、仮に調
査が天然資源の探査に及ぶ場合には、前述の既存の国内法の枠内で必要な措置をとりうると判断し
て、海洋法条約批准時には海洋科学調査を規律するための立法を行わなかったためである。また、
日本と中国の間で EEZ・大陸棚の境界が未画定の東シナ海については、2001年に「相手国の（領
海を除く）近海」において科学的調査を行う場合には、2ヶ月前までに調査実施機関の名称、調査
概要、期間、区域についての通報を行う「日中相互事前通報制度」の仕組みを特別に設けた。
　以下では、ガイドラインの内容を確認しつつ、諸外国の関連法令を参考として仮に科学的調査規
制に関して立法を行う際に留意すべき点について検討する。
　立法を考慮する際にとくに注意すべき要素としては、第1に調査実施主体に関してどのように
定めるかという点を挙げることができる。海洋法条約は、「他の国又は権限のある国際機関が…実
施する海洋の科学的調査」については、沿岸国は通常の状況においては同意を与える旨を規定する

（246条3項）。246条1項が科学調査に関する沿岸国管轄権を一般的に認めたうえで、3項は他国ま
たは国際機関による申請については一定の場合に同意を与える義務を沿岸国に課したものと考えれ
ば、外国私人の申請に対しては外交ルートを通さない限り許可付与は沿岸国の裁量ということにな
る。外国政府・国際組織による申請に加えて、外国人・外国法人による申請を成文上想定している
国家には、フランス、ロシア、韓国、中国があるが、いずれの場合も、私人による直接の申請を受
け付けるものではなく、外交ルートを通じた申請を義務づけ、外国国家による申請と手続を一本化
している18。日本の現行ガイドラインも同様である。外国私人が EEZ・大陸棚において行う科学的
調査に対しては、沿岸国として裁量権を行使して管轄権を行使しうるが、当該管轄権を行使するた
めには国内法令の整備が必要である。海上保安庁法第5条は、「法令の海上における励行」を保安庁
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の所掌事務として規定するが、条約は当該規定にいう「法令」に入らないと解釈されており、国内
法令が整備されていない現状において、海洋法条約に直接基づいてその励行を図ることは保安庁の
所掌任務を超えるし、そもそも私人による科学的調査に対する沿岸国管轄権の内容は各国の裁量に
任されており海洋法条約では特定されていないからである。
　第2に、各国の規制内容をみると、申請に対する拒否事由をいかに定めるかが1つの争点となっ
ている。ガイドラインは、専ら平和的かつ人類全体の利益に寄与するものか否かという点、及び
条約246条5項に挙げられた場合に該当するか否かを審査基準としたうえで、246条5項に該当する
場合の裁量行使に際して、申請国においてわが国が実施する同様の調査についての同意との相互
主義を条件とする。諸外国の規制も基本的には条約246条5項に挙げられた事由に準拠するが、中
にはこれを超える規制を試みる国家もある。たとえば、沿岸国の安全保障に影響を及ぼす場合を拒
否事由として挙げている国があるが（大陸棚につきドイツ及びロシア）、起草過程において裁量的
拒否事由に沿岸国の安全を含めることが否定された事情に鑑みれば、条約との整合性は疑わしい。
また、船舶航行施設、航行標識の運用や効率性を阻害する場合、船舶航行を不当に阻害する場合、
ケーブル・パイプラインの敷設・維持・運営を不可避な程度以上に阻害する場合（以上ドイツ）に
申請を拒否するという規制に至っては、そもそも条約上沿岸国に認められた主権的権利・管轄権の
行使に基づく規制といえるか否か検討が必要である。他方、大陸棚に関して、海洋環境・天然資源
の保護条件と抵触する場合、沿岸国の活動を妨げる場合（以上ロシア）、漁業に関する航路帯や空
の利用、海洋の動植物相の漁業及び保存を不当に阻害する場合、海洋学その他の科学的調査を不可
避な程度以上に阻害する場合、海洋汚染が合理的に予見される場合（以上ドイツ）を拒否事由とし
て挙げる国内法令については、沿岸国の主権的権利・管轄権を妨げる調査活動を列挙したものと位
置づけ得る可能性がある。「…海洋の科学的調査の活動は、沿岸国がこの条約に定める主権的権利
及び管轄権を行使して実施する活動を不当に妨げてはならない」という条約規定（246条8項）に
照らして、一定の場合には正当化も可能であると考えられる。
　相互主義の導入については、韓国が、「韓国国民及び国家機関の科学調査を正当な理由なく拒否
した国の国民、国家機関が計画書を提出した場合」を拒否事由に加えていることが注目される。日
本のガイドラインも、前述のように246条5項に該当する場合の裁量行使に際して、申請国におい
て日本が実施する同様の調査についての同意との相互主義を条件とするが、ここでの相互主義は条
約上認められた裁量を行使するか否かの判断にあたって判断基準とされるものである。対して、韓
国法は、裁量的拒否事由にあたらない場合にも相互主義に基づいて申請拒否を行うことを予定して
おり、その是非については検討が必要であろう。
　科学的調査に関する法令を作成する際には、246条5項に列挙された拒否事由にとどめるか、文
言上はこれらに該当しない事由についても含める余地や必要性があるかについて確認する必要があ
る。
　第3に、申請を許可する場合について、調査に付す条件に関して定める立法がある。ガイドライ
ンは、249条に定める事項について必要があれば申請国と外交ルートを通じて調整を図ることとし
ている。249条に挙げられている諸条件のなかでは、沿岸国に認められる「実行可能なときは、調
査船その他の舟艇又は科学的調査のための施設への同乗の権利」（249条1項⒜）は、条約交渉過程
では参加による沿岸国科学者の訓練・技術移転を目指したものとして考えられていたが、科学調査
に対する沿岸国の監視機能に重点をおいたかたちで運用されている例が多いことが注目される19。
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また、調査結果の公表について条件を付す例もある。たとえば、ロシアは、「大陸棚の地域的地理
研究、鉱物資源の踏査・探査・開発又は生物資源の採取に直接関連する場合」の調査結果について
はロシア政府の同意がなければ公表できないとしている。天然資源の探査開発に直接影響を及ぼす
調査は裁量によって拒否できるため、許可したうえで条件を付すことは可能である（249条2項）。
他方で、鉱物資源の探査と区別して規定される「大陸棚の地域的地理研究」は、大陸棚の海底地
形・地質構造の解明が、200カイリを超える大陸棚延伸の可否への影響をもたらしうる点で沿岸国
利益に関わりうるものの、少なくとも246条5項の拒否事由には該当しない。同様に、韓国は、調
査資料・調査結果が韓国の国益に重大な影響を及ぼす可能性がある場合、それらの公開・譲渡を
制限できるとしているが、ここでいう「国益」の内容いかんによっては条約上の権利を超えるもの
となる恐れがある。裁量的拒否事由にあたらない海洋科学調査については、科学的調査の目的から
言っても条約上は結果の公開が前提とされており、裁量権行使によって許可した活動について結果
の公表を規制しうるか否かは、検討を要する問題であろう。
　第4に、特異行動をとる船舶に対していかなる対処を想定するかが法令整備の争点となる。この
点については、項を改めて検討しよう。

3．海洋調査に関する違法行為への対処

⑴　資源探査

　生物資源探査については、73条が明文で沿岸国法令の執行・司法権限を定めていること、日本法
もこれに対応して整備されていることは前述の通りである。
　他方、鉱物資源については、73条のような執行・司法管轄権に関する定めが存在しないため、同
条を類推適用して強制措置を採択することが可能なのか、可能とする場合、身体刑の禁止という制
限も同時に適用されるのかが問題となりうる。条約によって機能的観点から sui generis に認めら
れる EEZ において、生来的に移動する魚種について罰則を伴う規制が許容されるならば、領土の
自然の延長と捉えられる大陸棚において属地的性質を帯びる鉱物資源について同様の規制を行うこ
とは可能であると考えられ、多くの国も関連法令違反について罰則の賦課や執行措置を予定してい
る20。したがって、海洋鉱物資源探査の規制立法を行う場合には、執行を含めた権限行使を想定す
ることができる。

⑵　科学的調査

　沿岸国の同意を得ずに、もしくは諸条件に反するかたちで科学的調査が実施された場合にはいか
なる対処が考えられるか。申請者の過去の違反は裁量的拒否事由となるが（246条5項⒟）、現に違
反を行っている船舶に対して何をなしうるかが問題となる。この点、海洋法条約253条は、科学的
調査の活動が248条、249条の条件に従って実施されていない場合に沿岸国がとりうる措置として、
調査活動の停止、終了要求を挙げている。同条は条件に反する調査について規定しているが、そも
そも同意を得ずに実施されている調査についても同様に適用は可能と考えられる。
　また、違法な調査に従事している船舶に対して沿岸国が管轄権を行使しうるかとは別個に、調査
実施主体が国家であり、かつ調査活動が沿岸国に損害をもたらした場合には調査国の国家責任を問
いうる可能性がある。条約は、科学的調査を実施する（自らに代わって実施させる場合を含む）国



― 88 ― ― 89 ―

は、調査が条約に従って実施されることを「確保する責任」を負う（responsible）と規定し（263
条1項）、海洋汚染がもたらす損害について責任を負う（responsible and liable）ことを定めるか
らである（同3項）。
　問題は、停止・終了要求にしたがわない船舶について沿岸国が執行管轄権を行使しうるかであ
る。この点について、現行のガイドラインや通報制度においては、その性質上、同意を得ない調
査の実施やその他の違反が行われた場合に対する対処手段は定められておらず、EEZ・大陸棚にお
いて特異行動をとる外国船舶を発見した場合には、現場で当該船舶に対して中止要請をするととも
に、外務省を通じて外交ルートで旗国に抗議を行うにとどまっている。海洋法条約上は、科学的調
査に関して沿岸国の執行管轄権についての明文規定が存在しないが、中止要請を超えて何らかの措
置をとることは可能なのだろうか。

ア　退去要請
　停止、終了要求に従わない船舶に対して、EEZ からの出域を要求することは可能か。海洋
法条約上、EEZ においては航行の自由が認められる以上（58条1項）、この点については困難
と解される21。ただし、停止・終了要求に従わない船舶に対する対抗措置として退去要請をす
ることは考えられる。

イ 乗船・検査・拿捕・訴追の可能性
　海洋法条約上は、科学調査に関する沿岸国法令の執行に直接言及した明文規定が存在せず、
活動の停止・終了要求をこえて、沿岸国がこれらの措置をとりうるか否かについては解釈が分
かれうる。
　この点について、国家実行上は、大半の国の国内法令が違法な科学的調査に対しては調査
の停止・終了を規定するにとどまるものの、沿岸国の同意を得ずに EEZ において実施される
科学的調査に対して罰則規定を設ける例も散見される。たとえば、韓国の「海洋科学調査法

（1995年）」は、同意を得ない科学的調査に従事する船舶に対して、停船・検索・拿捕、その
他の必要な措置を取り得るとし（13条）、5年以下の懲役または3億ウォン以下の罰金でこれを
担保する（19条1項）。また、使用した船舶・設備・得られた調査資料の没収を予定している

（同3項）。また、タンザニアは、許可を得ない調査に対して罰金、拘禁刑を予定し、違反につ
いて合理的疑いがあれば、令状なしに乗船、拿捕する権限を執行官に与えている。ウクライナ
EEZ 法（1995年）は、最低月給の100～500倍の罰金を予定して違法な調査活動に対処しよう
とする。国境警備隊には違反者の拘留権限が与えられている。ロシアは罰金及び船舶・設備等
の没収を予定し、アルゼンチン、ブラジル、チリなども罰則規定を有している。
　今回の調査では、これらの国内法令を実際に適用した例やこれらの法令に対して他国が見解
を表明した例は見つけることができず、国家実行に依拠して解釈を導くことは困難な現状にあ
る22。海洋法条約における科学的調査関連規定からはどのように考えられるだろうか。
　領域の一部としての領海とは法的地位が区別される以上、EEZ・大陸棚における規制の実施
は国内法の域外適用にあたるため、これを正当化する何らかの法的説明が必要である。先に見
たように、沿岸国の主権的権利として認められる鉱物資源の探査開発規制については、条約上
執行管轄権行使に関する明文規定がないとしても、各国は属地性の擬制をおくなどして対応し
てきた。科学的調査についても、海洋法条約は「沿岸国は、自国の管轄権の行使として、この
条約の関連する規定に従って EEZ および大陸棚における海洋の科学的調査を規制し、許可し
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および実施する権利を有する」として沿岸国の管轄権を認めており（246条1項）、管轄権行使
の一環として執行も当然可能であるとの見解が存在する。しかし、科学的調査については主権
的権利と区別して沿岸国の管轄権を認めるにとどまるし、同項は「この条約の関連する規定に
従って」としており、条約全体に照らして考察する必要がある。
　この点につき、肯定的論拠としては、紛争解決を規律する条約第15部の書きぶりが挙げられ
る。298条1項⒝は、「法の執行活動（law enforcement activities）であって前条の2…の規定

（すなわち、科学的調査に関する規定（筆者注））により裁判所の管轄権の範囲から除外され
る…管轄権の行使に係るものに関する紛争」の選択的除外を定めている。活動の停止・終了要
求の権限を規定する253条を“enforcement”手段として位置づける論者もあり23、そうである
ならば同号は停止・終了要求を超えた執行措置の予定を示唆する規定とは言えないかも知れな
い。しかし、条約は、297条2項で253条に関する紛争についての義務的手続の適用制限をすで
に規定している。298条が同一事項を対象として選択的除外を認めていると解するのは不合理
であり、同条では科学的調査活動に対する物理的強制を念頭においている（だからこそ軍事活
動と並べて義務的紛争解決手続からの選択的除外事項としている）と考えられる。
　対して、否定的論拠としては、まず根拠規定の不存在が挙げられる。sui generis な海域たる
EEZ においては、明示的に規定されていないのであれば旗国以外の国家による執行は予定さ
れないことを前提として、漁業（73条1項）および環境汚染（220条6項）に関する沿岸国の
管轄権行使については条約上明示されているのに対して、科学的調査については明示規定が存
在しないことの意味が問われるのである。さらには、漁業や環境汚染に関する執行管轄権行使
に伴うセーフガードも科学的調査については存在しない。すなわち、違法漁業・海洋汚染につ
いては船舶を拿捕した場合には速やかな釈放制度の適用が予定され（漁業につき73条2項、環
境汚染につき226条1項⒝）根拠のない拿捕であった場合には損失補償がなされる（環境汚染
について232条）。主権的権利の対象である漁業はおくとしても、同じく EEZ において一定の
管轄権を有することが認められている環境汚染については、以上のセーフガード付きで執行が
認められているのに対し、科学的調査に関しては類似の規定が存在しないことから、海洋法条
約は科学的調査については沿岸国による執行措置を予定していないのではないかと考えられる
のである。
　海洋法条約作成時には科学的調査については執行規定が挿入されなかったものの事後の実行
に任されていると考えればよいのか、それとも海洋環境保全とは異なって科学的調査規制は本
質的に沿岸国による執行措置や速やかな釈放制度となじまない性格のものなのだろうか。海洋
環境の保全については、海洋法条約は、多数国間条約・地域的条約で設定される国際的基準ま
たはこれに適合しこれを実施するために設けられた自国法令に違反して、著しい損害をもたら
す汚染行為を行った船舶に対して沿岸国の執行管轄権を認めている（220条6項）。科学的調査
については、執行管轄権に関する規定は存在しないが、科学的調査規制についての沿岸国の立
法管轄権の内容は海洋法条約で種々に特定されていることから、科学的調査も人類共通の利益
に資するものとして捉えられ、したがって、沿岸国による執行管轄権行使の肯定はその適切な
実施確保という側面も有することに照らして意味があるという見解も存在する24。たしかに、
科学的調査は「すべての人類の利益のために海洋環境に関する科学的知識を増進させる目的
で」（246条3項）実施されるものである。しかし、国際基準に反する重大な海洋汚染が共通利
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益を害すると認識され、したがってその対処のために共通利益実現を担うものとして沿岸国に
よる管轄権行使を認めていることと異なり、科学的調査に関する沿岸国管轄権は、科学的調査
そのものの内容や実施方法の規制の観点からではなく、「科学的調査」の名のもとに実施され
る調査活動が何らかのかたちで沿岸国利益を害することがないように防止するために設定され
ている。沿岸国は、調査が実際には資源探査に当たる場合には天然資源に対する主権的権利を
行使して執行を行うことが可能であり、あるいは海洋調査船が法令違反によって著しい海洋環
境の汚染をもたらし、またはもたらすおそれのある排出を行った場合には、220条で認められ
る海洋環境保護のための執行管轄権を行使しうる。加えて、資源探査そのものを行うものでな
くとも資源状況への示唆がありうる科学的調査は、経済的バーゲニング･パワーや境界未画定
海域における将来的な境界線の設定に影響をもたらしうることが考えられるが、資源の探査開
発に影響を及ぼす調査活動は裁量的拒否事由に含められている。
　そのように考えると、前述のように、科学的調査に対する執行管轄権の行使をめぐって争わ
れた国家実行がほとんど存在しないことの説明もつく。境界未画定海域での調査が問題となっ
ていたり、関連水域に所在する島の主権が争われている場合には、そもそも同意付与権限のあ
りかが争点となろうが、そうした特別の状況を除けば、実施されている行為が純粋に科学的な
調査であれば、同意を得ていなくても条件に反していても、沿岸国が執行管轄権の行使までを
も必要とするような固有の実体的法益侵害を被ることは想定しがたい。資源探査等に該当しな
い場合になお、科学的調査に関する同意の不在や諸条件違反を通して沿岸国が執行管轄権の行
使までをも必要とするような法益侵害を被ることは考えにくく、科学的調査に関する規制は、
科学的調査じたいを制限することではなく、調査に関連して生じうる天然資源や海洋環境への
影響を懸念して行われるという特異な性質を有するからである。
　そうであるとすれば、科学的調査じたいの内容や手法を規制するというよりも、行われて
いる活動が実際に科学的調査であるのか、それとも資源探査であるのか、あるいは科学的調査
が許可条件に反して、沿岸国が有する海洋資源に対する主権的権利との関連で沿岸国利益を害
するようなかたちで行われていないかを検査することが規制の主目的となろう。そこで、活動
内容の確認を行うべく、違反の疑いがある船舶に対して乗船検査を実施することは可能だろう
か。調査船舶が条約上の義務や沿岸国による裁量的同意に付された条件を遵守しているかを確
認し、仮に違反がある場合には253条に従って停止・終了要求を行うための証拠を得る必要性
から、これが肯定されるとする見解が存在する。
　また、国家実行上は、先にも触れたように、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、英国、韓
国などが同意を与える条件として沿岸国代表の派遣の権利の利用（249条1項⒜）を留保する
例があり、裁量的同意を与える際の条件づけの方法として注目される25。沿岸国代表の同乗の
権利は、条約交渉過程では参加による沿岸国科学者の訓練・技術移転を目指したものとして考
えられていたが、行われている調査が申請内容通りに実施されているかを調査船舶の外観から
判断することは困難であることからも、科学調査に対する沿岸国の監視機能に重点をおいたか
たちで運用される例が多いのである。

⑶　公船に対する対応

　海洋調査には公船が使用されることも多いため、海洋調査規制について沿岸国の立法管轄権が認
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められたとしても、執行の場面では対象船舶が執行管轄権からの免除を享有するか否かが別途問題
となる。海洋調査に対する管轄権行使の限界として、いかなる場合に免除を与えるべきかを整理し
ておく必要がある。

ア　領海における公船対応措置
　海洋法条約は、領海における他国軍艦に対する沿岸国管轄権について特別の規定をおいてい
る。第30条は、外国軍艦が領海通航に関する沿岸国法令を遵守せず、遵守要請を無視した場合
には、沿岸国は当該軍艦に対して領海から直ちに退去することを要求することができる旨を規
定する。ただし、第30条においてその違反を根拠として退去要請を可能とする国内法令は、第
21条が沿岸国に認める範囲内の規制を行うものに限定されなければならない。第30条を他の部
分と独立して読みうる規定と解すると、同条を通して沿岸国は種々の規制をなしうることにな
るからである。前述の通り、外国船舶による海洋調査活動は、生物資源探査にせよ（21条1項
⒟⒠）、科学的調査及び水路測量にせよ（同⒢）、沿岸国の立法管轄権の行使対象とされてお
り、法令を制定したうえでそれらを遵守しない外国軍艦に対しては退去要請をなしうることに
なる。
　仮に、退去要請に従わない軍艦が存在した場合、当該軍艦に対して、何らかの措置をとるこ
とは可能だろうか。領海内で調査活動を行えば船舶は無害性を喪失し、沿岸国は、無害でない
通航を防止するために保護権を行使しうるが、この保護権は軍艦や公船に対しても行使しうる
かが問題となる。
　この点、第1に、第30条が軍艦に対する退去要請について特別の規定をおいていることは、
沿岸国は軍艦に対しては保護権を行使しえないことを意味するのではないかが争点となる。し
かし、領海における無害通航権について規定する第2部第3節は、「A　すべての船舶に適用
される規則」、「B　商船及び商業的目的のために運航する政府船舶に適用される規則」、「C　
軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則」の3部分に分か
れており、保護権を規定する25条は、すべての船舶に適用される A 節におかれている。また、
沿岸国の国内法令違反と通航の無害性は別個の問題であるから、法令違反への対処手段に関す
る規定が30条におかれていることが、有害通航に対する保護権を必然的に排除するとはいえな
い26。30条の意義は、一方では、軍艦に対しては沿岸国は民事・刑事裁判管轄権を行使しえな
いので、その代替として機能し、他方では、通常の船舶については法令違反があっても無害性
を喪失しない限り退去させることができない（可能な範囲で裁判権を行使しうるに過ぎない）
のに対して、軍艦については法令違反のみで退去要請を可能にするところにあると考えられ
る。また、いずれにせよ、第30条は軍艦のみについて適用がある規定であり、軍艦以外の公船
は特別規定の対象外である。
　第2に、第30条の存在が保護権行使の否定に帰結しないとしても、一般国際法上の免除の観
点から保護権行使が否定される可能性があるが、この点、第32条は、「この節の A 及び前2条
の規定による例外を除くほか」、条約規定は軍艦・公船に与えられる免除に影響を及ぼすもの
ではないと規定する。したがって、規定上は軍艦・公船に対しても25条を適用して保護権行使
をなしうることになる27。

イ　EEZ・大陸棚における公船対応措置
　軍艦（95条）及び「国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用される」
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政府船舶（96条）は、公海上で旗国以外のいかなる国の管轄権からも完全に免除される。これ
らの規定は、第58条2項によって EEZ にも適用がある。軍艦の定義は明確であるが（29条）、
資源探査・科学的調査を実施する船舶が96条にいう政府船舶にあたるかどうかについては、以
下のように問題となりうる28。
　まず、行為主体について、96条にいう「国」の定義上、独立行政法人や国立大学等が所有・
運航する船舶はこれに当たるだろうか。実際、たとえば中国による科学的調査の一部は、国
立海洋大学の船舶によって行われており、この点は現実にも問題となりうるが、海洋法条約上
は、96条との関連でいかなる範囲の船舶を「国」の船舶とみなすかについての基準が示されて
いない29。
　他方、国と船舶の関係については、「所有し又は運航する」の意味が問題となり、とりわけ

「運航」について、政府が民間に委託して実施される調査に従事する船舶が免除を享有するか
否かが問題となる。この点についても、海洋法条約は、どのような条件が整えば政府による運
航と言えるかに関する基準を提供していない。海洋法に特化した運航主体に関する条件が国家
実行から析出されれば別だが、そうでない場合には、運航という行為がいかなる場合に国家の
行為として国家に帰属するかが問題となると捉えれば、国家責任法上の帰属規則を参照して判
断する可能性が考えられる。その場合には、国家機関そのものによる調査活動でなくとも、私
人が「事実上国の指示に基づき、または国による指揮もしくは命令のもとで行動する場合」（国
家責任条文草案8条）には、国家が運航する船舶とみなされよう30。

　海洋調査規制にあたっては、対象海域・活動ごとに沿岸国管轄権の内容を特定し、必要な範囲で
の立法を整備することが必要である。科学的調査の申請がなされる場合については、沿岸国の代表
を調査船に同乗させて条件に合致した調査活動がなされているかを確認することが運用面では沿岸
国利益の確保にとって効果的であろう。他方で、そもそも申請を経ずに行われている海洋調査に対
しては、同乗によって対応することはできないため、中止要請に応えない調査船舶があった場合の
対応措置を法令で整備する必要がある。ただし、公船については執行管轄権からの免除を与えなけ
ればならず、また、そうした管轄権行使が境界未画定の係争海域においても同様になしうるかにつ
いては条約74条3項や83条3項との関係で別途の検討が必要であるため、日本が現実に直面してい
る懸案との関係においては、海洋調査に関する法令整備の意義はそれほど大きくないとも言える。

［注］
  1  日本の EEZ において、2003年には9隻、2004年には16隻、2006年には9隻、2007年には2隻の

船舶が特異行動をとっていることが海上保安庁によって視認されている。
  2  係争海域における海洋調査については、兼原敦子「日韓海洋科学調査問題への国際法に基づく

日本の対応」『ジュリスト』No.1321, 2006年， 59-65頁を参照。
  3　奥脇直也「排他的経済水域の軍事調査」、日本国際問題研究所『海洋の科学的調査と海洋法上

の問題点（海洋法制研究会第一年次報告書）』、1999年、16頁。
  4　事件の経緯については、S. Mahmoudi, “Foreign Military Activities in the Swedish Economic 

Zone,” The International Journal of Marine and Coastal Law, vol.11, 1996, pp.365-367.
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  5　ただし、スウェーデン外務省員は新聞インタヴューにおいて「米国は海洋法条約をスウェー
デンを含む他の国々と同じようには解釈していない」と付け加えている。Ibid., p.366. この発
言が米国の主張のどの部分を指すのかは明らかではない。調査主体が軍艦であることから科学
的調査ではなく軍事調査であることが直ちに証明されるかについては、否定的な見解が多い。
B. Oxman, “The Regime of Warships under the United Nations Convention on the Law of the 
Sea,”Virginia Journal of International Law, vol.24, 1984, p.847.

  6　L.B. Sohn and J.E. Noyes, Cases and Materials on the Law of the Sea, Transnational Pub., 
2004, pp.579-580.

 7　The Law of the Sea: Current Development in State Practice, vol.9, pp.147-148.
  8  UN Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea, The Law of the Sea: National Legislation

on the Exclusive Economic Zone, 1993, p.119.
  9　長岡憲二「排他的経済水域における Military Survey に関する一考察――国連海洋法条約第13

部における海洋の科学的調査との相違をめぐって――」『関西大学法学論集』55巻3号、2005年、
676頁。

 10  インドは、米軍艦及び英国軍艦による軍事調査について抗議を申し入れている。G.V. 
Galdorisi and A.G. Kaufman,“Military Activities in the Exclusive Economic Zone: Preventing 
Uncertainty and Defusing Conflict,” California Western International Law Journal, vol.32, 2002, 
pp.294-295. 2001年、中国軍艦は EEZ 内で軍事調査を行っていた米軍艦を追跡し出域させた。
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mentary, vol.4, Nijhoff, 1991, p.433. 海洋調査について沿岸国が抱く懸念は、エーゲ海大陸棚事件
におけるギリシャの主張からもうかがわれる。同国は、トルコによる探査は、大陸棚（天然資源
の埋蔵の有無、量、場所）に関して沿岸国が排他的に情報を保持する権利に対して回復し得ない
侵害を生ずるとする。これらの情報をギリシャの同意を得ないままに、トルコが獲得し公表する
ことは、将来の開発ライセンス交渉等において同国のバーゲニングパワーを損なうため、エネル
ギー政策の形成に関する主権を回復しがたく侵害するとするのである。Aegean Sea Continental 
Shelf Case（Greece v. Turkey），Interim Protection, ICJ Reports 1976, p.10, para.26.

 12　Oxman, supra n.5, pp.845-846.
 13　http://www.hongkong.usconsulate.gov/uscn/state/db/2002/0927.htm
 14　R-J. Dupuy et D. Vignes, Traité du nouveau droit de la mer, Economica, 1985, p.966. 
 15　EEZ・大陸棚資源の探査に関連する日本法の現状については、主として、小幡純子「日本の国

内法制」、日本国際問題研究所『排他的経済水域・大陸棚における海洋調査に関する各国国内法
制等対応振りに関する調査（平成10年度外務省委託研究報告書）』、1999年、81-99頁を参照した。

 16　Aegean Sea Continental Shelf Case, supra n.11, pp.11-12, para.31.
 17　各国の科学的調査法制については、以下、とくに断らない限り、『排他的経済水域・大陸棚に

おける海洋調査に関する各国国内法制等対応振りに関する調査』（前掲注（15））所収の各論考を
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 18　なお、内外人の区別については、中国は、自国民による調査と外国政府・私人・国際組織によ
る調査を分け、後者の調査のみについて同意の申請を要求する。ロシア、フランスは、自国民
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による調査申請も事前許可制度にかからしめる。自国民を代表に据えることによって実質的に外
国・外国人による調査が実施されることを防止する趣旨である。

 19　F. H.Th. Wegelein, Marine Scientific Research: The Operation and Status of Research Vessels 
and other Platforms in International Law, Nijhoff, 2005, pp.190-192.

 20  執行措置を定める国には、英国、フランス、ドイツなどがある。また、許可を得ない活動につ
いて、米国は罰金刑を、フランス及び韓国は罰金と拘禁刑の双方を予定している。

 21  坂元茂樹「排他的経済水域での沿岸国の同意なき海洋の科学的調査――政府公船の場合の対応
措置――」、日本国際問題研究所『海洋の科学的調査と海洋法上の問題点（海洋法制研究会第一
年次報告書）』、1999年、64-65頁。

 22  2006年の日韓間の竹島周辺海域における科学的調査をめぐる紛争では、日本は調査対象海域が
境界未画定であること（日本から見れば日本の EEZ であること）や韓国側が公船（海上保安庁
の調査船）に対して強制的な措置をとることを辞さない趣旨の発言をしていたことを問題として
抗議を行ったが、そもそも科学的調査について執行管轄権の行使が認められるかは争点とならな
かった。

 23　Nordquist et als, supra, n.11, p.571.
 24　兼原、前掲論文（注2）、63頁。
 25　たとえば、英国の実行においては必ず同乗させるものとしている。韓国も監視の機能に重点を

おいたかたちで同乗を要件とする。もっとも、調査内容を理解しうる科学的能力を有する同乗者
を確保することの困難も指摘されている。Wegelein, supra n.19, p.192.

 26　ただし、この点については、反対の解釈を示す国家実行も存在する。1968年、北朝鮮沖で米海
軍補助艦がスパイ行為に従事したとして拿捕・引致された Pueblo 号事件に際して、当時の Rusk
米国務長官は、領海内において有害通航をする外国軍艦に対しては、エスコートのうえ領海退去
を促すことがとりうる「最大の措置（the strongest action）」であるとした。なお、米国は、そ
もそも Pueblo 号は北朝鮮の領海内には立ち入っていないと主張していた。Rusk 声明は、仮に
Pueblo 号が北朝鮮の領海に入っていたとしても、沿岸国は軍艦を拿捕できず、武力攻撃の急迫
した危険がない限りはエスコートがとりうる最大の措置であるとする。この声明は、海洋法条約
30条とほぼ同じ規定ぶりをしていた領海条約23条の解釈としてなされたものである。

 27　F.D. Froman,“Uncharted Waters: Non-innocent Passage of Warships in the Territorial Sea,” 
San Diego Law Review, vol.21, 1984, p.644.

 28　もっとも、公船が資源探査をする場合には、非商業的役務ではない（商業的役務である）とし
て免除対象外となりうるが、沿岸国の主権的権利に鑑みれば開発しえない資源の探査を行うこと
はそもそも想定しがたい。例外的に係争海域においては紛争となりうるが、その場合にはそもそ
も係争海域における執行管轄権行使の是非が問題となろう。

 29　この点、執行管轄権からの免除は、その基礎を裁判権免除と同じくすると解して、一般国際
法上の裁判権免除に関する議論が類推できるのであれば、国連主権免除条約第2条が採用する

「国」の定義を参考にしえよう。しかし、EEZ において公船に対して与えられる免除は、裁判権
免除と異なる側面を持つ。第1に、そもそも裁判権免除に関するリーディング･ケースとされるス
クーナー船エクスチェンジ号事件において、米国最高裁は、裁判権は主権の一部を構成するゆえ
に絶対的であり、自ら同意する場合を除いていかなる制限にも服しないとしたうえで、免除の慣
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行を主権国家間の友誼のために相互に相手国に対する裁判管轄権の行使を控えることに同意して
きたものとして位置づけている。The Schooner Exchange v. McFaddon and Others, 11 U.S.（7 
Cranch）116（1812）． 同事件は、合法的に入港している軍艦について領域国の裁判管轄権から
の免除を認めるか否かが争点となった事例であり、入港に同意したことによって免除付与につい
ても黙示の同意があるとして免除が肯定された。そうであるとすれば、そもそも沿岸国の領域主
権と切り離された EEZ・大陸棚における管轄権行使について、裁判権免除の枠組みを類推して
捉えることは議論の構造上難しい。また、仮に、前記判決の構造はともかくとして、今日では一
般に言われるように主権免除が対等な主権国家間では一方による他方への管轄権行使は平等原則
に反するために認められないという点に根拠を持つ原則であると解したとしても、海洋法条約に
おいて想定されている免除は、関係国の国内法そのものの適用からの免除ではない。主権平等原
則に免除を基礎づける考え方によれば、主権を持つ外国国家に対して領域国の国内法を適用して
裁判管轄権を行使することは、領域国の司法権に他国を従属せしめることになり認められないと
説かれる。しかしながら、海洋法条約上の EEZ・大陸棚における外国公船に対する免除は、た
とえ沿岸国の国内法令に基づく執行について問題となるとしても、条約が沿岸国に立法管轄権行
使を認め、したがって国際法に根拠を持つ管轄権からの免除がなされるのであって、両者の基盤
は異なるのではないかと考えられる。

 30  国家責任条文草案は条約として採択されたものではないが、第8条については慣習法を
表わしたものである旨が ICJ によって認定されている。Case concerning the Application of 
the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide（Bosnia and 
Herzegovina v. Serbia and Montenegro）， para.398.
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排他的経済水域における外国公船に対する措置
－外国公船の享受する「免除」の本質をふまえて－

東京大学教授　　小　寺　　　彰

ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ

はじめに－問題状況

　排他的経済水域（EEZ）は「独特な（sui generis）」海域であるが、EEZ 制度を規定する国連海
洋法条約第5部には、領海制度や公海制度の部とは異なり、外国公船に関する規定はない（後述す
るように海洋環境保護・保全に関しては、EEZ を包含する形で236条が外国公船の取り扱いを規定
する）。そのために、EEZ において沿岸国が外国公船をどのように取り扱わなければいけないかに
ついては、解釈上の検討を要するのである*1。
　本稿では、EEZ において、沿岸国警備当局が外国政府船舶（外国公船）に対していかなる執行
措置をとりうるかを検討する。具体的には、沿岸国が取りうる執行措置の観点から EEZ 制度の特
色を抽出し、そのうえで外国公船について沿岸国の執行権限がどのように制限されるかを考えると
いう順で検討を進めることにする。

1．排他的経済水域における執行措置

⑴　排他的経済水域の海域としての性質

　EEZ は領海とは異なり、沿岸国の主権が原則として全面的に及ぶ海域ではないが（国連海洋法
条約2条。以下の条文番号は、特に断らない場合は、国連海洋法条約のものである）、他面、海底
上部水域の天然資源等に対しては、沿岸国が主権的権利をもち、また人工島等に対しても管轄権
をもつ（56条）。すなわち、EEZ は公海のようにすべての国に開放され、国の排他的主権の下に一
切置かれない海域ではなく、EEZ に対しては沿岸国の制限的な規制権が及んでいる。ここで「制
限的」とよぶのは、一つには、沿岸国の規制事項が上記のように限定されていること（たとえば、
EEZ における外国船舶の航行に関する事項は含まれない）を、また一つには、規制権の行使の仕
方が条件づけられていること（たとえば、主権的権利を沿岸国がもつ生物資源について、沿岸国は
漁獲可能量の決定義務等を負う－61条）を意味する。そして規制の及ばない事項については、EEZ
は公海としての性質をもつことになる（58条1項）*2。つまり、EEZ とされる海域は、EEZ 制度が
妥当するのであるが、同時に EEZ 制度が関心を有しない事項については、公海制度が及ぶという
特殊な性格をもつ。

⑵　排他的経済水域制度における法執行措置

　⑴において EEZ の「規制権」とよんだのは、立法管轄権及び執行管轄権の双方を含み、とくに
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執行面が重要である。立法管轄権については、沿岸国以外の国が及ぼすことも可能である。他方、
本稿で取り上げる「執行措置」は、沿岸国法令の実施のために沿岸国警備当局が取る措置のことを
さす。これは、管轄権の3分類に従うと、執行管轄権に属するものである。EEZ における沿岸国
の規制権が制限的であることに対応して、沿岸国が執行措置をとれる事項も当然制限され、かつ態
様に関しても厳しい条件が付される。
　具体的には、国連海洋法条約73条は、1項において、生物資源に関する「主権的権利を行使する
に当たり、この条約に従って制定する法令の遵守を確保するために必要な措置（乗船、検査、拿
捕及び司法上の手続を含む。）をとることができる。」と規定する。そのうえで、2項以下におい
て「拿捕された船舶及びその乗組員は、合理的な保証金の支払い又は合理的な他の保証の提供の後
に速やかに釈放される」等の制限を付す。また海洋環境汚染を規定する条約220条は、EEZ におい
て、船舶からの排出による汚染について、外国船舶に対して情報提供を要請し（3項）、必要な場
合には、船舶の物理的な検査を実施し（4項）、船舶の拿捕等を含む手続を開始することができる

（5項）としたうえで、保証金等の確保手続が合意されている場合は当該船舶の航行を認めなけれ
ばならないという制限が課される（6項）。また海難については、そこからもたらされる汚染等の
損害から自国の沿岸を保護するための措置をとることが許される（221条）。また海洋科学調査に関
する沿岸国の執行措置については、国連海洋法条約には規定はなく、国によっては国内法上執行措
置をとりうることを定めている*3。

⑶　公海制度下における法執行措置

　すでに述べたように、EEZ 海域では、航行等については公海制度が妥当する。公海制度では、
基本的には旗国が自国船舶に対して管轄権を行使して有効に規制しなければならない（94条）。た
だし、例外的に、①沿岸国の追跡権行使や、②海賊船舶等に関する旗国以外の国の拿捕等が認めら
れる*4。したがって、EEZ 沿岸国は、公海制度が妥当する事項については、上記の例外に当てはま
る範囲において、また事項に応じて課される制限内で、外国船舶に対して、臨検、拿捕等、一定の
法令執行措置をとることができる（110条）。

2．外国公船についての沿岸国管轄権の制約

　1．において紹介した EEZ において外国船舶に対して取りうる執行措置は、一般の民間船舶
（商船）の場合についてであり、外国公船については別途の検討が必要である。

⑴　外国公船の意義

　「外国公船」という場合には、一般的には、当該船舶の所有や運航に外国政府（地方自治体も含
む）が何らかの形で関わるものをさす。政府の関わり方については、運航目的、船舶所有者および
運航主体の3つの指標によって、おおよそ次の6つのカテゴリーに分類できる。

　①軍艦：国連海洋法条約29条は、「軍艦」を「一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国
籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命さ
れてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指
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揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているもの」と定義する。すな
わち、運航目的が軍事目的である他は、当該船舶の帰属先及び運航の態様によって、②以下と截然
と区別される*5。
　②運航目的が非商業的で、政府が所有し、国が運航する船舶
　③運航目的が非商業的で、政府が所有し、民間が運航する*6船舶
　④運航目的が非商業的で、民間が所有し、政府が運航する船舶
　⑤運航目的が非商業的で、民間が所有し、民間が運航する船舶（政府はチャーター）
　⑥運航目的が商業的で、政府又は民間が所有し、政府又は民間が運航する船舶（この場合は、所
有又は運航のいずれかが政府。民間が所有し、民間が運航する場合は、単なる「商業船舶（商船、
merchant vessel）」）

　上記のうち、外国船舶に対する執行措置の制限の観点から意味をもちうるのは、①軍艦と、運航
目的が非商業的である②～⑤である。国連海洋法条約第2部第3節の C は「軍艦及び非商業的目
的のために運航されるその他の政府船舶に適用される規則」と題しており、①および②～⑤が一般
の商船と区別される地位を有することが推定されるからである。つまり、船舶については、所有ま
た運航の主体によってではなく、運航目的によって、一般の商船と区別されると一応考えることが
できる。以下では、とくに断らない限り、「外国公船」という場合は、①～⑤をさすものとする。

⑵　裁判権・執行免除と外国公船

ア．基本視角
　通常の外国商船の場合と比べて、外国公船に対する沿岸国の執行措置が制限される場合は、
当該外国公船が「免除（immunity）」を享有すると表現されることが多い（3．参照）。この「免
除」という概念からは「国家の裁判権免除」が連想されがちである*7。

　　現在、「裁判権免除」については、国家の行為を「主権的行為」と「業務管理的行為」に分
け、「主権的行為」に分類される国家の行為についてのみ裁判権からの免除を認めるという制
限免除主義が、日本も含めて広く採用されるようになっている*8。この法理を類推して外国公
船の「免除」を考えるという見解がしばしば見受けられる。この立場からよく引証されるの
は、「国家船舶の免除についての若干の規則の統一に関するブリュッセル条約」（ブリュッセル
条約）（未発効）や、執行免除に関する国内法である。

イ．ブリュッセル条約
　ブリュッセル条約は、1条において、政府が所有又は運航する船舶については、運航に関
する実体的な義務・責任が一般の商船と同じであることを、さらに2条において、1条に規
定される義務・責任に関する裁判管轄等の手続事項についても、商船と同一であることを規
定する。そのうえで、3条は、軍艦等、専ら非商業目的で使われている船舶については、第
1条及び第2条が適用されず、また司法的手続による拿捕（seizure）、差押（arrest）、抑留

（detention）に付されることはなく、また対物訴訟（proceedings in rem）の対象にならない
ことを規定する*9。すなわち、ブリュッセル条約によれば、軍艦等の非商業目的の政府船舶、
つまり本稿でいう外国公船は、商船とは異なり、運航に関する国内法上の義務や責任につい
て、所在地国の立法管轄に服さず、また司法的手続上の拿捕等の国家の執行管轄の下にも置か
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れることはなく、また対物訴訟にも服しないのである。すなわち、軍艦を含む外国公船につい
ては、旗国以外の国の立法管轄および執行管轄双方が「免除」されるのである。

ウ．国内法
　主権免除の代表的国内法の一つである、英国主権免除法（UK State Immunity Act 1978）
は、13⑵⒜において、国家に対する強制執行免除を規定し*10、そのうえで、同⑷において、

「Subsection ⑵ ⒝ above does not prevent the issue of any process in respect of property 
which is for the time being in use or intended for use for commercial purposes」 と 定 め
る。すなわち、「商業的目的で使用され、又は使用が意図される財産」については強制執
行を行いうるというのである。米国主権免除法（FOREIGN SOVEREIGN IMMUNITIES 
ACT OF 1976）では、Sec.1610において、「The property in the United States of a foreign 
state,・・・used for a commercial activity in the United States」が強制執行から免除されな
い旨を規定する。すなわち、商業的活動のために使われる財産以外は強制執行が免除されると
いう趣旨である。この2つの国内法では、国家財産であって商業目的のため以外のものは執行
免除を享受すると規定される。

エ．考　察
　ブリュッセル条約と主権免除に関する国内法を比較すると、前者は立法管轄の免除にまで言
及した規定振りになっており、後者の国内法は、外国国家の裁判権免除に関する国内法という
性質上、もっぱら執行免除に限定した書き振りになっている。通常、裁判権免除、そしてそれ
に関連する執行免除が議論されるのは、立法管轄権が及ぶことが前提である（それゆえに、外
国国家が明示的に裁判権免除を放棄すれば、所在地国の裁判権に服する）。立法管轄権の免除
についてまで言及するブリュッセル条約は、その点で大きく異なる。ブリュッセル条約は、外
国公船に対する沿岸国の法的位置づけを検討する際には、執行管轄権のみならず、立法管轄権
免除までも視野に入れるべきことを示唆している。
　「免除」と言っても、①裁判権免除、②裁判手続に関連する強制執行措置の免除、③その他
の法令執行措置の免除と一応分けられるのであり、本稿で扱うのは③の問題である。確かに法
令の執行措置は法の適用であることから、裁判権免除や裁判上の執行免除から類推しても良い
ように思われるかもしれない。しかし、裁判手続に関連する強制執行措置も、裁判権免除とは
異なる性質をもつと捉えられており、裁判権免除に制限免除主義が採用されても、裁判手続
に関連する強制執行措置については、現在でも絶対免除主義が広く取られている*11。機能的に
は、裁判管轄権が免除されないのに強制執行が免除されると、裁判自体の意味がなくなるとい
う議論が良く聞かれるが、裁判管轄が外国国家に課す制約の程度と、強制執行が外国国家に課
す制約の程度が大きく異なることを忘れてはいけない。
　さらに外国公船に対して沿岸警備当局の法令執行措置が免除されるとしても、そもそも沿岸
国の立法管轄権が及んだうえで執行措置のみが免除されているのか、そうではなくて、沿岸国
の立法管轄権自体も及んでいないのかによって、状況は大きく変わる。
　このように、裁判を中心にして、裁判権免除－執行免除と直線的に捉えること自体が問題で
あるのと同様に、行政機関たる沿岸警備当局が行う法令執行措置と裁判手続上の執行措置を、
さらには裁判管轄権自体までも直線的にリンクさせて捉えることを、直ちに肯うことはでき
ない。このことは沿岸警備当局の法執行措置の免除について、裁判上の執行措置に関する免除
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を、具体的にはブリュッセル条約や国内法を無媒介に類推してはいけないことを意味するので
ある。

⑶　裁判権免除と軍艦の「免除」

　国家の裁判権免除に関するリーディング・ケースとされる、The Schooner Exchange v. 
McFaddon *12では、フランス政府公船 Exchange 号に対して米国の裁判権が及ぶか否かを検討する
際に、接受国における外交使節や、友好関係にある国に所在する外国軍隊やその港に寄港する外国
軍艦（外国軍隊の一部）について、領域国から介入（interference）されない待遇を享受すること
等に言及したうえで、外国公船 Exchange 号に対して裁判管轄権を及ぼさないという寄港国の同意
を得て入港したと考えるべきだとして、Exchange 号に対して米国の裁判権を及ぼすことを否定し
た。
　ここでは外国公船についての裁判権免除が国際慣習法かどうかが争われたのではなく、むしろ外
国軍艦、さらには外交使節に対して領域国が従来どのような法的取扱いをしてきたのかが検討され
て、外国公船である Exchange 号に対する裁判権免除が認められたのである。すなわち、外国軍艦
の行動に対して友好国が介入しないことが、外国公船に対する裁判権免除を判断する前に確立して
いたことから外国公船の裁判権免除が導出されたのである。
　軍艦は、古くからもっとも明確に、強い「免除」を持つとされてきた。当然、軍艦の「免除」
は、裁判権免除より古い歴史がある。すなわち、外国軍艦に対して友好国が介入しないことは、「平
等な者は他の平等な者に対して権限（authority）を行使することはできない（par in parem non 
habet imperium）。」の法理に由来するが、軍艦は古くから、旗国以外のどの国の管轄権も一切及
ばないと考えられてきた。まさに軍艦は、海上における旗国主権の体現者であり、旗国領土の延長
物（extraterritoriality）であった*13。国連海洋法条約95条が、「公海上の軍艦は、旗国以外のいず
れの国の管轄権からも完全に免除される。」と規定するのは、この意味において理解しなければい
けない。軍艦に対しては、原則として、旗国以外の国の管轄権は、立法管轄権も含めて一切及ばな
いのである。
　その後、「外国国家の裁判権免除」の法理は、米国を含む諸外国の裁判所において発展を見るが、
本件は、それに先立ち、またそれとは別個に外国軍艦の取扱いが確立していたことを示している。
この経緯は、単純に「外国国家の裁判権免除」の法理の類推として外国軍艦、ひいては外国公船の
法的地位を検討することの不適切性を示すものである。
　The Schooner Exchange v. McFaddon では、軍艦を含む外国軍隊の実行を踏まえて、Exchange
号の裁判権免除が判断された。したがって、外国公船に対して米国の立法管轄権が及んでいると
裁判所が判断したかどうかは不明であり、むしろ立法管轄権も及んでいないと考えられた可能性が
高い。この事件から現在の外国国家の裁判権免除の法理に発展したことをもって、本件においても
Exchange 号に対して米国の管轄権が及んでいることが前提であったと理解することは早計であろ
う。The Schooner Exchange v. McFaddon を、一般に言われているように、通常の裁判権免除の
例と考えるのは不適切なのかもしれない。

3．海洋法における外国公船の扱い－公海および領海を中心に－
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　それでは、現代の海洋法において軍艦を含む外国公船の法的地位がどのように考えられているの
であろうか。

⑴　外国公船の不可侵性

　2．で検討したように、外国公船の免除は、外国軍艦の法的地位を原型とするものと考えること
ができる。外国軍艦については、2．で検討したように、単に裁判権やそれに付随する強制執行措
置が免除されるだけではなく、立法管轄権も免除される。すなわち、それは、所在地国の立法管轄
権を前提とする「裁判権免除」ではなく、より包括的な内容をもつ、「不可侵性（inviolability）」
の概念によって理解すべきものである。
　「不可侵性」というのは、外交関係法、とくに「外交関係に関するウィーン条約」においてしば
しば使われる概念であり（同22条、24条、27条2項、29条、30条）、「妨害からの自由の確保を目的
として、あらゆる制限措置からの免除、とくに捜索、接収、差押え又は執行からの免除」を意味
する*14。まさに The Schooner Exchange v. McFaddon では、軍艦を含む外国軍隊や外交使節の法
的地位が引証されて、それらが「不介入（interference）」の地位を占めるとされたが、その元にあ
るのが、「不可侵性」である。
　ただし、外交使節団の「不可侵性」については、現在では、立法管轄権からの完全な免除まで含
むと言うのは難しい。現在の外交使節団については、外交関係に関するウィーン条約41条が「特権
及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重することは、特権及び免除を享有するすべての者

（外交特権免除保持者のこと―筆者）の義務である。」と規定することから、接受国内の外交特権
免除保持者は、外交特権免除によって接受国の裁判管轄権および執行管轄権に服さない場合がある
が、立法管轄権には服するのが原則とされる。他方、課税免除（同34条）については立法管轄権も
及ばないと解される。不可侵権といっても、所属国以外の立法管轄権が及ぶ場合と及ばない場合が
あり、外国軍艦についても、この点をどのように解するべきかという点は、海域ごとに改めて検討
しなければならない。
　外交使節団の法的地位の理解の難しさは、「不可侵性」があるといっても、あらゆる管轄権から
の完全な免除を意味するのではなく、上述のように、事項ごとに若干のニュアンスの違いがあるこ
とに起因する。The Schooner Exchange v. McFaddon は、外国軍艦の法的地位と外国国家の裁判
権免除が元来は同根であったことを示しているとも言え、この点で、外国国家の裁判権免除が「不
可侵性」と無関係ではないと言えるのである。

⑵　外国公船の「免除」―公海における位置づけから―

　国連海洋法条約では、公海上の外国公船の法的地位について、軍艦とその他の非商業的役務に従
事する外国公船とを分けて規定する。
　軍艦については、既述のように、前記の国連海洋法条約95条が、公海上の軍艦が明確に外国から
の不可侵性をもつことを規定しており、国際慣習法上確立していた原則を再述している。さらに96
条は、「国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるもの」について、「公
海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。」と規定する。軍艦以外の外
国公船についても、公海条約の制定過程から、軍艦と同様に「免除」をもつことには異論がなかっ
たが、軍艦と比べるとは実行が乏しいことから、免除を有する外国公船がどの範囲のものとするか
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が問題になってきた。
　「免除」をもつ外国公船の範囲については、公海条約起草時から議論があり、当初の国際法委員
会原案では、商業目的のものも含めて、すべての政府船舶に「免除」が認められるというもので
あった*15。しかしその後の第1次国連海洋法会議において、公海条約9条（国連海洋法条約96条と
同文）が採択され、「免除」を享受する外国公船の範囲を国際法委員会原案より狭めた。96条は、

「免除」を享受する外国公船を単に非商業目的のものとはせず、①「国が所有し又は運航する」こ
と、および②「非商業的役務にのみ」従事することを要件とした。①は、船舶の所有・運航形態に
関する要件であり、2⑴で挙げた外国公船のうち、⑤はこの要件を満たさない。また②「非商業的
役務にのみ」については、非商業的目的と同義と考えられる。非商業的役務とともに商業的役務も
兼ねて運航する船舶は、この要件を満たさないことになる。
　またすべての国が拿捕等を行うことのできる海賊行為を行う船舶（海賊船舶）は「私有」のもの
でなければならず（101条）、それゆえに外国公船が海賊行為を行うことは定義上あり得ない。ただ
し、「乗組員が反乱を起こして支配している軍艦・・・が行うものは、私有の船舶又は航空機が行
う行為とみなされる」（102条）結果、このような軍艦は、もはや「免除」を享有することはない。
これも軍艦が「免除」を失う一つの場合である。また96条によって「免除」を享有する、軍艦以外
の外国公船も同じ扱いと解することができる。

⑶　領海における外国公船の「免除」

　領海については、国連海洋法条約第2部第3節「C　軍艦及び非商業的目的のために運航するそ
の他の政府船舶に適用される規則」が重要である。この節では、軍艦および非商業的目的のために
運航するその他の政府船舶、いわゆる外国公船が、一般国際法上、「免除」を持ち（32条）、ただし、
それが制限を受けることが規定される。国連海洋法条約「第2部　領海」中の諸規定には、軍艦お
よび外国公船がいかなる「免除」をもつかは示されておらず、⑵で検討した、軍艦を含む外国公船
の免除が前提とされていると理解できる。
　同節において軍艦および外国公船の「免除」の例外として挙げられているのは、「軍艦が領海の
通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無
視した場合には」、当該沿岸国が、「その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求」でき
ることである（30条）。いわゆる沿岸国の「保護権」の承認である。
　これが外国軍艦の「免除」の例外に当たるのは、次の2つの意味においてである。第1に、通常
の商船の場合については、同条約25条1項が、「沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国
の領海内において必要な措置をとることができる。」としているのと比べると、外国軍艦に対して
は沿岸国は退去要求しかできない、逆に言えば停戦・拿捕等、一般の商船に対してであれば取るこ
とができる措置は取れない。さらに、第2に、海洋法条約95条の解釈と照らし合わせると、領海内
では、軍艦にもその海域の通航に関する沿岸国の法令の遵守義務が課されていることが30条の前提
であると考えることができ、通航に関する限りで、沿岸国の立法管轄権が及ぶとされていると考え
ることができる*16。この点も、外国軍艦に対して与えられている「免除」の例外と評価できるので
ある。　
　国連海洋法条約第2部「領海」では、「免除」を享受する可能性のあるものとして、軍艦と並ん
で、「非商業的目的のために運航するその他の政府船舶」を挙げるが、公海条約が国際慣習法と考



―  ―102 ―  ―103

えられたこと、および「免除」を享受する外国公船の範囲をめぐる条文起草の経緯をふまえると、
実際に「免除」を享有するのは、軍艦以外には、「国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的
役務にのみ使用されるもの」に限られると考えるのが適当であろう。
　軍艦以外の外国公船については、30条に対応する規定はないが、それはこのような慣行がなかっ
たために規定されていないだけで、軍艦と同様に退去要請はできると解される*17。
　次に31条は、軍艦を含む外国公船について、旗国が「領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約
又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害について
も国際的責任を負う。」と規定し、外国公船に対する旗国の責任を明記する。つまり、軍艦を含む
外国公船の行為については旗国が国際法上の責任を負うことを規定したのである。
　沿岸国が、軍艦を含む外国公船について、領海内での沿岸国法令の遵守に関心をもつのは当然の
ことである。それについて沿岸国が当該船舶に対して直接的に取りうる措置が、以上のように限定
される以上、当該外国公船が沿岸国に損害又は損失を与えた場合は、国際法上の関係において処理
されるのである。つまり、軍艦を含む外国公船の有する「免除」ゆえに、沿岸国が領海内を航行す
る外国公船に対して取りうる措置が限定されており、その反面として、沿岸国法益の確保は沿岸国
と旗国の間の国際法上の関係において担保されるのである。なお、「非商業的目的のために運航す
る・・・政府船舶」であって「免除」を享受しないものであっても、それが沿岸国に与えた損害に
ついては、31条に照らして旗国が国際法上の責任を負うことには変わりない。
　もちろん、外国公船によって沿岸国法益がまさに侵害されようとする場合に、あくまで国際法上
の国家責任の法理によってしか対応できないというのは不合理である。軍艦を含む外国公船が退去
強制に従わず、やむを得ない場合には、外国公船に対して警察力を行使することも認められようし、
また外国軍艦に対しては、自衛権行使の要件を満たす場合には、沿岸国が武力行使を行うことも可
能であると考えられる*18。

⑷　海洋環境保護

　海洋環境保護・保全については、国連海洋法条約236条が、海域を問わない「主権免除」を定め
る。具体的には、「海洋環境の保護及び保全に関するこの条約の規定は、軍艦、軍の支援船又は国
が所有し若しくは運航する他の船舶若しくは航空機で政府の非商業的役務にのみ使用しているもの
については、適用しない。」とし、そのうえで、「ただし、いずれの国も、自国が所有し又は運航す
るこれらの船舶又は航空機の運航又は運航能力を阻害しないような適当な措置をとることにより、
これらの船舶又は航空機が合理的かつ実行可能である限りこの条約に即して行動することを確保す
る。」とする。これは海洋汚染防止条約（MARPOL73／78条約）3条3項等*19とまったく同文であ
る。
　国連海洋法条約「第12部　海洋環境の保護及び保全」は、海洋環境保護・保全について、公海以
外の海域や港において、沿岸国や寄港国が、船舶に対して一定の措置をとることを定めているが、
海洋環境保護・保全に関する規定は、第12部にとどまるものではない（たとえば21条）。第236条
は、海洋環境保護・保全に関する措置について、軍艦等の外国公船に対しては、沿岸国等のこれら
の措置が取られないこと、すなわち、海洋環境保護・保全に関する、軍艦等の外国公船の「免除」
を規定するのである。その点では、公海に関して規定する95条、96条に規定された「免除」の原則
に呼応するものである。そして、それに対応して、軍艦等の外国公船は、海洋環境保護・保全につ
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いては、沿岸国を含めて、旗国以外の国の立法管轄権および執行管轄権から免除されるのである。
　海洋環境保護・保全に関して「免除」が付与される対象は、軍の支援船が加わっているが、軍艦
および「国が所有し若しくは運航する他の船舶・・・で政府の非商業的役務にのみ使用しているも
の」であり、基本的には公海上で「免除」を享有する外国公船と同一である。
　海洋環境保護・保全に関して、軍艦を含む一定範囲の外国公船が「免除」を享受する反面とし
て、これら軍艦等に関しては、旗国が、海洋環境保護・保全に関する沿岸国の法令遵守のために適
当な措置をとる義務を負い（236条2文）、この面での軍艦等の法令遵守の問題も、沿岸国と旗国の
国際法上の関係に委ねられるのである。

⑸　EEZ下の外国公船の「免除」の問題点

　EEZ 制度下における外国公船に対する法令の執行措置については、⑷で紹介したように、海洋
環境保護・保全に限って、一定の要件を満たす外国公船の免除を定める明文規定が国連海洋法条約
にある。しかし、EEZ における、天然資源、とくに生物資源の探査等、人工島等の設置・利用（人
工島等の周囲の安全水域の規制を含む）、及び海洋科学調査に関しては、外国公船の取り扱いにつ
いて国連海洋法条約に何の規定もない。
　他方、EEZ でも、公海制度下の事項については、「国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業
的役務にのみ使用されるもの」については、完全に「免除」が認められ、沿岸国が法令執行措置を
とることはできない。
　したがって、問題は、EEZ 制度下の海洋環境保護・保全以外の事項について、軍艦および「国
が所有し若しくは運航する他の船舶・・・で政府の非商業的役務にのみに使用しているもの」に対
して、沿岸国がどのような法令執行措置をとりうるかに絞られる。

結論：EEZにおける外国公船の法的地位―設問への回答―

⑴　公海・領海等における外国公船の免除との関係

　問題として残された、EEZ における、生物資源の探査、人工島等の設置および利用、および海
洋科学的調査に関する、外国公船、具体的には、軍艦および「国が所有し若しくは運航する他の船
舶・・・で政府の非商業的役務にのみに使用」するものに対する法令執行措置については、まず
第1に、これらが、EEZ 海域においても、原則として「免除」を享有することを確認する必要が
あろう。これら船舶が「免除」を享有することは、国連海洋法条約95条および96条で明確に認めら
れ、その原則を事実上確認する内容が、領海については同32条に、また EEZ を含むすべての海域
の海洋環境保護・保全については同条約236条に規定されている。したがって、生物資源の探査等
の規制に関する法令執行についても、これら外国公船に「免除」が与えられていると考えることに
問題はなかろう。つまり、原則として、EEZ 上の外国公船に対しては、執行管轄権のみならず、
立法管轄権も及ばないのである。

⑵　外国公船の「免除」の例外

ア．問題状況
　外国公船が原則として「免除」を持つとしたときに、その例外がないとは直ちに結論でき
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ない。公海においては、軍艦や上記の要件を備える外国公船は完全な不可侵性を有するが、他
方、領海においては「免除」の一部が制限され、また旗国の国際法上の責任が明記されている
からである。
　領海において、外国公船の「免除」に対して例外が認められるのは、領土と基本的に同一
の地位にたつ領海の秩序維持について沿岸国が死活的な利益をもつことから、沿岸国が旗国の
国家責任を追及するだけでは領海の秩序維持に対する十分な保証と考えることができないから
である。そこにこそ沿岸国が領海において、外国公船の免除を制限する根拠がある。それでは
EEZ の場合はどうであろうか。
　そこで沿岸国が EEZ 内で規制権をもつ生物資源の探査・開発等について検討することにし
よう。外国公船が沿岸国の生物資源の主権的権利を侵害する行為を行った場合に、①そもそも
生物資源の探査・開発等に関する規制権、すなわち立法管轄権が及ぶか、及ぶとした場合に、
②沿岸警備当局が何らかの執行措置をとれるかが問題となる。

イ．立法管轄権は及ぶか
　第1の立法管轄権については、領海制度との対比が有効である。領海における生物資源の探
査・開発等については、当然のことながら沿岸国が主権的な規制権を有している。しかし、国
連海洋法条約第2部第3節「C　軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に
適用される規則」には生物資源に関する何らの規定もない。したがって、領海ですら、生物制
限の探査・開発等について、外国公船の「免除」の例外には当たらないと考えられる。他方、
生物資源の探査・開発等に関する沿岸国法令を遵守しないような活動をする外国公船が「免
除」を喪失する可能性はある。すなわち、免除を享有する外国公船とは、「国が所有し又は運
航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるもの」をいうが、意図的に沿岸国の生物資
源の探査・開発等に関する法令を破るような活動を行う外国公船は、それが免除を享受するた
めの要件である、「政府の非商業的役務にのみ使用されるもの」を欠くと認定しうる可能性が
あるからである。もしそのように認定できる場合は、そもそも当該船舶はもはや免除を享有し
ないと解されるのである。
　他方、外国公船が「免除」を享受し、かつその例外がないと考えても問題はないのであろう
か。軍艦等の外国公船によって被害を受けるのは、生物資源に起因する経済的損害だけであり
― EEZ における生物資源に関する主権的権利侵害は金銭的価値に収斂するものであるために
―、一般の漁船が沿岸国法令を侵害して拿捕された場合であっても、担保金を寄託することに
よって釈放されるのである。したがって、外国公船の場合には、通常は、沿岸国が問題の外国
公船の旗国に対して沿岸国の規制権の尊重および違反行為の停止を要求し、その後に国家責任
を追及できることには問題なく、それで足りると考えられる。

ウ．外国公船に対する退去要請は可能か
　第2に、沿岸国の立法管轄権は及んでいないとしても、沿岸国の生物資源の探査・開発等に
関する主権的権利を侵害したことを理由にして、当該外国公船に対して EEZ からの退去を要
請できるであろうか。領海制度を類推すれば、沿岸国の立法管轄権が及んでいないとしても、
沿岸国の主権的権利侵害を根拠に退去強制を要請できると考えることができるかもしれない。
　筆者はこのように考えることは難しいと考える。当該 EEZ 海域は、生物資源の探査等に関
する事項については EEZ 制度下にはあるが、他方、単純に航行するだけであれば、その限り
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では公海制度の下にあると考えられるからである。つまり、違反行為の停止を要求することに
問題はないが、それを超えて EEZ からの退去を要求できるとすることは、公海制度上の航行
の自由と矛盾する。もちろん、外国公船が「政府の非商業的役務にのみ使用される」という要
件を欠いて「免除」を失った場合については、通常の商船と同様の執行措置をとることには何
の問題もない。
　規制侵害の態様が深刻な場合には、国際司法裁判所は「テヘラン人質事件」判決*20において、
不可侵性をもつ外交官の一時的拘束について、「特定犯罪の阻止のために警察官が一時的に拘
束することは許される」（para. 86）と判示したことを想起すべきであろう。すなわち、まさに
犯罪が行われようとすることの阻止を海上警備当局が行うことは許されると考えられる。ただ
し、生物資源の探査・開発等に関する主権的権利侵害を根拠にして自衛権を行使しうるような
場合が想定しにくいことは間違いない。
　人工構築物・人工島およびその周辺の安全水域に関しては、生物資源の探査・開発等と同様
に考えられるが、その侵害態様いかんでは沿岸国が自衛権によって対抗しうる場面も想像する
ことはできよう。
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境界未画定海域における法執行措置の背景と限界

東北大学名誉教授　山　本　草　二

ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ

1　はじめに

⑴　大陸棚や排他的経済水域（EEZ）の境界画定が未成立の海域では、関係国による法執行措置に
は限界があり、その枠組みを越えれば国際紛争を生じがちである。いわゆる「係争海域」をめぐ
る問題である。このような境界未画定海域の発生の背景とそこでの法執行措置の限界をとらえる
ためには、この点についての国際裁判所の関与のしかたに注目しておく必要がある。
⑵　国際裁判所は、長年、海域の境界画定に関与する場合はごく稀であった。海域の境界画定問題
は、海上における管轄権の適用と行使の地理的な限界を確定するものであり、各国の法令施行・
政策作用上も重大問題であって、実定法の厳密な適用を本務とする裁判所の判断を超えるものが
あるからである。海域の境界画定をめぐり、紛争の主題が増大し複合化してきた今日では、事態
の流動化のなかで、国際裁判所はますます訴訟手続きを特定させたり適用法規を固定することを
ためらいがちである。
⑶　他方、とくに近年、大陸棚や EEZなど、沿岸国の主権的権利に服する海域が拡大した結果、
従来隣接国の間で設定され相互の均衡を保ってきた「相隣関係」（voisinage）の観念が変容し、
境界の画定によりむしろ管轄権行使の範囲を区分することの利点が強調されるようになってき
た。この種の紛争については、当事国の合意による解決が優先するものの、その不調の場合には、
調停とか国際裁判への付託の可能性が拡大するのである。もっとも国連海洋法条約によれば、こ
の当事者の合意に基づく境界画定は、国際司法裁判所が判断し適用する国際法に準拠して「衡平
な結果」をもたらすよう努めるものと、定められている⑴。
⑷　海域の境界画定をめぐる当事国間の交渉は、このように国際判例の動向に注目しながら進めら
れ、関連する国家実行を集積させている。合意不調による境界未画定の海域の発生も、またそこ
での法執行措置の限界も、このような国際判例と国家実行の交錯のなかでとらえられる必要があ
る。

2　大陸棚の境界画定基準の変化

⑴　海洋法条約の関係規定をめぐる解釈論

　国連海洋法条約は、向かい合っているかまたは隣接している海洋をもつ国の間で行われる大陸棚
の境界画定に関する規定（83条1項）を作成するに際して、現状では、すべての国に適用のある、
一般的拘束性をもつ実定法規は欠如している、との判断に立っていた。各関係国は、それぞれの交
渉・合意を通じて国家実行を集積させることとし、その際、衡平な解決を達成するために、国際司
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法裁判所（ICJ）規程第38条（裁判の基準）に定める国際法に準拠する旨、定めている。事件が付
託される国際司法裁判所（ICJ）の適用基準を通じて、いわば動態的に関係の国際法が形成される、
という前提に立っている、といえよう。
　ア　合意の要件
　大陸棚の境界画定は、当事国の双方行為としての合意によることを要件としている。一方の国
が依拠する画定の基準と原則を一般国際法規として受諾するよう、相手国に強制することをゆる
さない、という趣旨である。したがって、各当事国は、特定の境界画定基準に準拠した国内法令
を援用した一方的国内措置について、相手国との関係で当然に対抗力（opposability）を主張で
きるものではない。そのような一方的措置の主張が、たとえ国際社会にとっての急迫性（緊急の
必要性）と衡平性（具体的な妥当性）にそうものだとの判断に駆られたものであったとしても、
相手国を含め他の諸国の法的確信（それに従うことが国際法上の義務ないしは権利として認識さ
れていること）を伴う必要があり、相対的な効果から一般国際法の存在の確認に進む要因となる
からである⑵。
　イ　合意達成の方式
⒜　ICJ 規程によれば、同裁判所が「裁判の基準」として適用するものには、正規の国際法の
法源として確認されるもの（条約、国際慣習法、法の一般原則、38条1項 a, b, c）と、法則
決定の補助手段（判決など。正規の法源が形成される素材となりうるもの、38条1項 d）の
2つがある。
　大陸棚の境界画定に関し正規の国際法の法源として適用できるものには、条約法規（1958
年ジュネーヴ大陸棚条約6条1項・2項）と、その適用を否定する国際慣習法規の2つがあ
る。前者は、当該海域に特別の事情がない限り、等距離の基準とする（等距離基準プラス特
別事情）。これに対して後者は、この等距離基準が上記大陸棚条約の非締約国には適用され
ず、これに代わり一般的に諸国を拘束する国際慣習法として成立しているのは、関係国の合
意に基づき自然延長論（沿岸国の領海を越える海面下の区域の海底であって、その領土の自
然の延長をたどって大陸棚の縁辺部の外縁に至るまでのもの、国連海洋法条約76条1項̶大
陸棚の定義）と関連事情（海岸線の長さと形状、島の存在など）を考慮した衡平原則による
べきもの（衡平原則プラス関連事情。1967年北海大陸棚事件 ICJ 判決）である。このような
条約法規と国際慣習法との対立に直面して、その後の国際判例の集積を通じてそのいずれか
の基準が変容を受け、新しい国際慣習法規の成立をみとめうるかどうかが、判断の焦点にな
る。
⒝　国連海洋法条約の同上規定では、当事国の合意が達成される目標として「衡平な解決」を
うたっている。すでに指摘したとおり、大陸棚の境界画定について現状では正規の国際法の
法源が未確立である以上、「法則決定の補助手段」としての判決（ICJ 規程38条1項 d）の
動向に注目する必要がある。ICJ その他の国際裁判所の判決は、それじたいとしては、当事
者間に限りかつその特定の事件に関してのみ拘束力をもち（同規程59条）、先例拘束性を否
定されているものの、その法的推論（legal reasoning）が妥当である限り当該事件を越えて
継承され、諸国の法的確信を凝縮させて新しい国際慣習法の成立をうながす要因になる。
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⑵　画定基準の融合

　ア　対立する基準の調整
　すでに指摘したとおり、大陸棚の境界画定基準については、従来から条約法規（大陸棚条
約にいう等距離基準プラス特別事情）によるか国際慣習法規（自然延長論に準拠する衡平原則
プラス関連事情）によるかの対立がくりかえされた。国連海洋法条約の関係規定の作成にあた
り、単一の基準の導入に失敗し、今後の国家実行の展開に委ねたのも、このためである。その
後 ICJ は、判例の集積を通じてこのような従前の対立を調整し、後者の立場に固執した北海大
陸棚事件の判決の論旨をいかに克服するか、その点に努力を傾注したのである。そこでは、継
起する各判例の法的推論の内容が点検され、その後の判例に継承されるべき要因を具えるか否
かにより、新しい国際慣習法の成否が判断された、ともいえよう⑶。
⒜　当初は、1989年まで ICJ は、海洋法条約にいう「衡平な解決」を得るための最適な方法と
して、従前の衡平原則プラス関連事情の基準を踏襲した。
　　周知のとおり、1969年の北海大陸棚事件の判決で ICJ は、衡平原則（equitable 
principles）に従いかつすべての関連事情を考慮して、大陸棚の境界画定を行うとの基準を
示した（ICJ Reports 1969, p.53, パラ101）。大陸棚条約に定める等距離基準プラス特別事情
は、国家実行上も一元化されておらず、これを適用すれば不衡平な結果を生じ、地質的、地
理的基準さらには海岸線の長さとの特別の比例性などの基準を用いて修正・調整の必要があ
る、という理由である。その後も、衡平原則に基づいて大陸棚の境界画定を行うべしとする
判決が続き（1982年チュニジア／リビア大陸棚事件判決。ICJ　Reports 1982, p.18 ; 1984年
メイン湾海洋境界画定事件判決。ICJ　Reports 1984, p.300, パラ112）、当時進行中の第三次
国連海洋法会議での審議にも多大の影響を与えた。結局、同条約の関係規定（83条1項）で
は、衡平な解決に到達するために国際法に従い合意により境界を画定する、と定めることに
とどめたのである。
　　しかし、このような方式では、判例も条約法規も、事案の結果について予見できず、学説
上も境界画定に関する法規が果たして存在するかまた衡平の名で恣意的な解決にならないか
どうかなど、長く疑問が提起された。こうした批判に応えるべく、ICJ はその後、いっそう
確実性を増す方向へと判例を展開させるようになったのである⑷。
⒝　ICJ は、1985年になってこうした展開に口火を切るようになった。等距離線を境界画定の
出発点としてとらえ、海岸の一般的形状やその長さの相違など、当該海域に適用しうる衡平
原則を考慮して、上記の線をいずれかの方角にずらす、という趣旨である。いいかえれば、
等距離基準は暫定線として引かれ、最終的には衡平な結果に到達するため補正する、として
いる（リビア／マルタ大陸棚事件判決。ICJ　Reports 1985, p.13）。
⒞　さらに ICJ は、1993年には、この新しい段階を越え、その内容をいっそう徹底させた。大
陸棚の境界画定は、1958年大陸棚条約にいう等距離プラス特別事情の基準によるべきものと
した。他方、漁業水域または EEZについては、関連要因を考慮して衡平な解決をはかると
いう国際慣習法に従い、衡平原則に基づく境界画定に進むために等距離基準から出発して関
連要因を考慮した必要な修正を加えるとした（ヤン・マイエン／グリーンランド海洋境界画
定事件判決。ICJ　Reports 1993, p.38）。
　　その後 ICJ は、海岸が向かい合っている国同士だけでなく、相互に隣接している海岸を持
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つ国の間でも、その大陸棚境界画定については、まず等距離線を暫定的に引き、その後でこれ
を調整すべき関連事情の存否を検討することとした（2001年カタール／バーレーン海洋境界画
定事件 ICJ 判決。ICJ　Reports 2001, パラ230）。
　条約法規（等距離プラス特別事情）と国際慣習法規（衡平原則プラス関連事情）というこれ
までの対立は、このようにして ICJ 等の国際判例と国家実行において相互に接近し密接に関連
しあって、「融合」を達成するようになった⑸。こうした大勢の中で、最終的な調整要因とな
る特別＝関連事情の内容についても検討と分類が進められるのである。

　イ　特別＝関連事情の評価
⒜　大陸棚の境界画定について「衡平な解決」に到達するためには、上述の国際判例と国家実
行の集積により、その出発点として暫定的に等距離（中間）線を用いることとなったが、そ
の場合にも係争海域に特有の関連事情を識別し適切に評価することが、依然として紛争の交
渉・処理過程でも重要なものとして残されるのである。
⒝　衡平な境界画定線の決定に対し重要な影響を及ぼしうる特別＝関連事情については、国
際裁判の先例に従えば広汎ないくつかの部類を区分することが可能である。この点につい
て従来は、関係地域の地理、海岸の形状、海岸前面部・正面沿海部（façade）、島・低潮隆
起の存在など、地理・地形・地質的な要因を重視する場合が多かった。しかし、境界画定
基準をめぐる従来の対立が調整され融合するのに伴って、紛争当事国の「従前の行為」（past 
conduct）も重視され、それらが境界画定についての暫定合意（modus videndi）ないしは
事実上の境界線の受容になっていないかどうか、点検されるようになった。とりわけ石油の
探査開発活動や漁業操業活動についての許可の発給とそれに伴う権限の行使とか、この種の
相手国の行為に対する抗議その他の対応が問題となる⑹。このような紛争当事国の従前の行
為については、境界画定の合意未成立の係争海域での管轄権の適用の仕方（後述、3）との
関係で、注目されるのである。

　ウ　係争海域の増大
⒜　国連海洋法条約は、その解釈または適用に関する紛争について、一国が相手国との合意が
なくとも一方的に事件を国際裁判に付託し、拘束力のある判決を得ることができることとし
ており、「強制管轄」を原則的に採り入れた画期的なものである（286条以下）。もっともこ
のような一般原則に対する安全弁として、この適用につき各国が一方的に制限又は除外を宣
言することがみとめられている。たとえば、大陸棚または EEZでの主権的権利とか管轄権
の行使について沿岸国が広汎な裁量をみとめられている事項に関する紛争については、その
性質上、強制管轄権の適用を制限する旨、一方的に宣言できる（297条）。また、大陸棚の境
界画定に関する紛争については、各国は、強制管轄の適用を選択的に除外する旨の宣言を行
うことができる（298条1項 a）。
⒝　このような強制管轄からの一方的な除外は、強制調停に付記される余地はのこすものの、
紛争の司法的解決手続を回避しようとするものであり、この除外には、当事者の権利義務な
どの現存の状態の凍結・保全を目的とする緊急の付随手続としての暫定措置（290条）も含
まれる、と解される。このように大陸棚の境界画定紛争について、司法手続き上の欠缺によ
り係争状態（境界未画定海域の所在）が継続するのであり、これを補う1つの方法として考
案されたのが、必要な合意に達するまでの過渡的期間における暫定的な取極の締結（83条3
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項）である⑺。
　もっともこの暫定的な取極（provisional arrangements）の方式には、いくつかの限界が
ある。
　第1には、その規範内容が不十分であるためにその実効性が疑わしい、という点である。
たとえば、関係国に対し、「実際的な性質をもつ暫定的な取極」の締結のために「可能な限
りあらゆる努力を払う」こととし「理解及び協力の精神による」、と定めるだけで、トーン
ダウンした表現になっている。唯一の義務ともいえるのは「最終的な境界画定を害しない」
ことであり、暫定（仮保全）措置命令の要請の場合のように、境界画定紛争の増大・悪化を
防止という主要目的は欠如している。
　第2には、大陸棚の最終的な境界画定が達成されない限りは、紛争当事国に対して等距離
線を越えて大陸棚を拡張してはならないとする義務規定が欠けている。この点は、当時国間
に別段の合意のない限り、等距離中間線を越えて領海を拡張することが禁止されている（15
条、1958年領海接続水域条約12条）のとは、著しく異なるのである⑻。
　暫定的な取極の方式についてのこれら2つの限界は、大陸棚境界の未画定という過渡的段
階において、等距離中間線の内外にわたる当事国の管轄権行使に実質的な影響を及ぼすもの
として、注目しておかなければならない点である。
⒞　大陸棚の境界未画定に伴う係争海域の増大との関係で、さらに注目しておくべきことは、
共同開発の主張である。
　大陸棚の「共同開発」（joint development）という概念は、一般に周知のものとされ実例
も多いが、その定義や要件について国際法上一致しているわけではない。境界の両側にまた
がって賦存する石油その他の鉱物資源の開発について、境界画定紛争を完全に棚上げして単
一かつ一元的に行うとする取極と、境界の画定ずみのうえまたはそれを期して、合意した比
率により共同の操業・利益配分を行う方式などに大別される。いずれの方式によるにせよ、
共同開発は、単一の大陸棚境界線につき合意不調の場合とか、画定ずみの境界の両側にまた
がった石油・天然ガス等の資源が所在し、各国単独では有効に開発できない場合に、係争海
域での資源の賦存が確認されたことを契機に、各国とも早急に開発を進めることを有利と判
断して行われるのである。大陸棚の境界画定をめぐる政治的、経済的な紛争の継続に代わり、
緊張の緩和さらには友好・連帯・協力という積極的な関係に転換させよう、という趣旨であ
る⑼。
　そもそも英国の鉱業法上は長く鉱物資源の「自由採取の規則」（rule of capture）がみと
められ、その共同開発を進めるさいの前提とされてきた。この規則によれば、共有する鉱床
（shared deposit）から産出する石油等は、その産出に担わった当事者の所有権に帰属する、
という。野生動物の占有に関するコモン・ローの規則を類推したもの、と解されている⑽。
　この自由採取の原則に従えば、土地所有者は、その地下にある油田から石油・天然ガス等
の採掘を行い、隣接地の地下資源が流出したものを採取したとしても、不法行為責任を負わ
ないことになる。その結果、隣接する土地所有者が境界線に沿って試掘したり、その両側で
競争して石油の産出を急ぐなど、資源開発の無秩序・非効率・浪費さらには資源の枯渇をも
たらすこととなった。
　このような自由採取の原則の乱用を規制するため、とくに石油産出の米国の各州で、共通
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の石油鉱床の開発について義務的な協力を命ずる州法が制定されたのである。そのなかでと
くに「一体化して割当て」（unitisation）は、石油鉱脈に利害関係を持つすべての当事者間
の取極であって、操業の開始前に単一体としてのその開発条件を合意し、各当事者のそれぞ
れの利益を共同で貯え、鉱床から産出した石油の配分を含む、それぞれの権利義務を定める
ものである。たとえばこの取極には通常は、石油会社間の企業合同（コンソーシャム）から
危険管理を理由とする共同組織にいたる共同操業協定の規定が多く含まれる。もっとも共同
操業協定は単一の許可・契約に従って共同して実施される活動であるのに対して、この「一
体化して割当て」という取極は、それぞれ異なった国の許可・契約により操業する2以上の
企業合同が共同して行う活動に関するもので、鉱脈または許可された鉱区や契約海域の一体
化の区分を定める点に特徴があり、国際取極の場合には関係諸国のそれぞれの大陸棚の間で
一体化したものを配分するのである。さらに大陸棚の境界未画定の係争海域についても、未
画定のまま政治的な意思により条約に基づいて開発活動に対する共同管理（joint control）
が行われたり、共同管理機関（joint authority. 各当事国の国内法に基づいて法人格を有し、
その権限の行使と任務の達成に必要な法律行為能力をもつ）が設けられて当該海域の石油資
源の探査・開発に関する活動の管理に責任を負う方式もある⑾。

3　係争海域における管轄権適用の態様

⑴　等距離中間線の基準の活用

⒜　等距離（中間線）の基準は、大陸棚の境界画定に関しては、すでに関係の判例・国家実行の
解釈で検討したとおり、出発点として暫定的な線引きに用いられ、当該海域の特別事情・関連
事情にてらして衡平な解決を達成するために必要な場合には、変更・調整が加えられるもので
ある。したがってこの基準は、北海大陸棚事件判決以来くりかえし主張されてきた、自然延長
論に基づく衡平原則プラス関連事情を排除したとはいえ、まだ一般的な適用のある新しい国際
慣習法の成立とみるには不十分である。合意による境界が画定されるまでの間、暫定的解決と
して用いられる基準であり、特定国との関係で対抗力の原則に基づいてその適用が保証される
ものである⑿。
⒝　大陸棚の境界画定紛争が解決をみるまでの間、過渡的段階での暫定的な取極の締結との関連
で、この等距離基準の対抗力は特に重要な役割をもつ。いずれの当事国も、最終的な合意への
到達を危うくしたり妨げないようあらゆる努力を払う限り、大陸棚の天然資源の探査・開発に
関し各種の管轄権の適用と行使がゆるされる。したがって、少なくとも等距離・中間線の境界
までは、各国は、国内法令に基づく一方的国内措置を実施し、最終的な境界画定のための国家
実行の実績（特別・関連事情の要因）を蓄積しておくことが必要である。関係海域内での各国
の管轄権の適用と行使は、相手国の活動に対する対抗措置（黙認形成の中断）とも、自国の国
内措置の対抗力の補強ともなりうるからである。

⑵　相手国の措置への対応

　海域の境界画定紛争は真空状態で発生するのではなく、画定の交渉の前後にわたる長期の過程の
集積である。まず、大陸棚資源の探査・掘削についての許認可・操業開始・規制など、係争海域に
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関して相手国が行った活動の法的効果の進行を中断するため必要な抗議を行うなど、自国による黙
認ないし権利放棄など、事実上の境界線の成立の容認とならない措置をとる必要がある⒀。もっと
もそのような中断事由としては、単なる抗議の繰り返しだけで十分か、国際裁判その他の第三者機
関への付託の提議を要するかどうかは、国際法上も議論の分かれるところである。

⑶　立法管轄権の適用

⒜　立法管轄権は、特定の行為について合法・違法を認定することをいう。それが国家実行とし
てみとめられるためには、単に法令にその旨を定めるだけでは不十分であり、個々の事例に法
規を「適用」して合法性の有無を判断するしくみになっていることが必要である。このような
立法管轄権は、場所的（大陸棚の定義に即した地理的範囲）、人的（自国民、自国籍船舶に限
るか、国際法に違反しない限り外国人、外国船舶を含めるか）、さらに事項的（大陸棚の天然
資源の探査・開発に関連する活動）にその適用対象を定めている⒁。したがって一国の領土・
領海を越えて「域外」で発生する行為・事実にも立法管轄権が適用され、国内法令上合法か違
法かの判断がなされるのである（ただし、外国籍の被疑者の逮捕・抑留・処罰など、その執行
は、国際法上特段の許容法規がない限り、当該の外国人・外国船がその域内に入った場合に限
られる）。
⒝　沿岸国は、この立法管轄権に基づいて、大陸棚の資源開発に関する許可の発給（licensing）
を行い、探査のための掘削をゆるす。境界未画定の係争海域での沖合活動が、相手国からの抗
議・干渉も受けずに多年にわたって実施された場合には、黙認または権利の放棄が与えられた
ものとして、当事国間で「暫定合意による」（modus vivendi）か「事実上の分離境界線」（de 
facto separation line）が成立したとみなされる事例も少なくない。この線が各国の許可発給
区域を区分する事実上の線として、地図に明示される場合もある。
　もっとも、このような沿岸国の沖合活動と他国の対応ぶりの効力については、ICJ の判例上
も相違がある。この事実上の分離境界線について、直ちに黙示の合意の成立はみとめないに
しても、最終的な境界画定が行われるまでの暫定的な解決として「高度に関連性のある事情」
とみなすか（1982年チュニジア／リビア大陸棚事件 ICJ 判決。ICJ　Reports 1982, p.84, パラ
117-118）、それとも当事国のこれらの採油活動が明示又は黙示の合意のレベルに達している場
合に限り、境界画定のさいの関連事情として考慮するか（2002年カメルーン／ナイジェリア陸
地・海洋境界事件 ICJ 判決。ICJ　Reports 2002, パラ304）、の対立がある⒂。
⒞　また境界画定のための交渉が行われる段階では、紛争の激化を回避するためにも、各当事国
は、係争海域内またはこれに関係する活動についてその主張の要件の記載、資源開発または研
究目的のため許可の発給、鉱区の指定、探査のための掘削などの活動を抑制すべきだ、という
意見もある⒃。紛争を回避して国際協力に基づく共同開発を促進しようとする観点からは、注
目できる考えであるが、上述した既成事実の集積の黙認、暫定合意さらには最終的な境界画定
についての権利の放棄とならないかどうか、注意しておくべき点である。
⒟　わが国では、距岸200カイリまたはそれを超える部分については外国の主張する大陸棚との
中間線までの海域を「大陸棚」とし、大陸棚の天然資源の探査・開発等、主権的権利その他の
権利に基づいて行われる活動に対し国内法令を適用する（平成8年排他的経済水域・大陸棚法
1条・3条）。これらの適用法令は、領海・内水の場合とは異なり、天然資源の探査・開発・
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管理とか海洋環境の保護、海洋科学調査に関連する事項を定めるものに限定され、刑法、入国
管理、税法等、一般法令の適用はない。他方、人工島その他の海洋構築物については、通関、
財政、保健、安全、出入国管理の法令に関する管轄権を含む排他的管轄権を有するものとされ
（国連海洋法条約60条2項）、わが国内法上も「国内に在るものとみなして」属地主義に基づく
一般法令の適用がみとめられる（同法3条2項）。また大陸棚そのものと海洋構築物に対する
国内法令の適用にさいしては、これらの海域が「わが国の領域外である」ことにかんがみ、外
国の国際法上の権益の尊重など、合理的に必要な範囲内にとどめることが強調されている（3
条3項）。立法管轄権の域外適用について、国家領域の場合とは、国際法上の基準と条件が厳
しいのである⒄。
⒠　境界未画定の係争海域についても、過渡的な段階での暫定措置として、少なくとも中間線
までは立法管轄権の適用とそれに基づく採掘許可、試掘、操業がゆるされる（相手国に対する
対抗力をもつ）ものと、解すべきであろう。これらの立法管轄権の適用が、国際法が定める要
件・基準の範囲内で、かつ将来の確定的な境界画定の到達を害しないように行われるべきこと
は、くりかえすまでもない。

⑷　執行管轄権の行使

⒜　執行管轄権とは、法令違反の行為について取締り、規制、拘束など現実に強制措置を伴う管
轄権の行使をいい、領海外での外国人・外国船舶に対するその域外適用については、国際法上
特別の許容法規のある場合にゆるされる。わが国では、大陸棚の活動に対する国内法令の適用
に伴うものとともに、同海域での公務員の職務執行（追跡権の行使を含む）とこれを妨げる行
為についても、執行管轄権が行使される旨、明示している（排他的経済水域・大陸棚法3条1
項4）。
⒝　境界未画定の係争海域であって、合意未到達のままの過渡的段階では、執行管轄権の行使に
ついては物理的な強制措置を伴うものである以上、いっそう慎重な配慮が必要である。とくに
中間線を越えて侵入して来る外国人・外国船舶が行う国内法令違反の操業活動とか公務執行の
妨害については、相手国から過剰な実績の先取りとみられて、現状保全の範囲をこえ最終的な
境界画定の合意を害するとの非難も免れない場合がある。この執行管轄権としてわが国内法上
は、海上警察機関が船舶の同一性、船籍港、船長名、出発・仕向港、積荷等の確認のために行
う文書の提出命令と立入検査（海上保安庁法17条）、海上犯罪の着手とか、緊急の危険・損害
の発生に対応するための即時強制の措置（同法18条）、さらに海上犯罪の取締りと規制に関す
る司法警察（同法2条、5条12-16号、31条）等がある。これらの執行管轄権が係争海域の中
間線の自国側で行使される場合には、とくに相手国との関係では、そのための国際法上特段の
許容法規の存在とか、相手国の国際違法行為（故意または「相当の注意」の欠如）に対する対
抗措置としての正当性・合法性（違法性阻却事由）の根拠を提示するなど、立証責任を負うも
のと、解される。

4　おわりに

　ひろく領域の境界画定紛争は、国の威信、国民感情、歴史認識などと絡んで紛糾しやすく、大陸
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棚については海底天然資源の利益配分の考慮も加わるので、いっそうそうである。このような紛争
の重圧に堪えられずに、経済的合理性に基づいて共同開発案にとびつく場合も、少なくない。しか
し、大陸棚の境界画定は、国家管轄権の範囲を配分する、国際法上重要な問題である。
　合意成立前の過渡的段階での立法・執行管轄の適用と行使に関する適切な国家実行の集積にせよ、
相手国の管轄権行使に対する必要な異議申立または対抗措置にせよ、均衡のとれた自国の主張の信
頼性（credibility）をいかに確保するかが、重要である。いずれ大陸棚の境界画定紛争について国
際裁判所その他の第三者機関への付託または相手国との合意による共同開発制度の創設を構想する
にせよ、このような信頼性の貫徹が焦点になるからである⒅。
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